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２．工事の計画の認可及び届出及び認可手続の範囲 

（２）工事計画に記載すべき設備及び機器等の範囲 

   工事計画に記載しなければならない事項は、規則第9

条第2項又は第12条第2項で発電用原子炉施設の種類に

応じて規則別表第2の中欄で定めるものとされており、

規則別表第2の中欄において、設備ごとにさらに機器等

の単位で記載要求事項を定めている。この規則別表第2

に規定されている記載要求事項については、少なくと

も技術基準規則への適合性を示す上で必要十分な内容

が記載される必要があり、以下では、規則別表第1にお

ける設備及び機器等の規定も含めて、機器等の仕様に

関する記載要求範囲と設備及び機器等の記載要求範囲

に分けて示す。 

 

 

    

    

    

    

    

 

２ 設工認申請における仕様表の作成要領 

 

1. 目的 

仕様を記載する設備について，記載の統一及び一貫性を図

ることを目的として仕様表の作成要領を策定する。 

 

 

 

2. 具体的な仕様表の作成方法 

2.1 資料構成 

(1) 仕様表の資料構成は以下とする。 

a. 申請対象設備については，「使用済燃料の再処理の事

業に関する規則」第ニ条，「核燃料物質又は核燃料物質

によって汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規

則」第四条及び「核燃料物質の加工の事業に関する規

則」第三条の二の二に記載の施設区分と同じ順番に記

載する。以下に施設区分を示す。 

なお，以下に示す施設区分のうち，その他再処理設

備の附属施設，その他廃棄物管理設備の附属施設及び，

その他加工施設などの詳細な施設区分については，事

業指定申請書または事業変更許可申請書に記載の施設

区分と同じ順番に記載する。 

 

 再処理施設 廃棄物管理施設 加工施設 

イ．使用済燃料の受入施

設及び貯蔵施設 

ロ．再処理設備本体 

（1）せん断処理施設 

（2）溶解施設 

（3）分離施設 

（4）精製施設 

（5）脱硝施設 

（6）酸及び溶媒の回収施

設 

ハ．製品貯蔵施設 

ニ．計測制御系統施設 

ホ．放射性廃棄物の廃棄

施設 

ヘ．放射線管理施設 

ト．その他再処理設備の

附属施設 

イ．廃棄物管理設備本体 

（1）管理施設 

ロ．放射性廃棄物の受入

施設 

ハ．計測制御系統施設 

ニ．放射線管理施設 

ホ．その他廃棄物管理設

備の附属施設 

ロ．濃縮施設 

ハ．成形施設 

ニ．被覆施設 

ホ．組立施設 

ヘ．核燃料物質の貯蔵施 

 設 

ト．放射性廃棄物の廃棄

施設 

チ．放射線管理施設 

リ．その他の加工施設 

 

２ 工事計画認可申請における要目表の作成要領 

 

1. 目的 

新規制基準対応設備のうち別表第二において設備別記載事

項を記載する設備について，記載の統一及び一貫性を図るこ

とを目的として要目表の作成要領を策定する。 

なお，記載例については，別紙１に示す。 

 

2. 具体的な要目表の作成方法 

2.1 資料構成 

(1) 要目表の資料構成は以下とする。 

a. 申請対象設備については，別表第二の記載順に記載

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・別表第二はないため，記

載順を明確化。 
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b. 仕様表記載対象設備は「申請範囲」※1により対象設備

を明確化する。 

 

c. 仕様表は，1 設備につき 1 件とし，複数の設備（系

統）区分 ※2の機能を有する設備であっても仕様表は 1 

件とする。 

  ただし，Ａ系／Ｂ系、第 1/第 2のように同一仕様の

設備の場合は，仕様表を一つに纏めてもよい。 

※1：今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う

設備は，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記載

する。 

（例）○○ポンプ（手続き対象外） 

 

※2：設備（系統）区分の記載について，設備名のみで対

象が自明の場合は系統名を記載しなくても良い。

（以下，各章においても同様。） 

 

2.2 仕様表の記載項目 

仕様表の記載項目については，技術基準要求に対してど

のような設計仕様であるかを示す。また、以降に記載する

内容を踏まえ，機器分類ごとの基本的な仕様表記載項目を

添付-１に示す。 

（1）仕様表へ記載する項目、内容 

ａ．名称 

機器等を識別するため、機器等の名称を記載する。 

ｂ．種類（形式） 

機器等の種類を示すため，形状や機能より分類した

種類を記載する。分類及び記載内容の例を以下に示

す。 

(a)円筒形容器の基本型式は，たて，横の置き方と円

筒形の組合せとする。 

 （記載例）たて置円筒形，横置円筒形 

(b)伝熱管を有する熱交換器は，たて，横の置き方と

U字管，直管等の管形状の組合せとする。 

 （記載例）たて置直管式，横置 U字管式 

 

b. 要目表記載対象設備は「申請範囲」※1により対象設備

を明確化する。 

 

c. 要目表は，1 設備につき 1 件とし，複数の設備（系

統）区分 ※2の機能を有する設備であっても要目表は 1 

件とする。 

 

 

※1：今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う

設備は，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記載

する。 

（例）○○ポンプ（手続き対象外） 

 

※2：設備（系統）区分の記載について，設備名のみで対

象が自明の場合は系統名を記載しなくても良い。（以下，各章

においても同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

・仕様表の合理化のため，

追記。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仕様表に記載する項目

及び内容を追加。 

 

 

・添付—1 については，再

処理施設及び廃棄物管

理施設を例に作成。 
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(c)ポンプ（取り扱う流体が液体）は，回転式の場合

はうず巻形，ターボ形，往復 式の場合は 往復 形と

する。 

 

(d)圧縮機又は真空ポンプ（取り扱う流体が気体）

は，往復 式又は回転式とする。 

 

(e) 冷却・加熱機能を有する機器は本体部及びコイ

ル又はジャケット部とする。 

 

ｃ．設計条件 

 (a)機器の種類 

  容器等の主要な溶接部の機器等の区分を明確にす

るため，機器の種類を記載する。また，コイル又はジ

ャケット部等がある場合は，コイル又はジャケット

部等と本体とを区別してその機種区分を記載する。 

 

 

 

(b)耐震クラス 

耐震設計上の重要度を分類した耐震クラス又は耐

震重要度分類を記載する。設計基準対象施設につい

ては耐震クラス S,B,C 又は耐震重要度分類第 1 類,

第 2 類，第 3 類を記載し，重大事故等対処設備があ

る場合は，（ ）内に可搬型重大事故等対処設備，常

設耐震重要重大事故等対処設備または常設耐震重要

重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・機器の種類に記載して

いた内容（溶接の機種

区分）については，「主

要設備リスト」へ記載

することとしたため，

仕様表の記載項目から

削除。 

 

・耐震クラスに記載して

いた内容については，

発電炉に倣い「主要設

備リスト」へ記載する

こととしたため，仕様

表の記載項目から削

除。 
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Ａ．容量又は注入速度及び揚程又は吐出圧力 

通常運転時、設計基準事故時又は重大事故等時等の対応で必

要な性能が異なる場合には、要求される性能を列記する必要が

あり、容量又は注入速度及び揚程又は吐出圧力の対応関係が分

かるように記載することとする。 

Ｃ．加熱面積及び伝熱面積 

熱の伝達性能を表す必要があり、加熱及び伝熱に有効な面積

を記載することとする。その際、有効な面積の算出に必要な情

報については、構造図にて図示することとする。 

(b)流体の種類 

機器等で取扱う流体を示すため，流体の種類を記

載する。設備の構造上，複数の流体を記載する必要

がある場合は，区別して記載する。 

 

(c)設計能力（容量，揚程，加熱面積，伝熱面積，吐出

圧力，計測範囲，除去効率等） 

技術基準の要求事項を満足するために必要な機能

（設計能力）を示す項目として記載する。 

ポンプ等の容量及び揚程又は吐出圧力を表す必要

がある機器において，通常運転時，設計基準事故時又

は重大事故時等の対応で必要な性能が異なる場合に

は，それらの対応関係がわかるように記載することと

する。 

また，熱の伝達性能を表す必要がある機器の場合に

は，伝熱に有効な面積を記載することとする。その際，

有効な面積の算出に必要な情報については，構造図に

て図示することとする。 

記載する能力とその項目の例を以下に示す。 

・容器では貯留能力を示すほか，しゃへいや火災

等による損傷の防止の評価に使用する主要条件

であることから容量を記載する。 

・熱交換器類については，設備に応じて設計熱交

換量，設計燃焼熱量を記載する。 

・装置類及び廃ガス処理設備等は，設備の処理能

力を記載する。 

・サーモサイフォン型蒸発缶（加熱部）は貯留能

力に加えて，処理容量及び設計熱交換量を記載

する。サーモサイフォン型蒸発缶（気液分離

部）及びジャケット型蒸発缶は，設計蒸発量を

記載する。 

・ポンプ類は，型式に応じて容量又は揚程を定格

値として記載する。 
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Ｂ．最高使用圧力、最高使用温度 

重大事故等対処設備については、重大事故等時における使用

圧力以上の圧力又は使用温度以上の温度であって、設計上定め

るもの（以下「重大事故等時における圧力又は温度」という。）

を記載することとする。 

また、設計基準対象施設を重大事故等対処施設として使用する

場合で、重大事故等時における圧力又は温度が、設計基準対象

施設としての最高使用圧力又は最高使用温度を超える場合は、

その対応関係が分かるように記載することとする。 

 

(e)最高使用圧力，最高使用温度 

機器等の強度評価に用いる等，設計条件の主要項

目である最高使用温度，最高使用圧力を記載する。 

重大事故等対処設備については，重大事故時等に

おける使用圧力以上の圧力又は使用温度以上の温度

であって、設計上定めるもの（以下，「重大事故等

時における圧力または温度」という。）を記載する

こととする。 

ただし，水素爆発及び TBP等の錯体による急激な

分解反応のように瞬間的な衝撃によって生じさせ

る圧力、温度については，計算書にて影響評価を行

う。 

また，設計基準対象施設を重大事故等対処施設と

して使用する場合で，重大事故時等における圧力又

は温度が，設計基準対象施設としての最高使用圧力

または使用温度を超える場合は，その対応関係が分

かるように記載することとする。 

なお，再処理施設，加工施設は，仕様表作成対象

のうち，以下の対象について，最高使用圧力及び最

高使用温度を記載することとする。 

また，各設備において，内圧及び外圧の両方が発

生するときは，両方の値を記載し，内圧及び外圧の

別が分かるようにする。 

 ・事業指定申請書で安全上重要な施設として定めた

もの （容器及び管並びにこれらを支持する構造

物） 

 ・再処理第１種機器～第５種機器に属するもの 

・加工第 1種機器～第 3種機器に属するもの 

 ・放射性物質を内包し，内容積が 10ｍ３以上の容器 

 ・ウラン又はウランの化合物をウラン量で 500ｋｇ

以上内包する容器 

・海洋放出管理系に属するもの 

・耐震重要度分類第 1類、第 2類のウランを内包す

る容器、管 
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 (f)臨界管理 

臨界安全管理対象の機器は，核燃料物質が臨界に

達するおそれがないようにするための管理方法を記

載する。臨界安全管理の管理方法である全濃度安全

形状寸法管理（または形状寸法管理），濃度管理，質

量管理 中性子吸収材管理 等を記載する。 

 

(g)核的制限値 

核燃料物質が臨界に達するおそれがないよう、単

一ユニットとしては，設備の形状寸法，核燃料物質

の濃度、質量若しくは同位体の組成の管理若しくは

中性子吸収材の形状寸法、濃度若しくは材質の管理

又はこれらの組合せ、複数ユニットとしては，単一

ユニット相互間の最小距離等により臨界を防止する

ための措置における管理値を核的制限値として記載

する。 

（記載例） 

名称 〇〇槽 

臨界管理 形状寸法管理 

核的制限値 
最大内径 ㎜ 〇〇 

面間最小距離 槽間 ㎜ 〇〇 

 

 

(h)標準濃度 

機器等で取扱う標準的放射能濃度を示すため，標

準濃度を記載する。化学処理工程図に記載する内容

のうち，液体（水相，有機相）については，βγ，

α，U，Pu，気体については，βγ，α，U，Pu，

Kr-85等を記載する。 

機器の構造上，標準濃度を 2 つ記載する場合

（パルスカラム，ミキサ・セトラ等）は，水相及

び有機相等に区別して記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・既認可では，溶接の機種

区分を決めるための情

報として記載していた

ものであり，溶接の機

種区分については，「主

要設備リスト」へ記載

すること，また，設工認

申請書の化学処理工程

図に記載されている内

容でもあることから，

仕様表の記載項目から

削除。 
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Ｄ．主要寸法、外径及び厚さ 

機器等の概略を示す「たて」「横」「高さ」等の他、容器、管

等の性能又は構造強度等の評価に必要となる主要な寸法、管等

の外径については原則として公称値を記載することとし、容器

等も含めて、厚さについては設計確認値（ＪＩＳで定める許容

差を差し引いた厚さの管の場合は除く。）及び公称値を記載す

ることとする。なお、ホース等の一般産業品を重大事故等クラ

ス３機器として使用する場合の厚さについては、その完成品が

一般産業品の規格及び基準に適合するものであって、重大事故

等時における使用圧力及び使用温度が負荷された状態におい

ても、使用材料の特性を踏まえた強度を確保できる旨を設計確

認値等に代えて記載することでもよいものとする。また、主要

寸法については、構造図にて図示するとともに、公差について

の説明を添付することとし、要目表に記載する主要寸法以外で

評価に必要となる詳細な寸法は計算書や構造図において記載

することとする。具体的な記載の例について参考資料１に示

す。 

 

 

 

 

複数の盤を組み合わせて構成される無停電電源装置等の主

要寸法は、分離可能な盤単位の寸法を記載することとする。 

 

重大事故等対処設備であって、通常運転時及び設計基準事故時

にはその機能に期待しない可搬型の機器等のうち、実用発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（原規

技発第１３０６１９４号（平成２５年６月１９日原子力規制委

員会決定）。以下「技術基準規則解釈」という。）第５４条の一

般産業品で十分な予備品を確保することで対応する場合にあ

っては、一般産業品（完成品）としての「たて」、「横」、「高さ」

等の概略寸法（車両に設置される機器等の場合は、当該車両の

概略寸法を含む。）や他の機器等との取り合いの寸法を記載す

ることでよいこととする。 

 

    d．仕様 

(a)主要寸法 

機器等の概略を示す「たて」「横」「高さ」等の

ほか，容器，管等の性能又は構造強度等の評価に

必要となる主要な寸法，管等の外径について原則

として公称値を記載することとし、容器等も含め

て、厚さについては設計確認値（ＪＩＳで定める

許容差を差し引いた厚さの管の場合は除く。）及び

公称値を記載することとする。 

なお，ホース等の一般産業品を重大事故等対処

設備として使用する場合の厚さについては，その

完成品が一般産業品の規格及び基準に適合するも

のであって，重大事故時における使用圧力及び使

用温度が負荷された状態においても，使用材料の

特性を踏まえた強度を確保できる旨を公称値等に

変えて記載することでもよいものとする。また、

主要寸法については、構造図にて図示するととも

に、公差についての説明を添付することとし、仕

様表に記載する主要寸法以外で評価に必要となる

詳細な寸法は計算書や構造図において記載するこ

ととする。 

複数の盤を組み合わせて構成される無停電電源

装置等の主要寸法は，分離可能な盤単位の寸法を

記載することとする。 

重大事故等対処設備であって，通常運転時及び設

計基準事故時にはその機能に期待しない可搬型の

機器等のうち，一般産業品で十分な予備品を確保す

ることで対応する場合にあっては，一般産業品（完

成品）としての「たて」「横」「高さ」等の概略寸法

（車両に設置される機器等の場合は，当該車両の概

略寸法を含む。）や他の機器等との取り合いの寸法

を記載することでよいこととする。 
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Ｅ．材料 

機器の構造強度又は耐震強度に影響を及ぼす機器の主とな

る部分（１種類又は必要に応じて数種類）を構成するものとす

る。 

発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ

－１日本機械学会。以下「設計・建設規格」という。）又は発電

用原子力設備規格 材料規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＪ－１日本機械

学会。以下「材料規格」という。）に規定されていない材料であ

って、その化学的成分及び機械的強度が設計・建設規格又は材

料規格で規定する材料と同等以上である場合には、「同等材」

として要目表に記載することとし、併せて、その材料の化学的

成分及び機械的強度に関する事項（化学的成分及び機械的強度

がＪＩＳ、ＡＳＴＭ等の規格に基づくものであって当該規格が

公表されているものは、規格番号等を記載した書類であっても

よい。）を要目表に記載することとする。その際、別紙として

記載することでもよいものとする。なお、主となる部分以外の

もので、詳細解析に必要となるものは、添付書類等に記載する

こととする。 

 

(b)主要材料 

機器等の安全性評価や強度評価等の対象となる主

要な材質を記載する。 

機器の構造強度又は耐震強度に影響を及ぼす機器

の主となる部分（１種類又は必要に応じ数種類）を

構成するものを記載する。 

再処理設備規格 設計規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＲＡ

１ 日本機械学会）（以下「設計規格」という。）に規

定されていない材料であって，その化学的成分及び

機械的強度が設計規格で規定する材料と同等以上で

ある場合には，「同等材」として仕様表に記載するこ

ととし，併せて，その材料の化学的成分及び機械的

強度に関する事項（化学的成分及び機械的強度がＪ

ＩＳ，ＡＳＴＭ等の規格に基づくものであって当該

規格が公表されているものは，規格番号等を記載し

た書類であってもよい。）を仕様表に記載することと

する。その際，別紙として記載することでもよいも

のとする。なお，主となる部分以外のもので，詳細

解析に必要となるものは，添付書類等に記載するこ

ととする。 

なお，再処理施設以外の設計規格のない施設におい

ては，以下のとおりとする。ＪＩＳ，ＡＳＴＭ等の規

格に規定されていない材料であって，その科学的成分

及び機械的強度がＪＩＳ，ＡＳＴＭ等の規格に規定す

る材料と同等以上である場合には，「同等材」として

仕様表に記載することとし，併せて，その材料の化学

的成分及び機械的強度に関する事項を仕様表に記載す

ることとする。その際，別紙として記載することでも

よいものとする。 

なお，主となる部分以外のもので，詳細解析に必要と

なるものは，添付書類等に記載することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理設備規格はエン

ドースされていないこ

とから，記載を削除し，

他の施設と同様の記載

に変更。 
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Ｆ．個数 

重大事故等対処設備であって、通常運転時及び設計基準事

故時には その機能に期待しないものにあっては、技術基準

規則上必要な個数と バックアップの個数とを分けて記載す

るとともに、「○○以上」として、維持する必要のある個数を

記載することでもよいこととする。なお、 バックアップに

ついて（）を付して個数及びバックアップである旨 の注釈

を記載することとする。 

 

一方、通常運転時及び設計基準事故時に用いるための機器等で

あって、機器の点検又は取替えを効率的に行うため、繰り返し

の入替えを目的として取替えを行う原子炉冷却材圧力バウン

ダリに係る機器等（主蒸気安全弁、主蒸気逃がし安全弁、制御

棒駆動機構、改良型沸騰水型発電用原子炉施設の原子炉再循環

ポンプモーターカバー及び補助カバー並びに加圧水型発電用

原子炉施設の一次冷却材ポンプケーシングカバー等）について

は、設計上必要となる個数を記載し、予備品について（ ）を付

して個数及び予備品である旨の注釈を記載することとする。そ

のため、使用前検査又は供用の実績のない予備品の使用につい

ては、予備品の数の変更となり、改造の工事となる。 

材料記号の記載方法は以下のとおりとする。 

①ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時の

ＪＩＳ規格に基づく材料記号を記載する。） 

・設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料

記号が変更されたものであっても，今回の申請

において施設時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

・既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用さ

れたものは，今回の申請において施設時のＪＩ

Ｓ材料記号と最新のＪＩＳ材料記号をそれぞ

れ記載する。 

②ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

企業のプライベート規格を使用している一般産

業品については，使用している材料を総称する一般

名を記載する。 

 

(c)個数（基数） 

機器等の個数（基数）を示すため，記載する。 

 

重大事故等対処設備の可搬型設備のように維持

する必要のある個数については，「○○以上」と記

載することでもよいこととする。 

なお，バックアップについて（）を付して個数及

びバックアップである旨の注記を記載することと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 材料記号の記載 

(a) ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時のＪ

ＩＳ規格に基づく材料記号を記載する。） 

①設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料記号

が変更されたものであっても，今回の申請において施設

時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

②既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用された

ものは，今回の申請において施設時のＪＩＳ材料記号と

最新のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載する。 

(b) ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

①企業のプライベート規格を使用している一般産業

品については，使用している材料を総称する一般名を記

載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当社において，該当する

設備がないため，記載

しない。 
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Ｐ．効率、再結合効率 

効率は、公衆の放射線障害の防止を目的として設置するフィ

ルターについて、対象とする放射性物質を除去する割合とす

る。 

再結合効率は、再結合装置内に流入した水素を酸素と再結合し

除去する割合をいう。 

 

Ｏ．空気流入率 

空気流入率は、技術基準規則において居住性に係る被ばく評

価を求めている中央制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所に

設置する送風機及び排風機について記載するものとする。な

お、送風機及び排風機を共に有する場合は、一体として空気流

入率を記載することでもよいこととする。正圧管理で流入が想

定されない場合はその旨を付記するものとする。 

 

 

Ｌ．検出器の種類 

計測装置及び放射線管理用計測装置においては検出原理を示

すものとし、以下の例を踏まえて記載することとする。 

・圧力の計測－「弾性圧力検出器」等 

・温度の計測－「測温抵抗体」及び「熱電対」等 

・流量の計測－「差圧式流量検出器」及び「電磁式流量検

出器」等 

・水位の計測－「差圧式水位検出器」等 

・水質の計測－「導電率検出器」等 

・放射線の計測－「電離箱」、「シンチレーション」及び「半

導体式」等 

原子炉非常停止信号又は工学的安全施設等の起動信号に

おいては、信号を発生する検出器を示すものとし、以下の

例を踏まえて記載することとする。 

・「加圧器圧力検出器｣、「一次冷却材温度検出器」及び「出

力領域中性子検出器」等 

 

 

(d)効率 

   公衆の放射線障害の防止を目的として設置するフ

ィルター等について，対象とする放射性物質を除去

する割合を記載する。 

 

 

 

(e)空気流入率 

  居住性に係る被ばく評価を求めている中央制御

室，緊急時対策所に設置する送風機及び排風機につ

いて記載する。 

なお，送風機及び排風機を共に有する場合は，一

体として空気流入率を記載することでもよいこと

とする。正圧管理で流入が想定されない場合はその

旨を付記するものとする。 

 

(f)計装設備 

検出器の種類，計測範囲，警報動作範囲，検出器個

数，表示場所を記載する。 

なお，警報動作値を持たない検出器については，

「－」を記載することとする。  

①検出器の種類 

計測装置においては検出原理を示すものと

し，以下の例を踏まえて記載することとす

る。 

・圧力の計測－「エアパージ式差圧発信器」，

「圧力発信器」等 

・温度の計測－「測温抵抗体」，「熱電対」等 

・流量の計測－「オリフィス式差圧発信器」，

「電磁式」等 

・液位の計測－「エアパージ式差圧発信器」等 

・密度の計測－「エアパージ式差圧発信器」等 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・水素の再結合装置につ

いては対象がないため

削除。 

 

 



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【仕様表の作成要領】 
＜比較検討＞ 

11 

 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍ．原子炉非常停止信号又は工学的安全施設起動（作動）信号

の設定値 

原子炉非常停止信号又は工学的安全施設起動（作動）信号の

設定値については、上限値又は下限値であることを明確にする

ため、要目表に記載する値には「○○以下」又は「○○以上」

と記載することとする。 

 

 

 

Ｉ．制御方式及び制御方法 

安全保護系にデジタル安全保護系を適用する場合には、デジ

タル安全保護系を適用することを記載することとする。なお、

ここでいうデジタル安全保護系とは、安全保護系の論理演算機

能（作動（起動）回路）がデジタル化されている設備をいう。 

また「原子炉の制御方法」に、制御棒価値ミニマイザによる制

御方法について記載すること。 

 

 

 

 

 

(g)放射線管理設備 

  検出器の種類，計測範囲，警報動作範囲，検出器個

数，表示場所を記載する。 

なお，警報動作値を持たない検出器については，

「－」を記載することとする。 

①検出器の種類 

・放射線の計測－「電離箱」，「シンチレーショ

ン」，「半導体式」等 

・臨界警報装置－「プラスチックシンチレーシ

ョン検出器」 

 

(i)電気設備 

電気設備及びディーゼル機関については，その用

途（常用か非常用か），使用電圧等を記載する。 

 

(h)安全保護回路の設定値 

      液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱

蒸気温度高による加熱停止回路，溶解施設の溶解槽

の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断処理

施設のせん断機のせん断停止回路等の安全保護回路

の設定値については，上限値又は下限値であること

を明確にするため、仕様表に記載する値には「○○

以下」又は「○○以上」と記載することとする。 

 

g．制御方式及び制御方法 

再処理施設においては，にデジタル安全保護系を

適用する場合には，デジタル安全保護系を適用する

ことを記載することとする。 

なお，ここでいうデジタル安全保護系とは，安全

保護系の論理演算機能（作動（起動）回路）がデジ

タル化されている設備をいう。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・当社において，安全保護

回路をデジタル化する

対象がないことから，

記載しない。 
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Ｇ．取付箇所 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から使用

箇所に取り付けている機器等を含む。）については、属する系統の

機能の独立性及び位置的分散を示すために十分な配置を説明

する記載とする必要があり、また、溢水防護上の配慮が必要な

機器等については、防護区画との関係及び据付高さ等を記載す

る必要がある。 

可搬型の機器等については、保管している場所に加え、使用

時に取り付ける箇所を（ ）を付して記載することとする。 

 

 

 

 

e．取付箇所 

  溢水防護上の配慮が必要な機器等については，防護

区画との関係及び据付高さ等を記載する。 

なお、使用時に取り付ける箇所を（）を付して記載

する。 

 

 

 

 

 

f．原動機 

  技術基準の要求に係る 原動機の種類，出力，個数，

取付箇所を記載する。 

 

ｇ．注記 

①仕様表に記載した内容の補足 

 ②「2.3 仕様表の記載方法」の記載例 
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発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

Ｈ．原子炉冷却材又は一次冷却材の純度 

沸騰水型発電用原子炉施設にあっては、ｐＨ、導電率及び

塩素イオンに係るものを記載することとする。加圧水型発電

用原子炉施設にあっては、ｐＨ、導電率、リチウムイオン、

塩化物イオン、溶存酸素、溶存水素及び濁度に係るものを記

載することとする。 

 

Ｊ．最大反応度価値 

原子炉（炉心）が臨界（臨界近接を含める。）にある場合

において、制御棒１本（複数の制御棒が同時に引き抜かれる

場合にあってはその制御棒全数）を引き抜くことにより炉心

に生ずる反応度の変化量の最大値を記載することとする。 

 

Ｋ．負の反応度添加率 

全制御棒が挿入できない場合に液体制御材を注入すること

によって原子炉を停止する時に単位時間当たりに炉心に与え

られる負の反応度の量を記載することとする。 

 

Ｎ．中央制御室機能、中央制御室外原子炉停止機能、緊急時制

御室操作機能及び緊急時対策所機能 

技術基準規則に対応して具備することとしている機能を記

載する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h．中央制御室機能及び緊急時対策所機能 

技術基準に対応して具備することとしている機能を

記載する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・発電炉固有の設備であ

るため，記載しない。 

 

 

 

 

 

・発電炉固有の設備であ

るため，記載しない。 

 

 

 

 

・発電炉固有の設備であ

るため，記載しない。 
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発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

２）設備及び機器等の記載要求範囲 

（前略） 

また、兼用するもの（複数の設備の機能を持ったもの

をいう。）、共用するものがある場合には、主たる機能に

関係する設備の区分で機器等を記載し、その他の機能に

関係する設備の区分においては、主たる機能に関係する

設備の区分と機器等の名称及び構成等を記載すること

で機能を有する範囲を明確にすれば、必ずしもそれぞれ

の設備区分で同じ記載をする必要はないものとする。た

だし、設備区分によって記載すべき機器等の仕様等が異

なる場合には、関係する設備区分での記載を網羅する必

要があり、どの区分に対応した記載内容かを付記するも

のとする。 

 

2.3 仕様表の記載方法 

(1) 施設に共通する記載 

a. 共用について 

(a) 他施設と共用する設備の名称についての表記は以下

とする。 

仕様表の記載方法 記載例 

常設／

可搬型 

設備名称のあとに「（○

○施設，○▽施設と共

用）」を記載する。 

モニタリングポス

ト 

（○○施設，○▽施

設と共用） 

 

(b) 共用に関する記載ルールについて 

①他施設と共用する設備は，それぞれの施設に設備仕

様を記載する。また，他施設と設備の一部を共用す

る場合は，その一部を共用する旨記載する。 

（別紙１ 記載例 1／12：①参照） 

 

 ②他施設と共用する設備を登録している側（以下、「設

備登録側」という。）の設備名称を明確にするため，

注記にて設備登録側である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 2／12：①参照） 

 

 

   b．兼用について 

(a) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方針 

 

                          

2.2 要目表の記載方法 

(1) 施設に共通する記載 

a. 共用について 

(a) ○▽発電所登録側の共用する設備の名称についての

表記は以下とする。 

要目表の記載方法 記載例 

常設／

可搬型 

設備名称のあとに「（○

○，○▽発電所共用）」

を記載する。 

△△ポンプ 

（○○，○▽発電所

共用） 

 

 

(b) 共用に関する記載ルールについて 

「○▽発電所登録側」に設備仕様一式を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 兼用について 

(a) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方針 

①従前の規制より複数の設備（系統）区分の設計基準

対象施設として使用しているもの（残留熱除去系

ポンプ等）は，従前の規制手続きと同様に主たる機

能に着目し，設計基準対象施設として「主たる設備

（系統）区分」のみに記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・他施設との共用である

ため，それぞれの施設

に仕様を記載する。ま

た，設備の一部を共用

する場合は，共用部分

がわかるように記載す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・当社において，設計基準

対象施設は，複数の設

備区分で兼用していな

いため，記載しない。 
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発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 ①新たな規制への対応のために複数の設備（系統）

区分の設備として使用する以下のものは，「主と

なる設備（系統）区分」に加え「兼用先」にも記

載する。 

 

 

 

 

 

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）

区分の重大事故等対処設備として新たに兼

用するもの（データ収集装置等）は重大事故

等対 処設備として「兼用先」に記載する。 

（別紙１ 記載例 3／12：①参照） 

 

・新たに追加設置した重大事故等対処設備を他

の設備（系統）区分の重大事故等対処設備と

して兼用するもの（情報収集装置等）は重大

事故等対処設備として「兼用先」に記載する。 

（別紙１ 記載例 4／12：①参照） 

 

 

(b) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方法 

①複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備を他の設

備（系統）区分の設備として兼用するものは，「主

となる設備（系統）区分」に「兼用先」の設備別記

載事項を追加し，注記を付記する。 

 

②「兼用先」への記載は，文章にて「主となる設備（系

統）区分」，「兼用すること」及び「設備（系統）名

称」を記載する。 

（別紙１ 記載例 5／12：①参照） 

 

 

 

②新たな規制への対応のために複数の設備（系統）区

分の設備として使用する以下のものは，「主となる

設備（系統）区分」に加え「兼用先」にも記載する。 

 

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）

区分の設計基準対象施設として新たに兼用

するものは設計基準対象施設として「兼用

先」に記載する。 

 

・既存の設計基準対象施設を他の設備（系統）区

分の重大事故等対処設備として新たに兼用す

るもの（ほう酸水注入ポンプ等）は重大事故等

対処設備として「兼用先」に記載する。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：①参照） 

 

・新たに追加設置した重大事故等対処設備を他

の設備（系統）区分の重大事故等対処設備と

して兼用するもの（格納容器圧力逃がし装

置，常設低圧代替注水ポンプ等）は重大事故

等対処設備として「兼用先」に記載する。 

（別紙１ 記載例 ２／１４ ：①参照） 

 

(b) 複数の設備（系統）区分で兼用する設備の記載方法 

①複数の設備（系統）区分の機能を持つ設備を他の設

備（系統）区分の設備として兼用するものは，「主

となる設備（系統）区分」に「兼用先」の設備別記

載事項を追加し，注記を付記する。 

 

②「兼用先」への記載は，文章にて「主となる設備（系

統）区分」，「兼用すること」及び「設備（系統）名

称」を記載する。 

（別紙１ 記載例 ３／１４ ：①参照） 

 

 

 

 

 

・当社において，設計基準

対象施設は，複数の設

備区分で兼用していな

いため，記載しない。 
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発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 ③「新たに登録する場合」の表記として，「本設工

認で」の文章を記載することで新たな登録であ

ることを示す。 

（別紙１ 記載例 5／12：②参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 「主となる設備（系統）区分」と「兼用先」の仕

様表の関連付け 

①「主となる設備（系統）区分」には，「兼用先」

の「設備（系統）区分」がわかるように，また

「兼用先」には，「主となる設備（系統）区分」

がわかるように記載し，互いの関連付けを行

う。 

記載は，「主となる設備（系統）区分」の名称

欄に注記を付記し，「兼用先」の全ての設備（系

統）区分を記載する。 

これにより，「兼用先」同士の関連性が明らか

になるため，「兼用先」では，「主となる設備（系

統）区分」のみを記載する。 

（別紙１ 記載例 5／12：③参照） 

 

②「主となる施設区分」と「兼用先」の施設区分が

異なる場合は，「施設区分」も含んで記載し，「兼

用先」が同一の施設である場合には，「施設区

分」の記載は行わない。 

 

 

 

③「新たに登録する場合」の表記として，「本工事

計画で」の文章を記載することで新たな登録で

あることを示す。 

（別紙１ 記載例 ３／１４ ：②参照） 

 

④設備（系統）区分によって記載すべき仕様（揚程

等）が異なるものについては，その異なる仕様

を一つの要目表にまとめて記載する。この場

合，複数の仕様が併記されるため，該当する仕

様に注記を付記し，対応する設備（系統）区分

が明確になるように記載する。 

（別紙１ 記載例 ４／１４ ：①参照） 

 

(c) 「主となる設備（系統）区分」と「兼用先」の要

目表の関連付け 

①「主となる設備（系統）区分」には，「兼用先」

の「設備（系統）区分」がわかるように，また

「兼用先」には，「主となる設備（系統）区分」

がわかるように記載し，互いの関連付けを行

う。 

記載は，「主となる設備（系統）区分」の名称

欄に注記を付記し，「兼用先」の全ての設備（系

統）区分を記載する。 

これにより，「兼用先」同士の関連性が明らか

になるため，「兼用先」では，「主となる設備（系

統）区分」のみを記載する。 

（別紙１ 記載例 ３／１４ ：③参照） 

 

②「主となる施設区分」と「兼用先」の施設区分が

異なる場合は，「施設区分」も含んで記載し，「兼

用先」が同一の施設である場合には，「施設区

分」の記載は行わない。 

（別紙１ 記載例 ２／１４ ：②参照） 

 

 

 

 

 

 

 

・当社において，設備区分

によって記載すべき仕

様が異なるものはない

ため，記載しない。 
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発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 ③「兼用する設備（系統）区分」については，別紙

２の「仕様表 兼用先一覧」に従い兼用先を設定

する。 

 

(d) 「主となる設備（系統）区分」と同じ機器区分（容

器，管等）が兼用先にない場合 

①「兼用先」では異なる機器区分となるが，仕様表

として記載できる場合は，別紙２「仕様表 兼用

先一覧表」の「兼用する施設・設備（系統）区

分」に従い兼用先を設定し，仕様表に記載する。 

 

②「兼用先」で仕様表として記載できる機器区分が

ない場合，仕様表には記載せず，兼用先の施設の

基本設計方針の「兼用設備リスト」に設備名を記

載する。 

 

(e) 放出抑制設備，補機駆動用燃料補給設備等 に関

しては，施設区分の兼用はしない。 

 

 

c．変更前後の書き分け 

(a) 新たな規制への対応のため設工認の手続きが必

要となる設備（以下①～⑤に示す設備）の仕様表に

ついては，必要な仕様を「変更後」に記載し「変更

前」は「－」を記載する。 

（別紙１ 記載例 6／12：①参照） 

この際，既設の設備を変更後に記載する設備は，

注記を付記し既設の設備である旨を記載する。この

場合，注記を付記する位置については，設備全体が

既設である場合は，原則代表して「名称」欄又は対

象設備が複数の場合（例：貯蔵ピット）は「変更後」

欄に 1か所，一部の仕様に変更等がある場合は該当

する仕様個別に付記する。 

（別紙１ 記載例 4／12：②参照） 

 

③「兼用する設備（系統）区分」については，別紙

２の「要目表 兼用先一覧」に従い兼用先を設定

する。 

 

(d) 「主となる設備（系統）区分」と同じ機器区分（容

器，管等）が兼用先にない場合 

①「兼用先」では異なる機器区分となるが，要目表

として記載できる場合は，別紙２「要目表 兼用

先一覧表」の「兼用する施設・設備（系統）区

分」に従い兼用先を設定し，要目表に記載する。 

 

②「兼用先」で要目表として記載できる機器区分が

ない場合，要目表には記載せず，兼用先の施設

の基本設計方針の「兼用設備リスト」に設備名

を記載する。 

 

(e) 情報提供系，サポート系（補機冷却系，換気空調

系，電源系及び圧力逃がし装置の移送ポンプ及

び配管）に関しては，施設区分の兼用はしない。 

 

c．変更前後の書き分け 

(a) 新たな規制への対応のため工事計画の手続きが

必要となる設備（以下①～⑦に示す設備）の要目表

については，必要な仕様を「変更後」に記載し「変

更前」は「－」を記載する。 

（別紙１ 記載例 ５／１４ ：①参照） 

この際，既設の設備を変更後に記載する設備は，

注記を付記し既設の設備である旨を記載する。この

場合，注記を付記する位置については，設備全体が

既設である場合は，原則代表して「名称」欄又は対

象設備が複数の場合（例：火災区域構造物・火災区

画構造物）は「変更後」欄に 1か所，一部の仕様に

変更等がある場合は該当する仕様個別に付記する。 

（別紙１ 記載例 ５／１４ ：②参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・兼用先が多岐にわたら

ないため，兼用しない

設備の記載はしない。 
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発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 ①重大事故等対処設備として新たに追加設置した

設備 

（別紙１ 記載例 4／12：③参照） 

 

②従前の規制では設工認の手続対象外であった既

設設備を重大事故対処設備として新たに登録

する設備又は新たに記載する仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③兼用設備として新たに登録する設備又は仕様 

（別紙１ 記載例 3／13：②参照） 

 

④既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として使用する設備のうち，重大事故等対処設

備としての使用条件（温度，圧力等）が設計基

準対象施設としての設計条件を超える仕様 

（別紙１ 記載例 7／12：①参照） 

 

⑤改造工事を行う設備（既設工認の本文記載事項の

変更を伴うもの） 

 

(b) 従前の規制範囲内での記載の適正化を行う設備の仕

様については，「変更前」に記載し「変更後」には

「変更なし」を記載する。 

 

 

 

 

①重大事故等対処設備として新たに追加設置した

設備 

（別紙１ 記載例 ２／１４ ：③参照） 

 

②従前の規制では工事計画の手続対象外であった

既設設備を重大事故対処設備として新たに登

録する設備又は新たに記載する仕様 

 

③設計基準対処施設として新たに工事計画の手続

き対象となった設備又は仕様 

（別紙１ 記載例 ５／１４ ：③参照） 

 

④既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として新たに登録する際に機器クラス区分が

変更となることで要求事項（継手仕様等）が追

加された設備 

 

⑤兼用設備として新たに登録する設備又は仕様 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：②参照） 

 

⑥既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として使用する設備のうち，重大事故等対処設

備としての使用条件（温度，圧力等）が設計基

準対象施設としての設計条件を超える仕様 

（別紙１ 記載例 ６／１４ ：①参照） 

 

⑦改造工事を行う設備（既工事計画書の本文記載

事項の変更を伴うもの） 

 

(b) 従前の規制範囲内での記載の適正化を行う設備の

仕様については，「変更前」に記載し「変更後」には

「変更なし」を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計基準対処施設とし

て新たに設工認手続き

対象となる設備はない

ため，記載しない。 

・機器クラス区分が存在

しないため，記載しな

い。 
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(d) 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施

設を使用する設備については「変更前」に仕様を記

載し，「変更後」に「変更なし」と記載する。この場

合，当該設備がどちらの機能を有するかの識別は，

基本設計方針の「主要設備リスト」で行う。 

（別紙１ 記載例 3／12：③参照） 

 

(e) 今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行

う設備は，「変更前」に仕様を記載し，「変更後」に

「変更なし」と記載した上で，名称欄に注記を付記

し「手続き対象外」である旨を記載する。 

また，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記

載する。 

（例）貯蔵ピット（手続き対象外） 

 

(f) 今回の手続きに関与しない設備については，仕様表

の記載の適正化は行わない。 

 

(g) 記載の適正化として「変更前」に記載する際に，建

設時の設工認等を出典として記載する場合において，

既設工認本文に記載がないため添付書類又は添付図

面を出典とする場合は，その添付書類又は添付図面が

添付されている既設工認申請書の「認可年月日」，「認

可番号」及び「添付書類又は添付図面の名称」を記載

する。 

既設工認の参考資料については，出典として使用し

ないこととする。 

例：注記 ＊1：既設工認に記載がないため記載の適正

化を行う。記載内容は，○○年○○月○○日付け○

○第○○号にて認可された設工認の○○による。 

（別紙１ 記載例 8／12：①参照） 

(c) 従前の規制範囲と整合させるために非主配管化す

る範囲については，「変更前」に既工事計画書の値を

記載し，「変更後」を「－」とした上で，注記を付記

し「記載の適正化を行う」旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 ７／１４ ：①参照） 

 

(d) 重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施

設を使用する設備については「変更前」に仕様を記

載し，「変更後」に「変更なし」と記載する。この場

合，当該設備がどちらの機能を有するかの識別は，

基本設計方針の「主要設備リスト」で行う。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：③参照） 

 

(e) 今回の手続き対象外で「記載の適正化のみ」を行う

設備は，「変更前」に仕様を記載し，「変更後」に「変

更なし」と記載した上で，名称欄に注記を付記し「手

続き対象外」である旨を記載する。 

また，「申請範囲」に手続き対象外である旨を記載

する。 

（例）○○ポンプ（手続き対象外） 

 

(f) 今回の手続きに関与しない設備については，要目表

の記載の適正化は行わない。 

 

(g) 記載の適正化として「変更前」に記載する際に，建

設時の工事計画書等を出典として記載する場合にお

いて，既工事計画書本文に記載がないため添付書類又

は添付図面を出典とする場合は，その添付書類又は添

付図面が添付されている既工事計画認可申請書の「認

可年月日」，「認可番号」及び「添付書類又は添付図面

の名称」を記載する。 

既工事計画書の参考資料については，出典として使

用しないこととする。 

例：注記 ＊1：既工事計画書に記載がないため記載の適正化

を行う。記載内容は，昭和○○年○○月○○日付け○○資

庁第○○号にて認可された工事計画の○○による。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：④参照） 

・非主配管化する設備は

ないため，記載しない。 
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 (h) 既設工認本文の記載事項の記載の適正化を行う場

合は，これらの許認可情報は記載せず，「既設工認」

の記載を注記に記載する。 

例：注記 ＊1：記載の適正化を行う。既設工認には

「○○」と記載。 

（別紙１ 記載例 9／12 ：①参照） 

 

(i) 既設工認に設備自体の記載がないものを「変更前」

に記載する場合は，「名称」欄又は「変更前」欄に注記

を付記し，その設備仕様一式そのものが既設工認に記

載がないことを示す。 

（別紙１ 記載例 9／12 ：②参照） 

 

(j) 既設工認に記載された主配管の「区間」において

「○○ポンプから△△配管合流部まで」などと記載

されている場合は「○○ポンプ～△△配管合流部」

と記載を修正する。ただし，「区間」の範囲の見直し

を伴わない修正である場合は注記を付記しない。 

 

例：〇〇ポンプから△△配管合流部まで 

↓ 

〇〇ポンプ～△△配管合流部 

 

(k) 設工認に記載のある機器等を廃止手続きする際の

記載については，「変更後」に，「撤去」または「廃

止」を記載する。なお，改造にあたってポンプは変更

後に「－」を記し，注記を付記する。 

・「撤去」と記載する場合：今回の申請において

機器等の撤去を行うもの。 

・「廃止」と記載する場合：今回の申請において

は、機器等の撤去は行わず，廃止手続きを行う

もの。 

 

(h) 既工事計画書本文の記載事項の記載の適正化を行

う場合は，これらの許認可情報は記載せず，「既工事

計画書」の記載を注記に記載する。 

例：注記 ＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書

には「○○」と記載。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：⑤参照） 

 

(i) 既工事計画書に設備自体の記載がないものを「変更

前」に記載する場合は，「名称」欄又は「変更前」欄に

注記を付記し，その設備仕様一式そのものが既工事計

画書に記載がないことを示す。 

（別紙１ 記載例 ８／１４ ：①参照） 

 

(j) 既工事計画書に記載された主配管の「区間」におい

て「○○ポンプから△△配管合流部まで」などと記載

されている場合は「○○ポンプ～△△配管合流部」と

記載を修正する。ただし，「区間」の範囲の見直しを伴

わない修正である場合は注記を付記しない。 

 

例：〇〇ポンプから△△配管合流部まで 

↓ 

〇〇ポンプ～△△配管合流部 

 

(k) 工事計画書に記載のある機器等を廃止手続きする

際の記載については，「変更後」に，「撤去」または

「廃止」を記載する。なお，改造にあたって別表第一

対象外のポンプは変更後に「－」を記し，注記を付記

する。 

・「撤去」と記載する場合：今回の申請において

機器等の撤去を行うもの。 

・「廃止」と記載する場合：今回の申請において

は、機器等の撤去は行わず，廃止手続きを行う

もの。 

（別紙１ 記載例 ９／１４ ：①参照） 

（別紙１ 記載例 １０／１４ ：①参照） 
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e．重大事故等対処設備としての使用時における値につ

いて 

(a) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として使用する設備のうち，重大事故等対処設備

としての使用条件（温度，圧力）が設計基準対象施

設としての設計条件を超える設備については，そ

の超える部分の仕様を併記する。この際，上段を設

計基準対象施設としての値，下段に()書きで重大

事故等対処設備としての使用時における値とし，

注記を付記して「重大事故等時における使用時の

値」である旨を記載する。 

  なお，耐圧要求がない既設の設計基準対象施設に

ついては，既設工認において仕様表上で使用条件

（温度，圧力）を示していないことから，重大事故

等時における使用条件のみを記載する。 

（別紙１ 記載例 7／12：②参照） 

 

 

 

 

 

(l) 別表第一に該当する取替対象設備については，「変

更後」に取替えを実施する旨を注記に記載する。 

（別紙１ 記載例 １１／１４ ：①参照） 

 

d．同じ設備区分で同一機器を異なる用途で使用する場

合の記載について 

計測制御系統施設の原子炉非常停止信号及び工学

的安全施設等の起動信号に記載される検出器のよう

に，異なる用途に対し同一の検出器を使用する場合は

兼用とはならないが，使用する全ての用途が明確とな

るよう，注記を付記し，互いの関連付けを行う。 

（別紙１ 記載例 １２／１４ ：①参照） 

 

e．重大事故等対処設備としての使用時における値につ

いて 

(a) 既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として使用する設備のうち，重大事故等対処設備

としての使用条件（温度，圧力）が設計基準対象施

設としての設計条件を超える設備については，そ

の超える部分の仕様を「変更後」に記載する。この

際，上段を設計基準対象施設としての値，下段を重

大事故等対処設備としての使用時における値と

し，注記を付記して「重大事故等時における使用時

の値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 ６／１４ ：②参照） 

 

・取替対象設備はないた

め，記載しない。 

 

 

・同じ設備区分で同一機

器を異なる用途で使用

する設備はないため，

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・DB 設備として，使用条

件が示されていない場

合があるため，記載を

追加。 
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１）機器等の仕様に関する記載要求範囲 

（前略） 

また、配管等の「厚さ」、熱交換器（蒸気発生器を含む）、

ポンプ、圧縮機、容器その他の機器等の「容量」および熱交

換器（蒸気発生器含む）の「伝熱面積」等については、当該

機器等の性能又は強度等が技術基準規則等に適合している

ことを確認したもの（以下「設計確認値」という。）と公称

値を併記することとし、設計確認値の記載については、「〇

〇以上」又は「〇〇以下」のように、下限又は上限である旨

を明記してもよいこととする。その他、技術基準規則の規定

内容に加え、以下の内容を踏まえて記載するものとする。 

(b) 重大事故等対処設備としてのみ使用する設備に

ついては，「最高使用圧力」及び「最高使用温度」

（ポンプ等については「容量」，「揚程」も含む）の

項目欄に注記を付して「重大事故等時における使

用時の値」である旨を記載する。また，既設の設計

基準対象施設を重大事故等対処設備として新たに

登録する際に，記載が追加された管継手について

も重大事故等対処設備としてのみ使用する設備と

して，「最高使用圧力」及び「最高使用温度」の項

目欄に注記を付して「重大事故等時における使用

時の値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 6／12：②参照） 

 

 

 

ｆ. 設計確認値 

(a) ポンプ，熱交換器，容器等の容量，熱交換器等の

伝熱面積及び JIS 配管を除く配管等の厚さについ

ては「設計確認値」及び「公称値」を記載する。た

だし，設計図書等にて「設計確認値」が明記されて

いない場合は，「公称値」と同一値を記載する。 

また，従来，「設計確認値」のみを記載していた

ものについては，原則，同一の値を「公称値」とし

て記載する。 

ただし，安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の

弁箱厚さ及び弁蓋厚さ等の機器仕様上の最小値を

記載している場合は「設計確認値」のみ記載する。 

（別紙１ 記載例 7／12：③参照） 

 

(b) 「設計確認値」及び「公称値」を併記する場合は，

「設計確認値」の後に括弧を付して「公称値」を記

載し，注記を付して「公称値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 7／12：③参照） 

 

 

(b) 重大事故等対処設備としてのみ使用する設備に

ついては，「最高使用圧力」及び「最高使用温度」

（ポンプ等については「容量」，「揚程」も含む）の

項目欄に注記を付して「重大事故等時における使

用時の値」である旨を記載する。また，既設の設計

基準対象施設を重大事故等対処設備として新たに

登録する際に，機器クラス区分が変更になること

で，記載が追加された管継手についても重大事故

等対処設備としてのみ使用する設備として，「最高

使用圧力」及び「最高使用温度」の項目欄に注記を

付して「重大事故等時における使用時の値」である

旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 ２／１４ ：④参照） 

（別紙１ 記載例 ４／１４ ：②参照） 

 

f. 設計確認値 

(a) ポンプ，熱交換器，容器等の容量，熱交換器等の

伝熱面積及びＪＩＳ配管を除く配管等の厚さにつ

いては「設計確認値」及び「公称値」を記載する。

ただし，設計図書等にて「設計確認値」が明記され

ていない場合は，「公称値」と同一値を記載する。 

また，従来，「設計確認値」のみを記載していた

ものについては，原則，同一の値を「公称値」とし

て記載する。 

ただし，安全弁・逃がし弁のリフト量，主要弁の

弁箱厚さ及び弁蓋厚さ等の機器仕様上の最小値を

記載している場合は「設計確認値」のみ記載する。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：⑥参照） 

 

(b) 「設計確認値」及び「公称値」を併記する場合は，

「設計確認値」の後に括弧を付して「公称値」を記

載し，注記を付して「公称値」である旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 １／１４ ：⑥参照） 

 

 

 

 

・機器クラス区分が存在

しないため，記載しな

い。 
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ｇ. 材料記号の記載 

(a) ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時の

ＪＩＳ規格に基づく材料記号を記載する。） 

①設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料記

号が変更されたものであっても，今回の申請にお

いて施設時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

②既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用され

たものは，今回の申請において施設時のＪＩＳ材

料記号と最新のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載

する。 

(b) ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

①企業のプライベート規格を使用している一般産

業品については，使用している材料を総称する

一般名を記載する。 

 

h. 個数 

(a) 技術基準規則上，予備を必要とする設備について

は，括弧外に必要数を記載し，括弧内に予備数を併

記する。予備数の記載については， 

（別紙１ 記載例 10／12：①参照） 

 

なお，可搬型の主配管については，後述の「(2) 

個別設備の記載 b. 個別事項（配管），(c) 可搬型

主配管」に示す。 

 

i. 取付箇所 

(a) 常設設備（可搬型設備のうち一部常設箇所を有す

る設備を含む。）の取付箇所については「系統名（ラ

イン名）」，「設置床」，「溢水防護上の区画番号」及

び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」を記載する。 

なお、内部溢水防護の要求がない廃棄物管理施設

は取付箇所を記載しない。また、安重設備がなく、

溢水防護上の区画番号がない加工施設は、「系統名

（ライン名）」、「設置床（室名称）」、「溢水防護上の

配慮が必要な高さ」を記載する。 

g. 材料記号の記載 

(a) ＪＩＳ規格に基づく材料記号の記載（施設時のＪ

ＩＳ規格に基づく材料記号を記載する。） 

①設備の施設以降に，ＪＩＳ規格改定により材料記

号が変更されたものであっても，今回の申請にお

いて施設時のＪＩＳ材料記号を記載する。 

②既設設備の一部に最新のＪＩＳ規格が使用され

たものは，今回の申請において施設時のＪＩＳ材

料記号と最新のＪＩＳ材料記号をそれぞれ記載

する。 

(b) ＪＩＳ規格以外を使用する材料記号の記載 

①企業のプライベート規格を使用している一般産

業品については，使用している材料を総称する一

般名を記載する。 

 

h. 個数 

(a) 可搬型設備のうち技術基準規則上，予備を必要と

する設備については，括弧外に必要数を記載し，括

弧内に予備数を併記する。 

（別紙１ 記載例 ４／１４ ：③参照） 

 

なお，可搬型の主配管については，後述の「(2) 

個別設備の記載，b. 個別事項（配管），(c) 可搬型

主配管」に示す。 

 

i. 取付箇所 

(a) 常設設備（可搬型設備のうち一部常設箇所を有す

る設備を含む。）の取付箇所については「系統名（ラ

イン名）」，「設置床」，「溢水防護上の区画番号」及

び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」を記載する。 
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 ①「属する系統の機能の独立性」の確認のため，

仕様表へ「系統名（ライン名）」を記載し，「系

統図」との関連付けを行う。ポンプ A，B や弁

A，B，C 等の複数機器を 1 件の仕様表に記載

する場合には，その機器毎に「系統名（ライン

名）」を記載する。なお，系統に接続されない

機器（クレーン等）は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

②「位置的分散」の確認のため，仕様表へ「設置

床」を記載し，「配置図」との関連付けを行う。

記載欄には「建屋名称」及び機器等の「設置床

レベル」を記載する。 

（詳細は別紙３参照） 

 

③「○○施設の溢水による損傷の防止に関する説明

書」の「防護対象設備リスト」及び「防護区画

図面」との関連付けを行うため，仕様表へ「溢

水防護上の区画番号」を記載する。新規要求事

項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」

とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

④溢水防護上の配慮が必要となる機器等につい

て，その機器が設置される区画のうち，機能喪

失高さが最も低いものを選定した上で，裕度

を設定して仕様表へ「溢水防護上の配慮が必

要な高さ」として記載する。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記

載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」

とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

 

①「属する系統の機能の独立性」の確認のため，

要目表へ「系統名（ライン名）」を記載し，「系

統図」との関連付けを行う。ポンプ A，B や弁

A，B，C 等の複数機器を 1 件の要目表に記載

する場合には，その機器毎に「系統名（ライン

名）」を記載する。なお，系統に接続されない

機器（クレーン等）は「－」とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

②「位置的分散」の確認のため，要目表へ「設置

床」を記載し，「配置図」との関連付けを行う。

記載欄には「建屋名称」及び機器等の「設置床

レベル」を記載する。 

（詳細は別紙３参照） 

 

③「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明

書」の「防護対象設備リスト」及び「防護区画

図面」との関連付けを行うため，要目表へ「溢

水防護上の区画番号」を記載する。新規要求事

項であるため「変更後」の欄に記載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」

とする。 

（詳細は別紙３参照） 

 

④溢水防護上の配慮が必要となる機器等につい

て，その機器が設置される区画のうち，機能喪

失高さが最も低いものを選定した上で，裕度

を設定して要目表へ「溢水防護上の配慮が必

要な高さ」として記載する。 

新規要求事項であるため「変更後」の欄に記

載する。 

なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」

とする。 

（詳細は別紙３参照） 
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(b) 可搬型設備の取付箇所については，「保管場所」

及び「取付箇所」を記載する。 

    

①屋外の可搬型設備の「保管場所」は，保管場所

の設置床高さ及び保管場所が特定可能な記載

とする。この場合，移動可能な設備であること

を考慮し設置床高さには「約」を付記する。な

お，設置床高さの表記方法については，事業変

更許可申請書に準じる。 

（別紙１ 記載例 10／12：②参照） 

 

②屋外の可搬型設備の「取付箇所」は，取付箇所

の設置床高さ及び取付箇所が特定可能な記載

とする。 

（別紙１ 記載例 10／12：③参照） 

 

③可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備

については，一部常設箇所の「溢水防護上の配

慮が必要な高さ」を記載し，その旨が分かるよ

う注記を付記する。 

 

④可搬型ホースについて，複数の敷設ルートがあ

る場合には，敷設距離が最長となるルートに

ついて注記で記載する。また，複数の長さのホ

ースを組み合わせて使用する場合は，その内

訳を注記で記載する。 

（詳細は別紙４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 可搬型設備の取付箇所については，「保管場所」

及び「取付箇所」を記載する。 

①屋外の可搬型設備の「保管場所」は，保管場所

の設置床高さ及び保管場所が特定可能な記載

とする。この場合，移動可能な設備であること

を考慮し設置床高さには「約」を付記する。な

お，設置床高さの表記方法については，設置変

更許可申請書に準じる。 

（別紙１ 記載例 ４／１４ ：④参照） 

 

 

②屋外の可搬型設備の「取付箇所」は，取付箇所

の設置床高さ及び取付箇所が特定可能な記載

とする。 

（別紙１ 記載例 ４／１４ ：⑤参照） 

 

③可搬型設備のうち一部常設箇所を有する設備

については，一部常設箇所の「溢水防護上の配

慮が必要な高さ」を記載し，その旨が分かるよ

う注記を付記する。 

 

④可搬型ホースについて，複数の敷設ルートがあ

る場合には，敷設距離が最長となるルートに

ついて注記で記載する。また，複数の長さのホ

ースを組み合わせて使用する場合は，その内

訳を注記で記載する。 

（詳細は別紙４参照） 
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発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 

 

j. ＳＩ単位換算 

(a) 既設工認に記載がある設備のうち，ＳＩ単位で記

載されていないものについては，ＳＩ単位に換算

した値を記載し，注記を付して「ＳＩ単位に換算し

た」旨を記載する。 

    

 

k. 使用前検査未完了の工事 

(a) 新規制施行前に工事の計画の認可又は届出した

工事のうち，使用前検査に合格していないもので，

今回の一体工事として手続きするものについて

は，「基本設計方針の変更の工事」として扱う。こ

の場合，「変更前」に認可又は届出後の仕様を記載

し，注記で基本設計方針の変更である旨の記載を

行う。 

例：届出した工事 

注記 ＊1：記載内容は，既設工認（平成○○年○○

月○○日付け原発本第○○○号工事計画届出書）

による。なお，本設工認は，届け出した設計及び工

事の計画に対して基本設計方針の変更を行うこと

に伴い申請するものである。 

 

(b) 今回の一体工事として手続きしないものについ

ては，別途，「設工認」の「変更認可申請」，「変更

届出」等の手続きを行う。そのため，これらに係る

設備のうち今回の一体工事の手続きとして必要と

なるものは，仕様表に記載するものとする。その場

合において注記は記載しない。 

 

 

 

 

 

 

j. ＳＩ単位換算 

(a) 既工事計画書に記載がある設備のうち，ＳＩ単位

で記載されていないものについては，ＳＩ単位に

換算した値を「変更前」に記載し，注記を付して「Ｓ

Ｉ単位に換算した」旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 ７／１４ ：②参照） 

 

k. 使用前検査未完了の工事 

(a) 新規制施行前に工事の計画の認可又は届出し

た工事のうち，使用前検査に合格していないもの

で，今回の一体工事として手続きするものについ

ては，「基本設計方針の変更の工事」として扱う。

この場合，「変更前」に認可又は届出後の仕様を記

載し，注記で基本設計方針の変更である旨の記載

を行う。 

例：届出した工事 

注記 ＊1：記載内容は，既工事計画書（平成○○年

○○月○○日付け原発本第○○○号工事計画届出

書）による。なお，本工事計画書は，届け出した工

事計画に対して基本設計方針の変更を行うことに

伴い申請するものである。 

 

(b) 今回の一体工事として手続きしないものにつ

いては，別途，「工事計画」の「変更認可申請」，「変

更届出」等の手続きを行う。そのため，これらに係

る設備のうち今回の一体工事の手続きとして必要

となるものは，要目表の「変更前」部分に「既に認

可を受けた」工事計画の「変更前」の部分を記載す

るものとする。その場合において注記は記載しな

い。 
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発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 l. 防護上の配慮が必要な設備 

(a) 耐震基準変更に伴う耐震Ｓクラス設備，溢水防護

上の配慮が必要となる防護対象設備，竜巻，火山又

は外部火災等における防護対象であって仕様表記

載対象設備の場合は，基準変更対応としての手続

き対象設備として仕様表に記載する。 

 

m. 機能及び使用方法が同じ設備を複数台保有する場合

の名称 

(a) 再循環系ポンプや逃がし安全弁等，機能及び使用

方法が同じ設備を複数保有する場合の名称は，

「A」，「B」，「C」等の 個体識別を記載せず，設備名

称のみ記載する。 

（例）○○建屋非常用蓄電池 A，B 

↓ 

     仕様表記載名称「○○建屋非常用蓄電池」 

 

(b) 弁については弁番号で記載することとし，個体識

別を付記した設備名称を記載する。なお，機能及び

使用方法が同じ設備についてはまとめて記載す

る。 

（例）仕様表記載名称「○○弁（〇〇-W○○）」 

 

n. 竜巻，内部溢水評価等の制約により分散配置を必要

とする設備については，仕様表の取付箇所（保管場所）

欄に分散して保管する旨を記載する。（可搬型中型移

送ポンプ 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. 防護上の配慮が必要な設備 

(a) 耐震基準変更に伴う耐震Ｓクラス設備，共振の影

響を受ける耐震Ｂクラス設備，溢水防護上の配慮が

必要となる防護対象設備，竜巻，火山又は外部火災

等における防護対象であって別表第二の要目表対

象設備の場合は，基準変更対応としての手続き対象

設備として要目表に記載する。 

 

m. 機能及び使用方法が同じ設備を複数台保有する場合

の名称 

(a) 再循環系ポンプや逃がし安全弁等，機能及び使用

方法が同じ設備を複数保有する場合の名称は，

「A」，「B」，「C」等の個体識別を記載せず，設備名

称のみ記載する。 

（例）保有設備「再循環系ポンプ A，B」 

↓ 

要目表記載名称「再循環系ポンプ」 

 

(b) 弁については弁番号で記載することとし，個体識

別を付記した設備名称を記載する。なお，機能及び

使用方法が同じ設備についてはまとめて記載す

る。 

（例）要目表記載名称「E12-F017A,B」 

 

n. 竜巻，内部溢水評価等の制約により分散配置を必要

とする設備については，要目表の取付箇所（保管場

所）欄に分散して保管する旨を記載する。（可搬型代

替注水中型ポンプ等） 

 

 

 



発電炉工認手続きガイド及び作成要領を踏まえた当社施設の設工認作成要領【仕様表の作成要領】 
＜比較検討＞ 

28 

 

 

発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

２）設備及び機器等の記載要求範囲 

規則別表第２の中欄においては、同表の上欄で示している発

電用原子炉施設の種類として、原子炉本体、核燃料物質の取扱

施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、

放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、原子炉格納施設及

びその他発電用原子炉の附属施設に区分し、設備ごとに熱交換

器、ポンプ、容器、貯蔵槽、ろ過装置、安全弁及び逃がし弁、

主要弁、主配管、送風機、排風機並びにフィルター等の機器等

を記載することとされている。これらについて、まず個別機器

等の記載要求範囲を示すとともに、個別施設ごとに設備及び機

器等の記載要求範囲を示す。 

 

 

(2) 個別設備の記載 

a. 個別事項（機器） 

(a)安全上重要な施設 の作動設定値において，既設の検

出器を重大事故等対処設備として兼用し，ロジック回

路のみ新たに構成する場合については，変更後の設備

仕様を記載する。この場合，検出器は既設であること

及び兼用であることを注記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ)計測制御系統施設及び放射線管理施設については

「計測範囲」及び「警報動作範囲」を記載するが，設

計基準対象施設，重大事故等対処設備ともに技術基準

規則で要求されている計測装置のみ適用し，計測範囲

や警報動作を適用しない設備については，「－」とす

る。なお，既設工認の記載の適正化を行い「－」と記

載する場合は，注記を付記して，警報動作を適用しな

い旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 11／12：①参照） 

 

(ｃ) 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価におい

て考慮する生体遮蔽装置について 

中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価におい

て解析上遮蔽として考慮する壁等については，「中央

制御室遮蔽」又は「緊急時対策所遮蔽」として記載す

る。 

 

 

 

(2) 個別設備の記載 

a. 個別事項（機器） 

(a) 工学的安全施設等の作動設定値において，既設の検

出器を重大事故等対処設備として兼用し，ロジック回

路のみ新たに構成する場合については，「変更前」を

「－」とし，「変更後」に設備仕様を記載する。この場

合，検出器は既設であること及び原子炉非常停止信号

の検出器と兼用であることを注記する。 

 

(b) 非常用電源設備以外のポンプ車等に付属するポン

プ駆動用の燃料タンク（車付タンク）については，補

機駆動用燃料設備に記載する。また，ディーゼル機関

を駆動源とする消火ポンプの燃料タンクも同様とす

る。 

 

(c) 「別表第二」記載事項のうち計測制御系統施設及び

放射線管理施設に記載されている「警報装置を有する

場合は，その動作範囲を付記すること。」については，

設計基準対象施設，重大事故等対処設備ともに技術基

準規則で要求されている計測装置のみ適用し，警報動

作を適用しない設備については，「－」とする。なお，

既工事計画書の記載の適正化を行う場合は，注記を付

記して，警報動作を適用しない旨を記載する。 

（別紙１ 記載例 １３／１４ ：①参照） 

 

(d) 中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価におい

て考慮する生体遮蔽装置について 

中央制御室及び緊急時対策所の居住性評価におい

て解析上遮蔽として考慮する壁等については，「中央

制御室遮蔽」，「中央制御室待避室遮蔽」，「二次遮蔽」

又は「緊急時対策所遮蔽」として記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・該当する機器が存在し

ないため，記載しない。 
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 b. 個別事項（配管） 

     (a) 仕様表名称 

主配管については用途，使用範囲等の明確化のため，

以下の範囲で名称を細分化する。 

①設計基準対象施設のみの境界 

②重大事故等対処設備のみの境界 

③重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施

設を使用するもので，設計基準対象施設としての仕

様から変更がない境界 

④重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施

設を使用するもので，設計基準対象施設としての仕

様から変更がある境界 

⑤兼用設備の境界 

⑥耐震重要度分類Ｓクラスの境界 

⑦主配管と非主配管の境界 

 

 

 

 

b. 個別事項（配管） 

(a) 要目表名称 

主配管については用途，使用範囲等の明確化のため，

以下の範囲で名称を細分化する。 

①設計基準対象施設のみの境界 

②重大事故等対処設備のみの境界 

③重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施

設を使用するもので，設計基準対象施設としての仕

様から変更がない境界 

④重大事故等対処設備として既設の設計基準対象施

設を使用するもので，設計基準対象施設としての仕

様から変更がある境界 

⑤兼用設備の境界 

⑥耐震重要度分類Ｓクラスの境界 

⑦主配管と非主配管の境界 

 

(b) 管継手 

①既設の設計基準対象施設を重大事故等対処設備

として新たに登録する際に，機器クラス区分が

変更になることで，記載が追加された管継手は

「変更前」を「－」とし，「変更後」に管継手の

仕様を記載し，注記で「既設」である旨を記載

する。 

また，上記のうち「Ｔ継手」については，重大

事故等時に使用する流路に対して仕様を記載す

る。即ち，Ｔ継手の分岐部が設計基準対象施設上

は主配管であっても，当該分岐部が重大事故等

時に使用しない流路である場合は，当該Ｔ継手

の分岐部は「－」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・管継手の扱いについて

は，別添に記載。 

ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／ＳＡ 

ＤＢ／ＳＡ ＤＢ／－ 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

／ 

― 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

／ 

ＳＡ 

ＤＢクラス３主配管 

ＳＡクラス２主配管 
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(c) 可搬型主配管 

①可搬型主配管のうち，可搬型ホースについては，

接続する箇所が分かるような名称にするとと

もに，ホース 1本当たりの長さを名称へ記載す

る。 

（例）○○ライン△△用□□mホース 

（別紙１ 記載例 12／12：①参照） 

②外径が記載できない 可搬型主配管 の外径につ

いては，呼び径を記載し，その旨を注記する。 

（別紙１ 記載例 12／12：②参照） 

 

③厚さが記載できない可搬型主配管の厚さは「－」

を記載し，その旨を注記する。 

注記 1）：メーカ仕様によるものとし，完成

品として一般産業品の規格及び

基準に適合するものであって，使

用材料の特性を踏まえた上で，重

大事故等時における使用圧力及

び使用温度が負荷された状態に

おいて強度が確保できるものを

使用する。 

（別紙１ 記載例 12／12：③参照） 

 

 

 

②既設の設計基準対象施設のクラス２配管の管継

手に関しては，既工事計画書に記載されていな

いもので新規制においても主配管に該当する

場合は，記載の適正化として「変更前」に管継

手を追記し，その旨を注記で記載する。 

③管にエルボを含む場合は，その厚さが配管と同

等以上である旨を注記で記載する。 

 

(c) 可搬型主配管 

①可搬型主配管のうち，可搬型ホースについては，

接続する箇所が分かるような名称にするとと

もに，ホース 1本当たりの長さを名称へ記載す

る。 

（例）○○ライン△△用□□mホース 

（別紙１ 記載例 １４／１４ ：①参照） 

②外径が記載できない可搬型主配管の外径につい

ては，呼び径を記載し，その旨を注記する。 

（別紙１ 記載例 １４／１４ ：②参照） 

 

③厚さが記載できない可搬型主配管の厚さは「－」

を記載し，その旨を注記する。 

注記 ＊1：メーカ仕様によるものとし，完

成品として一般産業品の規格及

び基準に適合するものであって，

使用材料の特性を踏まえた上で，

重大事故等時における使用圧力

及び使用温度が負荷された状態

において強度が確保できるもの

を使用する。 

（別紙１ 記載例 １４／１４ ：③参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・可搬型主配管は存在し

ないため、記載を修正。 
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・非常用発電装置の常設ホースの記載は，以下と

する。 

注記 ＊1：メーカ仕様によるものとし，「発

電用火力設備に関する技術基準

を定める省令」に基づき，規定の

圧力まで昇圧した後，適切な時間

保持したとき，これに耐え，また

規定の圧力で点検を行ったとき，

漏えいがないものを使用する。 

 

④可搬型主配管 の「個数」，「取付箇所」欄の記載

について 可搬型主配管 の「個数」欄及び「取

付箇所」欄への記載方法を，別紙４に示す。な

お，詳細な個数の内訳は「設備別記載事項の設

定根拠に関する説明書」に記載する。 

 

 

・非常用発電装置の常設ホースの記載は，以下と

する。 

注記 ＊1：メーカ仕様によるものとし，「発

電用火力設備に関する技術基準

を定める省令」に基づき，規定の

圧力まで昇圧した後，適切な時間

保持したとき，これに耐え，また

規定の圧力で点検を行ったとき，

漏えいがないものを使用する。 

 

④可搬型主配管の「個数」，「取付箇所」欄の記載

について可搬型主配管の「個数」欄及び「取付

箇所」欄への記載方法を，別紙４に示す。なお，

詳細な個数の内訳は「設備別記載事項の設定根

拠に関する説明書」に記載する。 

 

 

・既認可において，ディー

ゼル発電機の配管の厚

さについては記載され

ていることから，本内

容は記載しない。 
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２）設備及び機器等の記載要求範囲 

規則別表第２の中欄においては、同表の上欄で示している発

電用原子炉施設の種類として、原子炉本体、核燃料物質の取扱

施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、

放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、原子炉格納施設及

びその他発電用原子炉の附属施設に区分し、設備ごとに熱交換

器、ポンプ、容器、貯蔵槽、ろ過装置、安全弁及び逃がし弁、

主要弁、主配管、送風機、排風機並びにフィルター等の機器等

を記載することとされている。これらについて、まず個別機器

等の記載要求範囲を示すとともに、個別施設ごとに設備及び機

器等の記載要求範囲を示す。 

 

 

 

 

 

 

また、兼用するもの（複数の設備の機能を持ったものをい

う。）、共用するものがある場合には、主たる機能に関係する設

備の区分で機器等を記載し、その他の機能に関係する設備の区

分においては、主たる機能に関係する設備の区分と機器等の名

称及び構成等を記載することで機能を有する範囲を明確にす

れば、必ずしもそれぞれの設備区分で同じ記載をする必要はな

いものとする。ただし、設備区分によって記載すべき機器等の

仕様等が異なる場合には、関係する設備区分での記載を網羅す

る必要があり、どの区分に対応した記載内容かを付記するもの

とする。 

 

 

(2) 設備及び機器等の記載要求範囲 

 再処理規則第２条に規定される再処理施設、加工規則第 3

条の 2 の 2 に規定される加工施設の種類、廃棄物管理規則

第 4 条に規定される特定廃棄物管理施設の種類に基づき 再

処理規則第２条に規定される再処理施設の種類として，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設，再処理設備本体，製品貯

蔵施設，計測制御系統施設，放射線管理施設及びその他再処

理設備の附属施設，廃棄物管理規則第４条に規定される特定

廃棄物管理施設の種類として，廃棄物管理設備本体，放射性

廃棄物の受入施設，計測制御系統施設，放射線管理施設及び

その他廃棄物管理設備の附属施設に 区分し，設備ごとに熱

交換器，ポンプ，容器，貯槽，ろ過装置，安全弁及び逃がし

弁，主要弁，主配管，送風機，排風機並びにフィルタ等の機

器等を記載する。これらについて，まず個別機器等の記載要

求範囲を示すとともに，個別施設ごとに設備及び機器等の記

載要求範囲を示す。 

 

 また，兼用するもの（複数の設備の機能を持ったものをい

う。），共用するものがある場合には，主たる機能に関係する

設備の区分で機器等を記載し，その他の機能に関係する設備

の区分においては，主たる機能に関係する設備の区分と機器

等の名称及び構成を記載することで機能を有する範囲を明

確にすれば，必ずしもそれぞれの設備区分で同じ記載をする

必要はないものとする。ただし，設備区分によって記載すべ

き機器等の仕様等が異なる場合は，関係する設備区分での記

載を網羅する必要があり，どの区分に対応した記載内容かを

付記するものとする。 
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（個別機器等事項） 

Ａ．主配管 

通常運転状態、工学的安全施設の作動状態又は重大事故等時

においてその配管が属する系統に求める主たる機能を果たす

ために本流が流れる配管をいう。使用済樹脂移送配管のよう

に、流体が常時流れないものも含むこととする。 

ただし、放射線管理施設の換気設備においては、事故時にお

いて公衆並びに中央制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所の

従事者等の放射線障害の防止の機能として必要なもので他の

設備に属さないものとする。 

本流が流れる箇所の管継手も主配管とし、要目表に記載する

必要があるが、クラス３管、重大事故等クラス３管又は発電用

火力設備に関する技術基準を定める省令（平成９年通商産業省

令第５１号。以下「火力省令」という。）を準用する管に接続す

る管継手であって、ＪＩＳ規格若しくは設計・建設規格に適合

し、管と同等以上の肉厚を有するもの又はそれらと同等の保安

水準の確保が達成できるものにあっては、要目表への記載を必

要としないこととする。 

また、クラス１管、クラス２管、重大事故等クラス１管又は

重大事故等クラス２管であって、母管から分岐する主配管に接

続するための管台については、要目表に明記することとする。 

テストライン、ミニマムフロ－ライン、バイパスライン（沸

騰水型発電用原子炉施設に係るタービンバイパスラインは除

く。）、循環ライン（容器の撹拌を目的とするライン）、ドレン

ライン、ベントライン及び計装ラインは主たる機能を果たすた

めに本流が流れる配管ではないため主配管にはならないが、主

配管からの分岐部は主配管の管台として必要に応じて評価対

象となるほか、系統図において必要な仕様（外径、厚さ及び材

料等）を記載することとする。 

 

 

（個別機器等事項） 

Ａ．主配管 

 通常運転状態，安全上重要な施設 の作動状態又は重大事

故時等においてその配管が属する系統に求める主たる機

能を果たすために 本流 が流れる配管をいう。液体廃棄物

の移送配管のように，流体が常時流れないものも含むこと

とする。 

  

 

 

 管継手については，ＪＩＳ規格若しくは設計・建設規格

に適合し、管と同等以上の肉厚を有するもの又はそれらと

同等の保安水準の確保が達成できるものにあっては、仕様

表への記載を必要としないこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 テストライン，ミニマムフローライン，バイパスライン，

循環ライン（容器の攪拌を目的とするライン），ドレンライ

ン，ベントライン及び計装ラインは主たる機能を果たすた

めに本流が流れる配管ではないため主配管にはならない

が，主配管からの分岐部は主配管の管台として必要に応じ

て評価対象となるほか，系統図において必要な仕様（外径，

厚さ及び材料等を記載することとする。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・管継手の扱いについて

は，別添に記載。 

 

 

 

 

 

 

・発電炉のクラス 1,2 相

当の配管はないことか

ら，記載しない。 
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発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

Ｂ．主要弁 

主配管に施設する弁のうち、「原子炉冷却材圧力バウンダリの

隔離弁」、「原子炉非常停止信号又は工学的安全施設等起動（作

動）信号により直接作動する自動操作弁（原子炉格納容器バウ

ンダリの隔離弁を含む。）」及び「加圧水型発電用原子炉施設の

主蒸気逃がし弁（設置許可基準規則第２条第２項第１４号の重

大事故等対処設備として最終的な熱の逃がし場へ輸送する設

備として機能するもの）」をいう。 

 

Ｃ．安全弁及び逃がし弁 

通常運転状態、工学的安全施設の作動状態又は重大事故等対

処設備の作動状態において、容器又は主配管の過圧破損を防止

するために設置する安全弁又は逃がし弁をいう。 

 

Ｄ．フィルター 

規則別表第２において「公衆の放射線障害の防止を目的とし

て設置するものに限る。」又は「従事者等の放射線防護を目的

として設置するものに限る。」とされており、気体状の放射性

よう素を除去するよう素（チャコール）フィルター及び放射性

微粒子を除去する微粒子（高性能粒子）フィルターを記載する

必要がある。 

「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」とし

ては、環境へ排気することを想定した系統（循環運転が基本で

あっても排気筒等へ接続する排気系統を有するものを含む。）

で、放射性物質の放出を抑制、低減、又は除去するために設置

するものとする。ただし、「従事者等の放射線防護を目的とし

て設置するもの」として給気側に設置するものは「公衆の放射

線障害の防止を目的として設置するもの」には含めない。 

 

 

Ｅ．原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器バウンダ

リ 

原子炉冷却材圧力バウンダリについては技術基準規則に定

めるものとし、原子炉格納容器バウンダリについては、原子炉

冷却材圧力バウンダリ、原子炉格納容器バウンダリの範囲を定

める規程（ＪＥＡＧ４６０２－２００４日本電気協会）に定め

るものをいう。 

Ｂ．主要弁 

主配管に施設する弁のうち、「可溶性中性子吸収材緊急供

給弁」、「重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁」をいう。 

 

 

 

 

 

 

Ｃ．安全弁及び逃し弁 

 通常運転状態，安全上重要な施設 の作動状態または重大

事故等対処設備の作動状態において，容器又は主配管の過

圧破損を防止するために設置する安全弁又は逃し弁をい

う。 

Ｄ．フィルタ 

 「環境への放射性物質の放出量を合理的に達成できる限

り低くする。」目的で，気体状の放射性ヨウ素を除去するよ

う素フィルタ，放射性微粒子を除去する高性能粒子フィル

タ及びミストフィルタを記載する必要がある。 

 

 

 「公衆の放射線障害の防止を目的として設置するもの」

としては，環境へ排気することを想定した系統（循環運転

が基本であっても排気筒等へ接続する排気系統を有する

ものを含む。）で，放射性物質の放出を抑制，低減，又は除

去するために設置するものとする。ただし，「従事者等の放

射線防護を目的として設置するもの」として給気側に設置

するものは「公衆の放射線障害の防止を目的として設置す

るもの」には含めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 ・発電炉固有の設備であ

るため，記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発電炉固有の設備であ

るため，記載しない。 
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発電炉 工認手続ガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

Ｆ．非常用のもの 

規則別表第１又は別表第２の原子炉冷却系統施設、計測制御

系統施設、放射線管理施設及びその他発電用原子炉の附属施設

の非常用電源設備で記載されており、設計基準事故時に機能が

要求される機器等にあっては施設ごとに以下のものをいう。ま

た、重大事故等対処設備を構成する機器等も含むものとする。 

（下表省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（個別施設事項） 

（以降、施設名を記載し、文章は省略） 

Ｇ．原子炉本体 

Ｈ．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

Ｉ．原子炉冷却系統施設 

Ｊ．計測制御系統施設 

Ｋ．放射性廃棄物の廃棄施設 

Ｌ．放射線管理施設 

Ｍ．原子炉格納施設 

Ｎ．その他発電用原子炉の附属施設 

Ｄ．非常用のもの 

 その他再処理施設の附属施設の電気設備のうち，非常用電

源設備に属するもの（非常用ディーゼル発電機，非常用無停

電電源装置，非常用直流電源設備，非常用母線等）及び使用

済燃料受入れ施設及び貯蔵施設，再処理設備本体，製品貯蔵

施設，計測制御系統施設，放射線管理施設及びその他再処理

施設の附属施設のうち，設計基準事故時等において非常用電

源設備からの給電を必要とする設備をいう。 

 再処理施設にあっては、計測制御系統施設のうち，事故時

のプラント状態の把握機能を有する安全上重要な施設及び

中央制御室に設置する換気設備，放射線管理施設のうち，事

故時のプラント状態の把握機能を有する安全上重要な施設，

その他再処理施設の附属施設のうち，安全上重要な施設へ給

電する電気設備及び安全上重要な施設へ冷却水を供給する

ことにより，機能を間接的に果たすもの（非常用電源設備に

冷却水を供給する場合はその範囲も含む）をいう。 

加工施設にあっては、事業変更許可申請書の「その他の加

工施設の構造及び設備」の「非常用設備の種類」による。 

また，重大事故等対処設備を構成する機器等を含むものとす

る。 

  

・規則別表第 1 及び別表

第 2 がないものの，ガ

イドに記載の設備を参

考に再処理施設の設備

を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仕様表作成に関連しな

いため，記載しない。 
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仕様表の記載項目（機器分類：建物・構築物） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

d．設計条件及び仕様 

注記 ＊ ガラス固化体貯蔵建屋は，Ａクラスの構築物を有しているため、Ａク
ラスの施設に適用される地震力に対して耐えるように設計する。 

      また，ガラス固化体貯蔵建屋は，Ａクラスの設備を内蔵しているた
め，基準地震動Ｓ１で間接支持構造物としての支持機能が維持されて
いることの確認を行う。 

名 称 ガラス固化体貯蔵建屋 

設
計
条
件 

耐 震 ク ラ ス －＊ 

放射線防護 
（しゃへい体の材料及び寸法） 

材料：普通コンクリート 
寸法：放射線防護の必要厚さを満足す

るものとする。 

設
計
仕
様 

基礎及び構造の種類 

基礎：鉄筋コンクリート造（べた基
礎） 

上部構造：鉄筋コンクリート造（一部
鉄骨鉄筋コンクリート造及
び鉄骨造） 

主要寸法 

南北方向：47.0m（外壁外面寸法） 
東西方向：48.0m（外壁外面寸法） 
階数：地上 2階，地下 2階 
高さ：地上 139.9m 

（冷却空気出口シャフトは， 
地上 38.7m） 

主要材料 

鉄筋：JIS G 3112（鉄筋コンクリート
用棒鋼）に定める SD35 

鋼材：JIS G 3101（一般構造用圧延鋼
材）に定める SS41及び JIS G 
3106（溶接構造用圧延鋼材）に
定める SM41A，SM50A 

ｺﾝｸﾘｰﾄ：JASS5Nの規定によるコンクリ
ート 

   設計基準強度 300kgf/cm３ 

添付図 
（建物各階平面図，建物断面図） 

第 1.-1図～第 1.-6図に示す。 

 

注記 １）：既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は平成 4年 7月 6日付け 4安第 252号にて認可された設工認申請書の

添付書類「Ⅰ－3 放射線による被ばくの防止に関する計算書」によ

る。 

    

 

 変更前 変更後 

名称 貯蔵区域しゃへい １） 

変更なし 

種類（主要構造） － 
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋
コンクリート造及び鉄骨造） 

主
要
寸
法 

壁
厚
さ 

東壁 mm 205１） 

西壁 mm 195１） 

南壁 mm 185１） 

北壁 mm 205１） 

天井 mm 190１） 

主要材料 － 鉄筋コンクリート及び鋼材 

個数 － 1１） 

 

注記 ＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉建屋[原子炉棟（2 

次格納施設），付属棟]」と記載。 

＊2：記載の適正化を行う。既工事計画書には□□と記載。 

＊3：公称値を示す。 

＊4：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，

昭和48 年4 月9 日付け47 公第12076 号にて認可された工事計画書

の添付図面「第3-2 図 原子炉建物耐力壁断面リスト（No.1）」，

「第3-3 図 原子炉建物 耐力壁断面リスト（No.2）」による。 

＊5：記載の適正化を行う。既工事計画書には「鋼材：JIS G 3101一般構

造用圧延鋼材 JIS G 3106溶接構造用圧延鋼材，鉄筋：JIS G 3112鉄

筋コンクリート用棒鋼，セメント：JIS R 5210普通ポルトランドセ

メントおよび中庸熱セメント JIS R 5213フライアッシュセメント，

骨材：天然砂および川砂利」と記載。 

＊6：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，

設計図書による。 

＊7：圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃

性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（原子炉建屋ガス処

理系 非常用ガス再循環系，非常用ガス処理系，水素濃度抑制系）と

兼用する。 

 変更前 変更後 

名称 原子炉建屋原子炉棟 ＊１ 
原子炉建屋原

子炉棟 ＊７ 

種類 

（主要構造） 
－ 

鉄筋コンクリート造

（屋根は鉄骨構造） 

変更なし 

設計気密度 ％／ｄ □□ 

主
要
寸
法 

たて×横 mm □□ 

高さ mm □□ 

壁
厚
さ 

東壁 mm □□ 

西壁 mm □□ 

南壁 mm □□ 

北壁 mm □□ 

材料 － 
鉄筋コンクリート及び

鋼材 ＊５ 

個数 － １＊６ 

 

◎建物・構築物における仕様表記載対象は、建物・構築物のうち、

安全上重要な建物・構築物（安重セル、安重しゃへい等）とする。 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見

直したため、仕様表記載項目からは削除する。 

○発電炉に記載がある「設計気密度」は居住性に係る要求事項であ

るため、居住性が要求されない建物・構築物には適用しない。 

○添付図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更し

たため、記載項目を削除する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：容器（常設／可搬））

（円筒形タンク） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名       称 － ○○  

種       類 － ○○  

設
計
条
件 

臨界管理 － ○○  

流体の種類 － ○○  

容        量 m3／個 ○○  

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○  

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○  

仕 
 
 
 
 
 
 

様 

主要

寸法 

胴内径 mm ○○  

胴板厚さ mm ○○  
鏡板厚さ mm ○○  

屋根板厚さ mm ○○  
全高 mm ○○  

主要

材料 

胴板 － ○○  
鏡板 － ○○  

屋根板 － ○○  
個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○  

設置床 － ○  

溢水防護上の区画番号 － ○  

溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ ○  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○臨界管理の項については、ADRB の臨界安全管理表に記載がある
設備についてのみ該当する臨界管理に関する情報を記載する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していることから、記載項目を削
除する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更し
たため、記載項目を削除する。 
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既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 
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仕様表の記載項目（機器分類：ミキサ・セトラ①） 

○ミキサ・セトラ（核的制限値あり、ジャケット部なし） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名       称 － ○○  

種       類 － 
ミキサ・セ

トラ 
 

設 
 
 

 
 

計 
 
 

 
 

条 
 
 

 
 

件 

臨界管理 － ○○  

核
的
制
限
値 

本 体 

最 大 液 厚 み mm ○○  

中性子吸収材
最小厚み（カ
ドミウム） 

mm ○○  

面間最 
小距離 

補助抽出機／
ＴＢＰ洗浄器 

mm ○○  

流体の種類 － ○○  

容 量 m3／個 ○○  

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○  

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○  

主 

要 

寸 

法 

た て mm ○○  

横 mm ○○  

高
さ 

深さ mm ○○  

底 板 厚 さ mm ○○  

せ き 高 さ mm ○○  

側 壁 板 厚 さ mm ○○  

ミキサ室ふた板厚さ mm ○○  

セトラ室ふた板厚さ 
（内側部／外側部） 

mm ○○  

中性子吸収材厚さ mm ○○  

全 高 mm ○○  

 

 

 
該当する設備なし。 

 

 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していることから、記載項目を削
除する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○特記事項については、基本設計方針等で展開することから、記載
を削除する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
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既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（つづき） 

仕          
様 

主 

要 

材 

料 

側 壁 板 － ○○  

ふ た 板 － ○○  

底 板 
－ 

○○  

中 性 子 吸 収 材 
－ 

○○  

中 性 子 減 速 材 
－ 

○○  

段 数 － ○○  

個 数 － ○○  

ミ 
キ 
サ 

原 動 機 の 種 類 
－ 

○○  

個 数 
－ 

○○  
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仕様表の記載項目（機器分類：ミキサ・セトラ②） 

○ミキサ・セトラ（核的制限値なし、ジャケット部なし） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名       称 － ○○  

種       類 － 
ミキサ・セ

トラ 
 

設 

計 

条 

件 

流 体 の 種 類 － ○○  

容 量 m3／個 ○○  

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○  

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○  

仕 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

様 

主 

要 

寸 

法 

た て mm ○○  

横 mm ○○  

高
さ 

深 さ mm ○○  

底板厚さ mm ○○  

側 壁 板 厚 さ mm ○○  

ミキサ室ふた板厚さ mm ○○  

セトラ室ふた板厚さ 
（内側部／外側部） 

mm ○○  

主
要
材
料 

側 壁 板 － ○○  

ふ た 板 － ○○  

底 板 － ○○  

段 数 － ○○  

個 数 － ○○  

ミ 
キ 
サ 

原 動 機 の 種 類 
－ 

○○  

個 数 
－ 

○○  
 

 
該当する設備なし。 

 

 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していることから、記載項目を削
除する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○特記事項については、基本設計方針等で展開することから、記載
を削除する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 



添付－１（７／４５） 

 

表中の「□□」はマスキング対象 
42 

 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  



添付－１（８／４５） 

 

表中の「□□」はマスキング対象 
43 

仕様表の記載項目（機器分類：ミキサ・セトラ③） 

○ミキサ・セトラ（核的制限値なし、ジャケット部あり） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

名       称 － ○○  

種       類 － 
ミキサセ

トラ 
 

設 
 

 

計 
 

 

条 
 

 

件 

流体の
種類 

本 体 － ○○  

ジ ャ ケ ッ ト 部 － ○○  

容 量 m3／個 ○○  

本 体 
最 高 使 用 圧 力 MPa ○○  

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○  

ジ ャ ケ
ット部 

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○  

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○  

 

 

 
該当する設備なし。 

 
 

 

 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していること記載項目から削除
する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○特記事項については、基本設計方針等にて展開することから記
載項目を削除する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更し
たため、記載項目を削除する。 
 



添付－１（９／４５） 

 

表中の「□□」はマスキング対象 
44 

 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（つづき） 

仕 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

様 

主 
 

要 
 

寸 
 

法 

た て mm ○○  

横 mm ○○  

本 体 

高
さ 

深 さ mm ○○  

底 板 厚 さ mm ○○  

側 壁 板 厚 さ mm ○○  

ミキサ室ふた板厚さ mm ○○  

セトラ室ふた板厚さ 

（内側部／外側部） 
mm 

○○  

ジャケ

ット部 

側 壁 板 厚 さ mm ○○  

底 板 厚 さ mm ○○  

ミ キ サ セ ト ラ 全 高 mm ○○  

全 高 mm ○○  

主

要

材

料 

本 体 

側 壁 板 － ○○  

ふ た 板 － ○○  

底 板 － ○○  

ジャケット部 
側 壁 板 － ○○  

底 板 － ○○  

個 数 － ○○  

ミ キ サ 
原動機の種類 － ○○  

個 数 － ○○  

 
 

 
 

 



添付－１（１０／４５） 

 

表中の「□□」はマスキング対象 
45 

仕様表の記載項目（機器分類：一般のガス系の塔） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名 称 － ○○  

種 類 － ○○  

設
計
条
件 

流 体 の 種 類 － ○○  

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○  

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○  

仕    
様 

容 量 
m3/h/個
[normal] 

○○  

ルテニウム除去効率 ％ ○○以上  

主 

要 

寸 

法 

胴 内 径 mm ○○  

胴 板 厚 さ mm ○○  

鏡 板 厚 さ mm ○○  

平 板 厚 さ mm ○○  

全 高 mm ○○  

主
要
材
料 

胴 板 － ○○  

鏡 板 － ○○  

平 板 － ○○  

フ ラ ン ジ － ○○  

ろ 材 － ○○  

個数 － ○○  

 

 

 
 

 

  

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していることから、記載項目を削
除する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 



添付－１（１１／４３） 

 

表中の「□□」はマスキング対象 
46 

仕様表の記載項目（機器分類：洗浄塔） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名 称 － ○○  

種 類 － ○○  

設 

計 

条 

件 

流 体 の 種 類 － ○○  

容 量 
m3/h/個
[normal] 

○○  

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○  

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○  

仕 
 
 

 

様 

主 

要 

寸 

法 

上部胴内径 mm ○○  

本体胴内径 mm ○○  

上部胴板厚さ mm ○○  

本体胴板厚さ mm ○○  

上部胴上部鏡板厚さ mm ○○  

円すい胴板厚さ mm ○○  

本体胴下部鏡板厚さ mm ○○  

全高 mm ○○  

主
要
材
料 

上部胴上部鏡板 － ○○  

上部胴板 － ○○  

円すい胴板 － ○○  

本体胴板 － ○○  

本体胴下部鏡板 － ○○  

個数 － ○○  

 

 

 
 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していること記載項目から削除
する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 



添付－１（１２／４５） 

表中の「□□」はマスキング対象 
47 

仕様表の記載項目（機器分類：凝集器） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 変更前 変更後 

名称 － 凝縮器 A,B  

種類 － ○○  

設
計
条
件 

管側 流体の種類 － ○○  

胴側 流体の種類 － ○○  

容量（設計熱交換量） kW/個 ○○  

管側 
最高使用圧力 MPa ○○  

最高使用温度 ℃ ○○  

胴側 

最高使用圧力 kPa ○○  

最高使用温度 ℃ ○○  

伝熱面積 m３/個 ○○  

仕
様 

主
要
寸
法 

管
側 

鏡内径 mm ○○  

鏡板厚さ mm ○○  

胴
側 

胴内径 mm ○○  

胴板厚さ mm ○○  

管板厚さ mm ○○  

伝熱管外径 mm ○○  

伝熱管厚さ mm ○○  

全高 mm ○○  

材
料 

管側鏡板 － ○○  

胴側鏡板 － ○○  

管板 － ○○  

伝熱管 － ○○  

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な

高さ 
－ ○○  

 

 
申請対象なし 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していることから、記載項目を削
除する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 



添付－１（１３／４５） 

 

表中の「□□」はマスキング対象 
48 

仕様表の記載項目（機器分類：蒸発缶①－１） 

○サーモサイフォン型蒸発燗（加熱部） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 変更前 変更後 

名       称 － ○○  

種       類 － ○○  

設 
 
 

 
 
 

計 
 

 
 

 

条 
 

 
 
 

 

件 

管側 機器の種類 － ○○  

胴側 機器の種類 － ○○  

臨  界  管  理  ○○  

核的制限値･最大内径･加
熱部 

mm ○○  

容量 

容 量 m3／個 ○○  

処 理 容 量 m3／h／個 ○○  

設計熱交換量 kW／個 ○○  

管側 
最高使用圧力 MPa ○○  

最高使用温度 ℃ ○○  

胴側 
最高使用圧力 MPa ○○  

最高使用温度 ℃ ○○  

伝  熱  面  積 m2／個 ○○  

 
 
 
 
 

 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していることから、記載項目を削
除する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○臨界管理および核的制限値・最大内径・加熱部については ADRB
の臨界安全管理表に記載の設備のみ記載する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更し
たため、記載項目を削除する。 
○当該特記事項については、基本設計方針等にて展開するため、記
載は削除する。 



添付－１（１４／４３） 

 

表中の「□□」はマスキング対象 
49 

 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（つづき） 

仕 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

様 

加 
 

 
 

 

熱 
 
 

 
 

部 

主 
 

要 
 

寸 
 

法 

管
側 

胴 内 径 mm ○○  

胴 板 厚 さ mm ○○  

鏡 板 厚 さ mm ○○  

胴
側 

胴 内 径 mm ○○  

胴 板 厚 さ mm ○○  

ベローズ厚さ mm ○○  

管
板 

管板厚さ mm ○○  

胴板厚さ mm ○○  

伝 熱 管 外 径 mm ○○  

伝 熱 管 厚 さ mm ○○  

全 高 mm ○○  

主 

要 

材 

料 

管
側 

円 す い 胴 板 － ○○  

鏡 板 － ○○  

胴
側 

胴 板 － ○○  

ベ ロ ー ズ － ○○  

管 板 － ○○  

伝 熱 管 － ○○  

個 数 － ○○  

 

 

 
 

 

  



添付－１（１５／４３） 

 

表中の「□□」はマスキング対象 
50 

仕様表の記載項目（機器分類：蒸発缶①－２） 

○サーモサイフォン型蒸発缶（気液分離部） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 － ○○  

種 類 － ○○  

設      
計     
条      
件 

臨  界  管  理 － ○○  

核
的
制
限
値 

臨
界
管
理 

気液分離部下部, 
液抜き部 

mm ○○  

気液分離部上部 mm ○○  

流体の種類 － ○○  

容  
量 

設計蒸発量 kg／h／個 ○○  

処理容量 m３／h ○○  

最高使用圧力 MPa ○○  

最高使用温度 ℃ ○○  

仕
様 

主
要
寸
法 

気
液
分
離
部 

本体胴内径 mm ○○  

本体胴板厚さ mm ○○  

本体胴上部鏡板
厚さ 

mm ○○  

円すい胴板厚さ mm ○○  

下部胴内径 mm ○○  

下部胴板厚さ mm ○○  

下部胴下部鏡板
厚さ 

mm ○○  

全高 mm ○○  

連
絡
管 

上部連絡管外径 － ○○  

上部連絡管厚さ － ○○  

下部連絡管外径 － ○○  

下部連絡管厚さ － ○○  

主
要
材
料 

気
液
分
離
部 

本体胴板 － ○○  

本体胴上部鏡板 － ○○  

円すい胴板 － ○○  

下部胴板 － ○○  

下部胴下部鏡板 － ○○  

連
絡
管 

上部連絡管 － ○○  

下部連絡管 － ○○  

個数 － ○○  

 
 
 
 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していること記載項目から削除
する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○臨界管理および核的制限値については、ADRB の臨界安全管理表
に記載の設備のみ記載する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
○特記事項については、基本設計方針等にて展開するため、記載は
削除する。 



添付－１（１６／４５） 

 

表中の「□□」はマスキング対象 
51 

仕様表の記載項目（機器分類：ポンプ・圧縮機類（常設／可搬）） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

注記 １）：重大事故時の値を示す。 
   ２）：既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は平成○年○月○日付け○第○号にて認可された設工認申請書の添
付図面「○-○-○.○図 ○○の計測制御系統図」による。 

 

 変更前 変更後 

名 称 － 
冷却水循環

ポンプ A,B 
 

種 類 － ○○  

設
計
条
件 

ポ
ン
プ 

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○ 
変更なし 

（○○１）） 

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ 
変更なし 

（○○１）） 

定 格 容 量 
m3／h／

個 
○○  

仕
様 

定 格 揚 程 m ○○  

主要寸法 

吸込口径 mm ○○２）  

吐出口径 mm ○○２）  

全 高 Mm ○○  

主要材料 ケ ー シ ン グ － ○○  

個 数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な高さ － ○○  

原 

動 

機 

種 類 － ○○  

出 力 kW／個 ○○  

個 数 － ○○  

取 付 箇 所 － ○○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○重大事故時の値を示す必要がある場合は、設備の使用条件（最高
使用圧力／最高使用温度）の記載項目欄を追加する。 
○主配管との接続性を説明する観点から、吸込口径および吐出口
径の記載欄を追加。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○内部飛散物に関する記載として、原動機の記載を追加。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
○特記事項については、基本設計方針等にて展開するため削除。 
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仕様表の記載項目（機器分類：配管類（常設／可搬）） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

変
更

後
 

備
考

 

配
管

番
号

 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

仕
様

 

主
要

材
料

 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

厚
さ

(
m
m
)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

外
径

 

(
m
m
)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

設
計
条
件

 

最
高

使
 

用
温

度
 

(
℃

)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

最
高
使

 

用
圧
力

 

(
M
P
a
)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

流
体

 

の
 

種
類

 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

名
称

 ○
○

 

～
 

○
○

 

○
○

 

～
 

○
○

 

○
○

 

ま
わ
り

 

○ ○ 系 

変
更
前

 

備
考

 

配
管
番
号

 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

仕
様

 

主
要
材
料

 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

厚
さ

 

(
m
m
)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

外
径

 

(
m
m
)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

設
計

条
件

 

最
高

使
 

用
温

度
 

(
℃

)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

最
高

使

用
圧

力
 

(
M
P
a
)
 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

流
体

の
 

種
類

 

○
○

 

○
○

 

○
○

 

名
称

 ○
○

 

～
 

○
○

 

○
○

 

～
 

○
○

 

○
○

 

ま
わ

り
 

○ ○ 系 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していることから、記載項目を削
除する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○通過部屋番号については、添付書類の系統図にて配管の位置関
係を示す情報として示すため、記載項目から削除する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：ダクト（常設／可搬）） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 

名 称 
－ 

－ 

 

主要ダクト（その１） 

種 類 － 角ダクト，丸ダクト 

設
計
条
件 

耐 震 ク ラ ス － Ａ 

流 体 の 種 類 － 空 気 

仕 
 

様 

主   要   寸   法 1 ) mm 

幅 ： ○○～○○ 

高さ： ○○～○○ 

口径： ○○～○○ 

板 厚 mm ○○～○○ 

主 要 材 料 － ○○P 

注記 １）：主要寸法はダクト内側の寸法を示す。 

 

 

 

変
更
後
 

主
要
 

材
料
 

○
○
 

○
○
 

○
○
 

注
記
 
１
）：

主
要
寸
法
は
ダ
ク
ト

内
側
の
寸
法
を
示
す
。
 

 
 
 
 
２
）：

重
大
事
故
時
の
使
用

時
の
値
を
示
す
。
 
 

 
 
 
 
３
）：

既
工
事
計
画
書
に
記
載
が
な
い
た
め
記
載
の
適
正
化
を
行
う
。
記
載
内
容
は
設
計
図
書
に
よ
る
。

 

板
厚
 

(
mm
) 

○
○
 

○
○
 

○
○
 

主
要

寸
法
 

(
mm
) 

○
○
 

○
○
 

○
○
 

最
高
使
 

用
温
度
 

（
℃
）
 

○
○
 

○
○
 

○
○
 

最
高
使
 

用
圧
力
 

(
kP
a
) 

○
○
 

○
○
 

○
○
 

流
体
 

の
 

種
類
 

○
○
 

 

 

○
○
 

 

 

○
○
 

 

名
称
 

○
○
 

～
 

○
○
 

○
○
 

～
 

○
○
 

○
○
 

ま
わ

り
 

主 要 ダ ク ト （ そ の １ ） 

変
更

前
 

主
要
 

材
料
 

○
○
 

○
○
 

○
○
 

板
厚
 

(
mm
) 

○
○
 

○
○
 

○
○
 

主
要
 

寸
法
 

(
mm
) 

○
○
 

○
○
 

○
○
 

最
高

使
 

用
温

度
 

（
℃

）
 

○
○
 

○
○
 

○
○
 

最
高
使
 

用
圧
力
 

(
kP
a
) 

○
○
 

○
○
 

○
○
 

流
体
 

の
 

種
類
 

○
○
 

 

 

○
○
 

 

 

○
○
 

 

名
称
 

○
○
 

～
 

○
○
 

○
○
 

～
 

○
○
 

○
○
 

ま
わ
り
 

主 要 ダ ク ト （ そ の １ ） 
 

 

変更前 ＊１ 変更後 

名 称 

最高使用

圧力

（MPa） 

最高使用

温度

（℃） 

外形 ＊２ 

（㎜） 

厚さ 

（㎜） 
材料 名称 

中
央
制
御
室
換
気
系 

中央制御

室 

～ 

中央制御

室換気系

フィルタ

系ファン 

0.003 

（差圧） 
40 

762.4×362.4 1.2＊２ SPG2 

中
央
制
御
室
換
気
系 

変

更

な

し 

 

812.4×412.4 1.2＊２ SPG2 

1582.4×912.4 1.2＊２ SPG2 

1802.4×1602.4 1.2＊２ SPG2 

462.4×462.4 1.2＊２ SPG2 

461.6×461.6 0.8＊２ SGCC 

562.4×462.4 1.2＊２ SPG2 

562.4×562.4 1.2＊２ SPG2 

・・・       

  注記 ＊１：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容

は，設計図書による。 

     ＊２：公称値を示す。 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していることから、記載項目を削
除する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○重大事故時の値を示す必要がある場合は、設備の使用条件（最高
使用圧力／最高使用温度）の記載項目欄を追加する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：搬送設備） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 変更前 変更後 

名称 － 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋天井ク

レーン A，B 

 

種類 － 天井走行形  

仕 様 
容量 

主巻 N ○○  

補巻 N ○○  

個数 － ○○  

主要寸法 ○○ mm ○○  

材料 ○○ － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の 

区画番号 
－ ○○  

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ ○○  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：M/C／P/C／MCC／分電盤／リレー盤） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1）460V非常用母線 

 変更前 変更後 

名 称 － 

6.9kVV非

常用メタク

ラ A,B 

 

仕  様 

用 途 － 〇〇  

電 圧 V 〇〇  

主要寸法 高さ mm 〇〇  

個 数 － 〇〇  

取付箇所 

系統名 

（ライン名） 
－ 〇〇  

設置床 － 〇〇  

溢水防護上の区画番号 － 〇〇  

溢水防護上の配慮が 

必要な高さ 
－ 〇〇  

 

 

4 非常用電源設備の基本設計方針，適用基準及び適用規格 

(1) 基本設計方針 

第２章 個別項目 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.2 代替所内電気系統 

（省略） 

これとは別に上記 3 系統の非常用母線等の機能が喪失したことにより発生する

重大事故等の対応に必要な設備に電力を給電する代替所内電気設備として，緊急

用断路器（6900V，1200Aのものを 1 個），緊急用メタルクラッド開閉装置（6900V，

1200Aのものを 1個），緊急用動力変圧器（2000kVA，6900/480V のものを 1個），

緊急用パワーセンタ（480V，3000Aのものを 1個），緊急用モータコントロールセ

ンタ（480V，800Aのものを 3個），可搬型代替低圧電源車接続盤（交流入出力（480V，

1600A），可搬型整流器交流入力（210V，600A），可搬型整流器直流出力（150V，400A）

のものを 2 個），緊急用計装交流主母線盤（50 kVA，480/240-120Vのものを 1個），

緊急用直流 125V 充電器（125V，700A のものを 1 個），可搬型整流器用変圧器

（150kVA，480/210Vのものを 2個），可搬型代替直流電源設備用電源切替盤（125V，

400Aのものを 1個），緊急用直流 125V 主母線盤（125V，1200A のものを 1個），

緊急用直流 125Vモータコントロールセンタ（125V，400Aのものを 1個），緊急用

直流 125V計装分電盤（125V，400Aのものを 1個），緊急用無停電電源装置，緊急

用無停電計装分電盤（120V，400A のものを 1 個），緊急用電源切替盤（緊急用交

流電源切替盤（480V，65Aのものを 2個），緊急用直流電源切替盤（125V，120Aの

ものを 1 個），緊急用直流計装電源切替盤（125V，50A のものを 2 個），緊急用無

停電計装電源切替盤（120V，50Aのものを 1個））を使用できる設計とする。 

（省略） 

 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
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表中の「□□」はマスキング対象 
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仕様表の記載項目（機器分類：発電機（常設／可搬）） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

常設／可搬 

ディーゼル機関                                       

 

 変更前 変更後 

名 称 － 
ディーゼル機

関 
 

仕

様 

エ

ン

ジ

ン 

種 類 － ○○  

用 途 － ○○  

出 力 kW／台 ○○  

回 転 数 rpm ○○  

起 動 時 間 秒 ○○  

燃料 
種 類 － ○○  

使 用 量 L/h ○○  

個 数 － ○○  

過

給

機 

種 類 － ○○  

出 口 の 圧 力 MPa ○○  

回 転 数 rpm ○○  

個 数 － ○○  

主要寸法 高 さ mm ○○  

設
置
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な高

さ 
－ ○○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○ディーゼル機関で使用する燃料を明確化するため、その種類と
使用料について記載項目を追加。 
○ディーゼル機関の仕様を示すため、関連機器である調速装置及
び非常調速装置については、削除する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
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表中の「□□」はマスキング対象 
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仕様表の記載項目（機器分類：発電機（常設／可搬）） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                 

  

 変更前 変更後 

名 称 － 同期発電機  

種 類 － ○○  

仕
様 

用途 － ○○  

容 量 kVA／台 ○○  

力 率 － ○○  

電 圧 V ○○  

相 － ○○  

周 波 数 Hz ○○  

回 転 速 度 min-１ ○○  

結 線 法 － ○○  

冷 却 方 法 － ○○  

主要寸法 高さ mm ○○  

個 数 － ○○  

設
置
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必要な

高さ 
－ ○○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
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表中の「□□」はマスキング対象 
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仕様表の記載項目（機器分類：蓄電池） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 － 
110V非常用蓄電

池 A,B 
 

種類 － ○○  

仕
様 

用 途 － ○○  

容 量 Ah ○○  

電 圧 V ○○  

主要 

寸法 
高 さ mm ○○  

個 数 － ○○  

設
置
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の区画番号 － ○○  

溢水防護上の配慮が必

要な高さ 
－ ○○  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○用途については、仕様表作成対象を整理したことから、記載項目
から削除する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
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表中の「□□」はマスキング対象 
59 

仕様表の記載項目（機器分類：非常用無停電電源装置） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 

 

 変更前 変更後 

名 称 － 

105V非常用

無停電電源

装置 A,B 

 

種 類 － 〇〇  

仕 様 

容 量 kVA 〇〇  

電
圧 

交 流 入 力 V 〇〇  

直 流 入 力 V 〇〇  

交 流 出 力 V 〇〇  

周 波 数 Hz 〇〇  

予備変圧器容量 kVA 〇〇  

主要寸法 高さ mm 〇〇  

個 数 － 〇〇  

取付箇所 

系統名（ライン名） － 〇〇  

設置床 － 〇〇  

溢水防護上の 

区画番号 
－ 〇〇  

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ 〇〇  

注記 １）既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は平成○年○月○日付け○第○号にて認可された設工認申請書の添

付図面「○-○-○.○図 ○○の構造図」による。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○用途については、仕様表作成対象を整理したことから、記載項目
から削除する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 



添付－１（２５／４５） 
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仕様表の記載項目（機器分類：計測制御設備（常設／可搬）） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（中略） 

 

検出器については、台数が多いため、A4横の体裁で複数台を同時に記載するこ

とも可とする。 

 変更前 変更後 

名称 ○○＊１  

検出器の種類 － ○○検出器＊１  

計測範囲 － ○○～○○＊１  

警報動作範囲 － ○○＊１  

個数 － ○○＊１  

取

付

箇

所 

系統図 
（ライン名） 

－ ○○ ○○   

設置床 － ○○ ○○   
溢水防護上の 
区画番号 

－ ○○ ○○   

溢水防護上の 
配慮が必要な高さ 

－ ○○ ○○   

注記 １）既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は平成○年○月○日付け○第○号にて認可された設工認申請書の添

付図面「○-○-○.○図 ○○の計測制御系統図」による。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○発電炉における計測制御設備の記載事項に併せ、仕様表記載事
項を計測点情報から計測器情報に見直し。 
 これに伴い、既認可の本文添付図（計測制御系統図）にて展開し
ていた計測範囲、警報動作範囲等について、仕様表に取り込むこと
とする。 
○特記事項については、基本設計方針等にて展開するため削除す
る。 
○主要な計器リストについては、必要な情報を仕様表内に取り込
むことから、記載を削除する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
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既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

（つづき） 

 
（省略） 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



添付－１（２７／４５） 

 

表中の「□□」はマスキング対象 
62 

仕様表の記載項目（機器分類：安全保護回路） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 

 

変
更
後
 

安
全
保
護

回
路
の
起

動
信
号
を

発
信
さ
せ

な
い
条
件
 

－
 

設 定 値 

 

安
全
保
護

回
路
等
の

起
動
に
要

す
る
信
号

の
個
数
 

 

取
付
箇
所
 

    

系
統

名

（
ラ

イ
ン

名
）
 

設
置

床
 

溢
水

防
護

上
の

区
画

番
号

 

溢
水

防
護

上
の

配
慮

が
必

要
な

高
さ
 

個 数 

 

検 出 器 の 種 類  

安
全

保
護

回
路

の
起

動
信

号
の

種
類
 

 

変
更

前
 

安
全

保
護

回
路

の
起

動
信

号
を

発
信

さ
せ

な
い

条
件
 

－
 

設 定 値 

1
34
℃
 

以
下
 

安
全

保
護

回
路

等
の

起
動

に
要

す
る

信
号

の
個

数
 

1 

取
付
箇
所
 

○
○
 

○
○
 

E
L.

○
○
 

○
○
 

○
○
 

系
統
名

（
ラ
イ

ン
名
）
 

設
置
床
 

溢
水
防

護
上
の

区
画
番

号
 

溢
水
防

護
上
の

配
慮
が

必
要
な

高
さ
 

個 数 ２
 

検 出 器 の 種 類 測 温 抵 抗 体 

安
全
保
護

回
路
の
起

動
信
号
の

種
類
 

プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
濃
縮

缶
加
熱
蒸

気
温
度
高
 

 
 
 
 
 

 

○安全保護回路の仕様表記載項目については、発電炉における安全
保護系の要目表記載に併せることとし、仕様表記載項目を見直し。 
○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見直
したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○特記事項については、基本設計方針等にて展開するため削除す
る。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更とし
たため、記載項目を削除する。 
○主要な計器リストについては、必要な情報を仕様表内に取り込む
ことから、記載を削除する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：主排気筒） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 － 主排気筒  

種 類 － ○○  

仕 
 

様 

名 称 － ○○  

主要

寸法 

出 口 内 径 m ○○  

地 上 の 高 さ m ○○  

主 要

材 料 

主 要 材 料 － ○○  

厚 さ ㎜ ○○  

個 数 － ○○  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○主排気筒についての記載項目とするため、「支持地盤の許容支持
力度」、「支持鉄塔」、「基礎」に関する記載欄は削除する。 
○主排気筒を通過する「流体の種類」は空気であることが明確であ
ることから、発電炉の記載程度に併せて記載欄は削除する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：排風機（常設／可搬）） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 

構造図：第 3.2.4.2-1図に示す。 

 

 

名 称 － 
中央制御室送風機 A，B

（○○） 

種 類 － 遠心型 

設
計
条
件 

耐 震 ク ラ ス － A 

流体の種類 － 空気 

仕
様 

容量 m3／h／個 ○○ 

主要寸法 全 高 mm ○○ 

主要材料 ケーシング － ○○ 

個 数 － 2（内 1個予備） 

特 記 事 項 
本設備は，非常用所内電源系統に接続す

る。 

 

注記 １）：重大事故時の使用時の値を示す。 

   ２）：既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内

容は平成○年○月○日付け○第○号にて認可された設工認申請書

の添付図面「○-○-○.○図 ○○の構造図」による。 

  変更前 変更後 

名 称 － 

中央制御室送

風機 A，B（機

器番号） 
変更なし 

種 類 － 〇〇 

設

計

条

件 

流体の種類 － 〇〇 

最高使用圧力 MPa 
－ 

（○○１）） 

最高使用温度 ℃ （○○１）） 

仕
様 

容量 m3／h／個 〇〇 

変更なし 
主要寸法 

吸込口径 mm ○○２） 

吐出口径 mm ○○２） 

全 高 mm 〇〇 

主要材料 ケーシング － 〇〇 

個 数 － 〇〇 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － 

－ 

○○ 

設置床 － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － ○○ 

溢水防護上の配慮が必

要な高さ 
－ ○○ 

原
動
機 

原動機の種類 － ○○ 

出力 kW／個 ○○ 

個数 － ○○ 

取付箇所 － ○○ 

設計上の空気の流入率 回／h ○○  

 

注記 ＊1：記載の適正化を行う。既工事計画書には「送風機」と記載。 

＊2：記載の適正化を行う。既工事計画書には「遠心」と記載。 

＊3：記載の適正化を行う。既工事計画書には「m3/hｒ」と記載。 

＊4：公称値を示す。 

＊5：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，

設計図書による。 

 

 変更前 変更後 

名 称 
中央制御室換気系

空気調和器ファン 

変更なし 種 類 － 遠心式 

送
風
機 

容量 m3/h/個 
42500以上（42500＊

４） 

主
要
寸
法 

吸込口径 mm 660＊４ 991＊４ 

吐出口径 mm 840＊４×550＊４ 941＊４×778＊４ 

たて mm 1114＊４ 1851＊４ 

横 mm 2210＊４ 2550＊４ 

高さ mm 1900＊４ 1755＊４ 

個数 － 2 

変更なし 

取
付
箇
所 

系統名 

（ライン名） 
－ 

中央制御室換気系

空気調和器ファン 

中央制御室換気系
＊５ 

設置床 － 
□□ 

EL.23.00m＊５ 

溢水防護上の区

画番号 
－ 

－ 

CS-3-1 

溢水防護上の配

慮が必要な高さ 
－ EL.23.00m以上 

原
動
機 

原動機の種類 － 誘導電動機 ＊５ 

変更なし 

出力 kW/個 45＊５ 

個数 － 2＊５ 

取付箇所 － 送風機と同じ ＊５ 

設計上の空気の流入率 回/h 1.0＊５ 

 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○重大事故時の値を記載する必要がある場合は、設備の使用条件
（最高使用圧力／最高使用温度）の記載項目欄を追加する。 
○主配管との接続性を説明する観点から、吸込口径および吐出口
径の記載欄を追加。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
○内部飛散物に関する設計として、原動機の記載欄を使いする。 
○特記事項については、基本設計方針にて展開するため削除する。 
○設計上の空気の流入率については、居住性評価を行っている対
象建屋（室）に係る排風機において記載する、 
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仕様表の記載項目（機器分類：フィルタ（常設／可搬）） 

○高性能粒子フィルタ 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 

名 称 － 

第 1高性能粒子フ

ィルタＡ，Ｂ，Ｃ 

（ ○○ ） 

種 類 － 

箱型 

（高性能粒子フィ

ルタ 2段内蔵形） 

設
計
条
件 

機 器 の 種 類 － 再処理第 2種容器 

標準濃度 

βγ Bq/cm3[normal] ○○ 

α αBq/cm3[normal] ○○ 

Pu g/m3[normal] ○○ 

耐 震 ク ラ ス － A 

流 体 の 種 類 － 廃ガス 

最 高 使 用 圧 力 kPa 
外圧○○（○○）

２） 

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ 

仕 
 

様 

容 量 m3/h/個[normal] ○○ 

粒 子 除 去 効 率 １ ） ％ 
○○以上（0.3μ

mDOP粒子）/段 

主 要 寸 法 

全 長 mm ○○ 

全 幅 mm ○○ 

全 高 mm ○○ 

厚 さ mm ○○ 

主 要 材 料 
ケーシング － ○○L 

ろ 材 － ○○ 

個 数 － 
3（うち 1基は予

備） 

注記 １）：○○％以上/2段 

   ２）：単位は(kg/cm３) 

 

 変更前 変更後 

名称 － 

第 1高性能粒子

フィルタＡ，

Ｂ，Ｃ（機器番

号） 変更なし 

種類 － ○○ 

設

計

条

件 

流体の種類 － ○○ 

最高使用圧力 kPa ○○ 

変更なし 

（○○３）

） 

最高使用温度 ℃ ○○ 

変更なし 

（○○３）

） 

仕
様 

容量 m3/h/個[normal] ○○ 
変更なし 

粒子除去効率 ％ ○○ 

主要寸法 

吸込口径 mm － 

 

吐出口径 mm － 

全長 mm ○○ 

全幅 mm ○○ 

全高 mm ○○ 

厚さ mm ○○ 

主要材料 
ケーシング － ○○ 

ろ材 － ○○ 

個数 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － 

－ 

○○ 

設置床 － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － ○○ 

溢水防護上の配慮が 

必要な高さ 
－ ○○ 

注記 １）：○○％以上/2段 

   ２）：単位は(kg/cm３) 

   ３）：重大事故時の使用時の値を示す。 

 

 

注記 ＊：公称値を示す。 

 変更前 変更後 

名称 

－ 

緊急時対策所非常用フィル

タ装置（○○，○○発電所

共用） 

種類 － 

高性能粒子フィルタ 

よう素用チャコールフィル

タ 

効
率 

単
体 

高性能粒子 

フィルタ 
％ 

99.97以上 

（0.15μm以上の粒子に対

して） 

よう素用 

チャコール 

フィルタ 

％ 

99.75以上 

（相対湿度 70％以下，温度

10℃以下において） 

総
合 

高性能粒子 

フィルタ 
％ 

99.99以上 

（0.5μm粒子） 

よう素用 

チャコール 

フィルタ 

％ 

99.99以上 

（相対湿度 70％，温度

10℃） 

主
要
寸
法 

吸 込 口 径 mm 355.6＊ 

吐 出 口 径 mm 355.6＊ 

た て mm 1500＊ 

横 mm 7700＊ 

高 さ mm 2100＊ 

個 数 － 2 

取
付
箇
所 

系 統 名 

（ ラ イ ン 名 ） 
－ 

緊急時対策

所非常用 

フィルタ装

置 A 

緊急時対策

所換気系 

緊急時対策

所非常用 

フィルタ装

置 B 

緊急時対策

所換気系 

設 置 床 － 

緊急時対策

所 

EL.37.00m 

緊急時対策

所 

EL.37.00m 

溢 水 防 護 上 の 

区 画 番 号 
－ EM-3-1 EM-3-1 

溢 水 防 護 上 の 

配慮が必要な高さ 
－ EL.37.10m EL.37.10m 

 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していることから記載項目を削
除する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○主配管との接続性を説明する観点から、吸込口径および吐出口
径の記載欄を追加。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
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○よう素フィルタ 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

  

名 称 － 

よう素フィルタＡ，

Ｂ 

（ ○○ ） 

種 類 － たて置円筒型 

設
計
条
件 

機 器 の 種 類 － － 

耐 震 ク ラ ス － A 

流 体 の 種 類 － 廃ガス 

最 高 使 用 圧 力 kPa 外圧○○（○○）１） 

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ 

仕 
 

様 

容 量 m3/h/個[normal] ○○ 

よ う 素 除 去 効 率 ％ ○○以上 

主要寸法 

胴 内 径 mm ○○ 

胴 板 厚 さ mm ○○ 

鏡 板 厚 さ mm ○○ 

平 板 厚 さ mm ○○ 

全 高 mm ○○ 

主要材料 

胴 板 － ○○ 

鏡 板 － ○○ 

平 板 － ○○ 

ろ 材 － ○○ 

個 数 － 
2（うち 1基は予

備） 

特 記 事 項 よう素フィルタ ベッド厚 50mm以上 

注記 １）：単位は(kg/cm３)  

 
  変更前 変更後 

名称 － 
よう素フィル

タＡ，Ｂ 
変更なし 

種類 － ○○ 

設
計
条
件 

流体の種類 － ○○ 

最高使用圧力 kPa ○○ 
変更なし 

（○○１）） 

最高使用温度 ℃ ○○ 
変更なし 

（○○１）） 

仕
様 

容量 
m3/h/個

[normal] 
○○ 

変更なし 

よう素除去効率 ％ ○○ 

主要寸法 

吸込口径 mm － 

吐出口径 mm － 

胴内径 mm ○○ 

胴板厚さ mm ○○ 

鏡板厚さ mm ○○ 

平板厚さ mm ○○ 

全高 mm ○○ 

主要材料 

胴板 － ○○ 

鏡板 － ○○ 

平板 － ○○ 

ろ材 － ○○ 

個数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － 

－ 

○○ 

設置床 － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要

な高さ 
－ ○○ 

注記 １）重大事故時の値を示す。 

 

 

 

注記 ＊：公称値を示す。 

 変更前 変更後 

名 称 

－ 

フィルタ装置 

種類 － 

スクラビング水，金属

フィルタ 

及び銀ゼオライト 

効率 ＊２ ％ 

粒子状放射性物質 

99.9以上 

無機よう素 99以上 

有機よう素 99以上 

（原子炉格納容器圧力

0.31MPa時における定

格点の値） 

主
要
寸
法 

胴内径 mm 4600＊３ 

胴板厚さ mm □□（30＊３） 

鏡板厚さ mm □□（30＊３） 

横 mm 
4600＊３（鏡板長径） 

1150＊３（鏡板短径の 2

分の 1） 

管台外径 

（ベントガス入口） 

mm 
457.2＊３ 

管台厚さ 

（ベントガス入口） 

mm 
□□（14.3＊３） 

管台外径 

（ベントガス出口） 

mm 
355.6＊３ 

管台厚さ 

（ベントガス出口） 

mm 
□□（11.1＊３） 

マンホール外径 mm 609.6＊３ 

マンホール厚さ mm □□（20.0＊３） 

マンホール平板厚さ mm □□（83.2＊３） 

高 さ mm 10000＊３ 

個 数 － ○○ 

取

付

箇

所 

系 統 名 

（ ラ イ ン 名 ） 
－ ○○ 

設 置 床 － ○○m 

溢 水 防 護 上 の 

区 画 番 号 
－ ○○ 

溢 水 防 護 上 の 

配慮が必要な高さ 
－ ○○ 

 

〇〇 

○耐震クラスおよび機器の種類については、主要設備リストにて
展開する方針に見直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○標準濃度については、「機器の種類」を設定する際の根拠であり、
「機器の種類」にて必要情報を示していることから記載項目を削
除する。（機器の種類についても、主要設備リストへ記載する。） 
○主配管との接続性を説明する観点から、吸込口径および吐出口
径の記載欄を追加。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を記
載する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
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仕様表の記載項目（機種区分：グローブボックス①） 

○グローブボックス（遮蔽付き、漏えい液受皿なし） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 変更前 変更後 

名称 － ○○（機器番号）  

種類 － ○○  

設
計
条
件 

最高使用圧力 MPa ○○  

最高使用温度 ℃ ○○  

放射線防護（しゃへ

い） 
－ 

しゃへい設計区分の基準線量当量

率を満足するものとする。 
 

仕 
 

 
 

 

様 

主
要
寸
法 

たて mm ○○  

横 mm ○○  

高さ mm ○○  

全高 mm ○○  

主

要

材

料 

本体部 － ○○  

覗

き

窓

部 

材料 － ○○ ○○ ○○  

厚さ mm ○○ ○○ ○○  

密度 g/ｃｍ３ ○○ ○○ ○○  

し
ゃ
へ
い
体 

材料 － ○○ ○○ ○○  

厚さ mm ○○ ○○ ○○  

密度 g/ｃｍ３ ○○ ○○ ○○  

個数 － ○○  

 
該当する設備なし。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第○‐○表 ○○○のグローブボックスのしゃへい体の厚み及び材料 

変 更 前 変 更 後 

名称 
しゃへい

体 

しゃへい体

厚み（mm） 
材料 名称 

しゃへ

い体 

しゃへい体

厚み（mm） 
材料 

○○ 

前面しゃへ 

い体 

○○ ○○ 

○○ 

前面しゃへ

い体 

○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 

後面しゃへ 

い体 

○○ ○○ 後面しゃへ

い体 

○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 

側面しゃへ 

い体 

○○ ○○ 側面しゃへ

い体 

○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 

しゃへい窓 
○○ ○○ 

しゃへい窓 
○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

  

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
○特記事項については、基本設計方針等にて展開するため削除。 

しゃへい体等の構造・配置

を考慮し、別表として記載

することも可とする。 
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仕様表の記載項目（機器分類：グローブボックス②） 

○グローブボックス（遮蔽付き、漏えい液受皿あり） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 変更前 変更後 

名称 － ○○グローブボックス  

種類 － ○○  

設 

計 

条 

件 

最高使用圧力 MPa ○○  

最高使用温度 ℃ ○○  

放射線防護（しゃへ

い） 
－ 

しゃへい設計区分の基準線

量当量率を満足するものと

する。 

 

漏えい液

受皿部 

機 器 の

種類 
－ ○○  

仕 
 
 
 
 

様 

主 
 

要 
 

寸 
 

法 

た  て mm ○○  

横 mm ○○  

高  さ 1） mm ○○  

全  高 mm ○○  

漏え

い液

受皿

部 

深さ mm ○○  

本体板

厚さ 
mm ○○  

主
要
材
料 

本体部 － ○○  

漏えい液受皿部 － ○○  

覗
き
窓
部 

材料 － ○○ ○○  

厚さ mm ○○ ○○  

密度 g/cm３ ○○ ○○  

し
ゃ
へ
い
体 

材料 － ○○ ○○ ○○  

厚さ mm ○○ ○○ ○○  

密度 g/㎝ ３ ○○ ○○ ○○  

個 数 － ○○  

 

 

 
該当する設備なし。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第○‐○表 ○○○のグローブボックスのしゃへい体の厚み及び材料 

変 更 前 変 更 後 

名称 
しゃへい

体 

しゃへい体

厚み（mm） 
材料 名称 

しゃへ

い体 

しゃへい体

厚み（mm） 
材料 

○○ 

前面しゃへ 

い体 

○○ ○○ 

○○ 

前面しゃへ

い体 

○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 

後面しゃへ 

い体 

○○ ○○ 後面しゃへ

い体 

○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 

側面しゃへ 

い体 

○○ ○○ 側面しゃへ

い体 

○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 

しゃへい窓 
○○ ○○ 

しゃへい窓 
○○ ○○ 

○○ ○○ ○○ ○○ 
 

 

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
○特記事項については、基本設計方針等にて展開するため削除。 

しゃへい体等の構造・配置

を考慮し、別表として記載

することも可とする。 
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仕様表の記載項目（機器分類：放管設備（常設／可搬）） 

〇主排気筒ガスモニタ 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 変更前 変更後 

名称 － 主排気筒ガスモニタ  

仕
様 

検出器の種類 － 

プラスチックシンチレー

ション 
電離箱  

低レンジ 中レンジ 高レンジ  

計測範囲 

mSv/h ○～○ ○～○ －  

A － ○～○  

警報動作範囲 

mSv/h ○～○ ○～○ －  

A － － ○～○  

設置施設及び 

検出器個数 
－ 

主排気筒管理建屋 低レンジ ○○ 

中レンジ ×× 

高レンジ △△ 

 

表示場所 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名 

（ライン名） 
－ ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の 

区画番号 
－ ○○  

溢水防護上の配慮 

が必要な高さ 
－ ○○  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

○耐震クラスについては、主要設備リストにて展開する方針に見
直したため、仕様表記載項目からは削除する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
○特記事項については、基本設計方針等にて展開するため削除す
る。 
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仕様表の記載項目（機種区分：放管設備（常設／可搬）） 

〇モニタリングポスト、ダストモニタ 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 変更前 変更後 

名称 モニタリングポスト  

仕様 

検出器の種類 － 
NaI(Tl)シンチレ

ーション検出器 
電離箱  

計測範囲 μGy／h ○○～○○ ○○～○○  

警報動作範囲 μGy／h ○○～○○ ○○～○○  

検出器個数 － ○○ ○○  

表示場所 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名 

（ライン名） 
－ ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の 

区画番号 
－ ○○  

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ ○○  

 

 変更前 変更後 

名称 ダストモニタ  

仕様 

検出器の種類 － ○○  

計測範囲 μSv／h 
プラスチックシンチレ

ーション検出器 
 

警報動作範囲 μSv／h ○○～○○  

検出器個数 － ○○～○○  

表示場所 － ○○  

取
付
箇
所 

系統名 

（ライン名） 
－ ○○  

設置床 － ○○  

溢水防護上の 

区画番号 
－ ○○  

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ ○○  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○耐震クラスについては、設備リストにて展開する方針に見直し
たため、仕様表記載項目からは削除する。 
○構造図については、本文添付図から添付書類に位置付け変更と
したため、記載項目を削除する。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
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仕様表の記載項目（機器分類：通信連絡設備） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 変更前 変更後 

名称 データ収集装置  

種類 〇〇  

仕様 主要な収集データ 〇〇  

個数 〇〇  

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） 〇〇  

設置床 〇〇  

溢水防護上の区画番号 〇〇  

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 

〇〇  

 

 

(1) 基本設計方針 

第２章 個別項目 

4. 通信連絡設備 

4.1 通信連絡設備（発電所内） 

原子炉冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障その他の異常の際

に，中央制御室等から人が立ち入る可能性のある原子炉建屋，タービン建屋等

の建屋内外各所の人に操作，作業，退避の指示，事故対策のための集合等の連

絡をブザー鳴動等により行うことができる設備及び音声等により行うことが

できる設備として，警報装置及び通信設備（発電所内）を設置又は保管する設

計とする。 

（省略） 

4.2 通信連絡設備（発電所外） 

設計基準事故が発生した場合において，発電所外の本店（東京），国，地方公

共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声等によ

り行うことができる通信設備（発電所外）として，十分な数量の電力保安通信

用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），テレビ会議システム（社内）

（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），加入電話設備（加入電話及び加入

ＦＡＸ）（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），専用電話設備（専用電話

（ホットライン）（地方公共団体向））（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。）），

衛星電話設備（固定型），衛星電話設備（携帯型）及び統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡ

Ｘ）（東海，東海第二発電所共用（以下同じ。））を設置又は保管する設計とする。 

（省略） 
 

 

○他の仕様表記載と体裁を合わせる。 
○溢水影響を考慮し、取付箇所の項目を追加。 
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仕様表の記載項目（機器分類：可搬型タンクローリ） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
対象フォーマットなし（申請設備なし） 

 

 変更前 変更後 

名称 軽油用タンクローリ  

種類 － 〇〇  

容量 kL/個 〇〇  

最高使用圧力 kPa 〇〇  

最高使用温度 ℃ 〇〇  

主
要
寸
法 

胴長径 mm 〇〇  

胴短径 mm 〇〇  

胴板厚さ mm 〇〇  

鏡板厚さ mm 〇〇  

鏡板の形状に係る寸法 mm 〇〇  

排出口管台外径 mm 〇〇  

排出口管台厚さ mm 〇〇  

マンホール管台外径 mm 〇〇  

マンホール管台厚さ mm 〇〇  

マンホールふた厚さ mm 〇〇  

全長 mm 〇〇  

車両全長 mm 〇〇  

車両全幅 mm 〇〇  

車両高さ mm 〇〇  

材
料 

胴板 － 〇〇  

鏡板 － 〇〇  

マンホールふた － 〇〇  

個数 － 〇〇  

取付箇所 － 〇〇  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

○新規設備であり、類似設備の仕様表がないため、発電炉の要目
表記載項目を参照して記載項目を整理。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を
記載する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：ボンベ） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
対象フォーマットなし（申請設備なし） 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 － 可搬型圧縮空気ボンベ  

種 類 － 〇〇  

設
計
条
件 

容 量 L／個 〇〇  

最 高 使 用 圧 力 MPa 〇〇  

最 高 使 用 温 度 ℃ 〇〇  

仕 
 

 
 

 

様 

寸

法 

外径 mm 〇〇  

高さ mm 〇〇  

胴部厚さ mm 〇〇  

底部厚さ mm 〇〇  

材 料 － 〇〇  

個 数 － 〇（うち予備○）  

取 付 箇 所 － 

保管場所：〇 E.L.○m 

取付箇所：○ E.L.○m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

○新規設備であり、類似設備の仕様表がないため、発電炉の要目
表記載項目を参照して記載項目を整理。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を
記載する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：緊急時対策建屋加圧ユニット） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
対象フォーマットなし（申請設備なし） 

 

 

 変更前 変更後 

名 称 
緊急時対策建屋

加圧ユニット 
 

種類 － 〇〇 
 

容量 m３／個 〇〇  

最高使用圧力 MPa 〇〇  

最高使用温度 ℃ 〇〇  

主

要

寸

法 

外径 mm 〇〇  

高さ mm 〇〇  

たて mm 〇〇  

横 mm 〇〇  

主要材料 － 〇〇  

個数 － 〇〇  

取付箇所 － 

保管場所： 

 〇〇 EL.○m 

 

取付箇所： 

 〇〇 EL.○m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○新規設備であり、類似設備の仕様表がないため、発電炉の要目
表記載項目を参照して記載項目を整理。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を
記載する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：フェンス） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
対象フォーマットなし（申請設備なし） 

 

 変更前 変更後 

名称 可搬型汚濁水拡散防

止フェンス 
 

材質 〇〇  

個数 〇〇  

取付箇所 〇〇  

 

 

(1) 基本設計方針 

第２章 個別項目 

2. 燃料貯蔵設備 

（省略） 

燃料体等の貯蔵設備は，燃料取扱者以外の者がみだりに立ち入らないよう，フ

ェンス等により立入を制限できる設計とする。 

 

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

2.3.3 設計方針 

(1) 自然現象 

(a) 影響評価における荷重の設定 

 （省略） 

また，当社敷地近傍の隣接事業所から，設計飛来物である鋼製材の運動エネルギ

又は貫通力を上回る飛来物が想定される場合は，隣接事業所との合意文書に基づ

きフェンス等の設置により飛来物となるものを配置できない設計とすること若し

くは当該飛来物の衝撃荷重を考慮した設計荷重に対し，外部事象防護対象施設及

び外部事象防護対象施設を内包する区画の構造健全性を確保する設計とすること

若しくは当該飛来物による外部事象防護対象施設の損傷を考慮して，代替設備に

より必要な機能を確保すること若しくは安全上支障のない期間で修復等の対応を

行うこと又はそれらを適切に組み合わせることで，その安全機能を損なわない設

計とする。 

 

5.8 電気設備の設計条件 

5.8.1 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設 

 （省略） 

電気設備のうち高圧又は特別高圧の電気機械器具及び母線等は，取扱者以外の

者が容易に立ち入るおそれがないよう発電所にフェンス等を設ける設計とす

る。 

 

  

＜仮設定＞ 
○基本設計方針にて展開することが望ましい。c 
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仕様表の記載項目（機器分類：可搬型放水砲） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 
対象フォーマットなし（申請設備なし） 

 

 変更前 変更後 

名称 － 可搬型放水砲  

最高使用圧力 ｋPa 〇〇  

最高使用温度 ℃ 〇〇  

外径 mm 〇〇  

厚さ mm 〇〇  

材料 － 〇〇  

個数 － 〇〇  

取付箇所 － 

保管場所： 

 ○○ EL.○m 

 

取付箇所： 

 ○○ EL.○m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

○新規設備であり、類似設備の仕様表がないため、発電炉の要目
表記載項目を参照して記載項目を整理。 
○主要寸法については設備の構造に応じて必要な箇所の情報を
記載する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：ホース（常設／可搬）） 

既設工認 仕様表記載案 発電炉工認 

 

対象フォーマットなし（申請設備なし） 

 

変
更

後
 

取
付

箇
所

 

保
管
場
所

：
 

○
○

 

取
付
箇
所
：
 

○
○

 

保
管
場
所

：
 

○
○

 

取
付
箇
所
：
 

○
○

 

注
記
 
１

）
重
大

事
故
時
の

値
を
示

す
。

 

材
料

 

〇
〇

 

〇
〇

 

厚
さ

(
m
m
) 

〇
〇

 

〇
〇

 

外
径

(
m
m
) 

〇
〇

 

〇
〇

 

最
高

使

用
温

度

(
℃

)
 

〇
１
）
 

〇
１
）
 

最
高

使

用
圧

力

(
M
P
a)
 

〇
１

）
 

〇
１

）
 

名
称

 

〇
〇

か
ら

〇
〇

 

〇
〇

か
ら

〇
〇

 

〇 〇 系 

変
更
前

 

取
付

箇
所

 

保
管

場
所

：
 

○
○

 

取
付

箇
所

：
 

○
○

 

保
管

場
所

：
 

○
○

 

取
付

箇
所

：
 

○
○

 

材
料

 

〇
〇

 

〇
〇

 

厚
さ

(
m
m
) 

〇
〇

 

〇
〇

 

外
径

(
m
m
) 

〇
〇

 

〇
〇

 

最
高
使

用
温
度

(
℃

)
 

〇
１
）
 

〇
１
）
 

最
高
使

用
圧
力

(
M
P
a)
 

〇
１
）
 

〇
１
）
 

名
称

 

〇
〇

か
ら

〇
〇

 

〇
〇

か
ら

〇
〇

 

〇 〇 系 
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仕様表の記載項目（機器分類：貯蔵ピット） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

（ガラス固化体貯蔵建屋） 
名 称 － 貯蔵ピット 

種 類 － 間接自然空冷貯蔵方式 

設計 

条件 

耐震 

クラス 

収 納 管 － Ａ 

通 風 管 － Ａ 

仕

様 

容 量 

－ 収納管80本／基 

－ 
ガラス固化体9本／ 

収納管1本 

構成 
収納管 － 天井スラブ懸架支持 

通風管 － 支持架構に固定 

主要 

寸法 

収 納 管 

内径（mm） 442 

厚さ（mm） 11.4 

長さ（mm） 15650 

通 風 管 
内径（mm） 582 

長さ（mm） 12000 

主要 

材料 

収 納 管 － SM41A（アルミニウム溶射） 

通 風 管 － SM41A（アルミニウム溶射） 

基 数 － 2 

添付図（配置図，構造図） 
第1.1-1図，第1.1-3図及び第2.1-2図に示

す。 

 
（ガラス固化体貯蔵建屋 B棟） 

名 称 貯蔵ピット 

設
計
条
件 

種 類 間接自然空冷貯蔵方式 

構成 収納管及び通風管 各80本／基 

容 量 
ガラス固化体720本／基 

（ガラス固化体9本／収納管1本） 

主
要
寸
法 

収 納 管 

内径 442mm 

厚さ 11.4mm 

長さ 15600mm 

通 風 管 

内径 582mm 

厚さ 10㎜ 

長さ 12000mm 

主
要
材
料 

収 納 管 － SM400A JIS G 3106 

通 風 管 － SM400A JIS G 3106 

支持架構 － 
STKR490 JIS G 3466 

STPG370（支柱） JIS G 3454 

断熱材 － 
JIS A 9504（人造鉱物繊維保存材）に定め

るロックウール 

基 数 － 2 

添付図 第1.1-1図 

構造図 第1.2-3図，第1.2-4図 

特記事項 
外気に直接触れる炭素鋼部については，JIS H 9300

によりアルミニウム溶射を施工する。 
 

（ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟） 

 変更前 変更後 

名 称 貯蔵ピット 

変更なし 

種 類 － 間接自然空冷貯蔵方式 

仕様 

容 量 

－ 収納管80本／基 

－ 
ガラス固化体9本／収納管1

本 

主要 

寸法 

収納管 

内径 mm 442 

厚さ mm 11.4 

長さ mm 15600 

通風管 

内径 mm 582 

厚さ mm 10 

長さ mm 12000 

主要 

材料 

収納管 － SM400A(アルミニウム溶射) 

通風管 － SM400A(アルミニウム溶射) 

基 数 － 2基 

 

 

 

 

 

 

 

該当する設備なし 

 

 

○耐震クラスについては、設備リストにて展開する方針に見直し

たため、仕様表記載項目からは削除する。 

○貯蔵ピット自体の記載項目に見直したことから、貯蔵ピットの

支持架構や断熱材の記載項目は削除する。 

○添付図面（配置図、構造図）については、本文添付図から添付

書類に位置付け変更としたため、記載項目を削除する。 

○本設備の特記事項については、主要材料にて展開することから

削除する。 

添付図面（配置図、構造図）については、本文添付図から添付書

類に位置付け変更としたため、記載項目を削除する。 
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表中の「□□」はマスキング対象 

仕様表の記載項目（機器分類：貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

（ガラス固化体貯蔵建屋） 

名 称 － 
貯蔵建屋床面走行クレー

ン 

種 類 － 
しゃへい容器付床面走行

形 

設計条件 耐震クラス － Ｂ（しゃへい容器はＡ） 

仕
様 

ｸﾚｰﾝ 
容量（定格荷重） ｔ 4 

台 数 － 1 

し
ゃ
へ
い
容
器 

主
要
寸
法 

内 径 mm 1512 

し
ゃ
へ
い
体
厚
さ 

頂
部 

鉄 部 mm 100＋260 

ポリエチレ

ン 部 
mm 180 

胴
部 

鉄 部 mm 340 

ポリエチレ

ン 部 
mm 250 

全 高 mm 5700 

基 数 － 1 

添付図（配置図，構造図） 
第 1.1-2 図及び第 2.1-1 図に示

す。 

 
（ガラス固化体貯蔵建屋Ｂ棟） 

名称 貯蔵建屋床面走行クレーン 

設
計
仕
様 

種類 しゃへい容器付床面走行形 

容量（定格荷重） 4ｔ 

台数 1 

配置図 第 1.1-1 図 

構造図 第 1.2-1 図，第 1.2-2 図 
 

 

 

 変更前 変更後 

名称 

貯蔵建屋床面走行

クレーンのしゃへ

い容器 

変更なし 

種 類 － しゃへい容器 

仕
様 

主
要
寸
法 

内 径 mm 1512 

し
ゃ
へ
い
体
厚
さ 

頂
部 

鉄 部 mm 100＋260 

ポリエチレン部 mm 180 

胴
部 

鉄 部 mm 340 

ポリエチレン部 mm 250 

全 高 mm 5700 

基 数 － 1 

 

該当する設備なし 

 

 

○耐震クラスについては、設備リストにて展開する方針に見直し

たため、仕様表記載項目からは削除する。 

○仕様表記載対象については、安全上重要な施設設であるしゃへ

い容器が該当するため、貯蔵建屋床面走行クレーンに該当する記

載事項は削除。 

添付図面（配置図、構造図）については、本文添付図から添付書類

に位置付け変更としたため、記載項目を削除する。 
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仕様表の記載項目（機器分類：北換気筒） 

既設工認 仕様表項目案 発電炉工認 

 

 

 

 

名 称 ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒 

種 類 六角鉄塔支持形 

設
計
条
件 

耐震クラス － Ｃ 

流体の種類 － 空気 

仕 
 
 
 
 
 
 
 
 

様 

主
要
寸
法 

出口内径 m 1.9 

地上の高さ m 75.0 

主
要
材
料 

主要材料 － SMA41BP 

主柱材 － STK41 

添 付 図 

（ 構 造 図 ） 
第 1.-1 図に示す。 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名称 
北換気筒（ガラス固化体受入

れ・貯蔵建屋換気筒）１）２） 

変更な

し 

種類 
六角鉄塔支持形（制震装置付き

[減衰係数：□□３）]）４） 

仕 
 
 

様 

主
要
寸
法 

内径５） m 1.9 

地表上の高さ

６） 
m 75.0 

主要材料 － SMA41BP 

個数７） － 1 

注記 １）：北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の支持構造物は，

再処理施設と共用する。 

２）：記載の適正化を行う。既設工認には「ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋

換気筒」と記載。 

３）：オイルダンパの減衰係数を示す。 

４）：記載の適正化を行う。既設工認には「六角鉄塔支持形」と記載。 

５）：記載の適正化を行う。既設工認には「出口内径」と記載。 

６）：記載の適正化を行う。既設工認には「地上の高さ」と記載。 

７）：既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容

は設計図書による。 

 

 

(16) 排気筒の名称，種類，主要寸法，材料及び個数（内筒及び外筒の別に記載

すること。） 

 

 変更前 変更後 

名称 主排気筒 

変更なし 

種類 － 
鉄塔支持型鋼製（制震装置

付き[減衰係数：□□＊１]） 

主要

寸法 

内径＊２ mm 4500＊３，＊４ 

地表上の高さ m 140＊４ 

材料 － SS400 

個数 － 1 

注記 注１：オイルダンパの減衰係数を示す。 

   注２：記載の適正化を行う。既工事計画書には「筒身内径」と記載。 

   注３：記載の適正化を行う。既工事計画書には「4.5 m」と記載 

   注４：公称値を示す。 

 

 

 

○発電炉の記載に併せ、設備の種類に制震装置付きダンパの仕様

を記載。 

○耐震クラスについては、設備リストにて展開する方針に見直し

たため、仕様表記載項目からは削除する。 

○主要材料については、北換気筒に該当する材料を記載すること

とし、支持架構部については削除する。 
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別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕様表 作成例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名称 

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建

屋換気筒）（廃棄物管理施設，再処理施

設と共用）１）２） 

変更なし 

種類 
六角鉄塔支持形（制震装置付き[減衰係

数：□□３）]）４） 

仕 
 
 

様 

主
要
寸
法 

内径 ５） m 1.9 

地表上の高さ

６） 
m 75.0 

主要材料 － SMA41BP 

個数 ７） － 1 

 

注記 １）：北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の支持構造物は，再処理施設と

共用する。 

２）：記載の適正化を行う。既設工認には「ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒」と記

載。 

３）：オイルダンパの減衰係数を示す。 

４）：記載の適正化を行う。既設工認には「六角鉄塔支持形」と記載。 

５）：記載の適正化を行う。既設工認には「出口内径」と記載。 

６）：記載の適正化を行う。既設工認には「地上の高さ」と記載。 

７）：既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は設計図書に

よる。 
 

記載例なし 

①の例 

記載例 1／12 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名称 － モニタリングポスト 
モニタリングポスト（再
処理施設 １），ＭＯＸ燃
料加工施設と共用） 

仕
様 

検出器の種類 － 
NaI(Tl)シンチレ
ーション検出器 

電離箱 

変更なし 
 

計測範囲 μGy／h ○○～○○ ○○～○○ 
警報動作範囲 μGy／h ○○～○○ ○○～○○ 
検出器個数 － ○○ ○○ 
表示場所 － ○○ 

取
付
箇
所 

系統名 
（ライン名） 

－ 

－ 

○○ 

設置床 － ○○ 
溢水防護上の 

区画番号 
－ ○○ 

溢水防護上の配慮
が必要な高さ 

－ ○○ 

 

注記 １）：モニタリングポストは，再処理施設にて設備登録を行っている。 

記載例なし 

記載例 2／12 

①の例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名称 データ収集装置 データ収集装置 1） 

種類 ○○ 

変更なし 仕様 主要な収集データ ○○ 

個数 ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） 

― 

○○ 

設置床 ○○ 

溢水防護上の区画番号 ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ ○○ 

  

注記 1）：その他再処理設備の附属施設のうち緊急時対策建屋情報把握設備及び計測制御系統

施設のうち計測制御装置と兼用する。 

 記載例 3／12 

①の例 

②の例 

③の例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名称 

－ 

情報収集装置 1）2） 

種類 ○○ 

仕様 主要な収集データ ○○ 

個数 ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） ○○ 

設置床 ○○ 

溢水防護上の区画番号 ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ ○○ 

  

注記 1）：計測制御系統施設のうち計装設備（重大事故等対処設備）と兼用する。 

   2）本設備は既存の設備である。 
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①の例 

②の例 

③の例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 
 
 
 
〇．データ収集装置 
 
以下の設備は，その他再処理設備の附属施設のうち緊急時対策所（緊急時対策建屋情報把握設
備）であり，計測制御系統施設のうち計装設備（重大事故等対処設備）として本設工認で兼用
する。 
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①の例 

②の例 

③の例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

 

 

 

注記 1）：重大事故等時における使用時の値を示す。 

 変更前 変更後 

名称 － 冷却水循環ポンプ A,B 

変更なし 

種類 － うず巻き式 

ポ 

ン 

プ 

設
計
条
件 

核的制限値 L － 

最高使用圧力 1） MPa ○○ 

最高使用温度 1） ℃ ○○ 

定格容量 1） m3／h／個 ○○ 

仕
様 

定格揚程 1） m ○○ 

主要寸法 全高 mm ○○ 

主要材料 ケーシング － ○○ 

個数 － 

３（予備として故障時

及び待機除外時のバッ

クアップを２台） 

取付箇所 － － 

保管場所： 

・屋外エリア１ EL.約○m 

・屋外エリア２ EL.約○m 

・待機除外用保管場所 EL.約

○m 

 上記 3箇所のうち，屋外エ

リア１及び屋外エリア２に

それぞれ 1台以上，合計３台

以上保管するとともに，残り

２台を３箇所のうちいずれ

かに保管する。 

 

取付箇所： 

屋外 EL.○m 第 1貯水槽付近 

屋外 EL.○m 可搬型排水受

槽付近 

原 

動 

 

種類 － 

－ 

○○ 

出力 kW／個 ○○ 

個数 － ○○ 

取付箇所 －  ○○ 
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②の例 

①の例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

 

 

  変更前 変更後 

名称 － 凝縮器 A,B 

変更なし 

種類 － ○○ 

設
計
条
件 

機器の種類 
管側 － ○○ 

胴側 － ○○ 

標
準
濃
度 

廃ガス 

βγ Bq/㎝ ３[normal] ○○ 

α αBq/㎝ ３[normal] ○○ 

U g/m３[normal] ○○ 

Pu g/m３[normal] ○○ 

Kr-85 Bq/㎝ ３[normal] ○○ 

回収硝酸 

βγ Bq/㎝ ３ ○○ 

α αBq/㎝ ３ ○○ 

Pu g/L ○○ 

管側 流体の種類 － ○○ 

胴側 流体の種類 － ○○ 

容量（設計熱交換量） kW/個 ○○ 

管側 
最高使用圧力 MPa ○○ 

最高使用温度 ℃ ○○ 

胴側 

最高使用圧力 kPa ○○ 

最高使用温度 
℃ 

○○ 
変更なし 

（200）１） 

伝熱面積 m３/個 ○○ 
○○ 

（□□）２） 

仕
様 

主
要
寸
法 

管側 
鏡内径 mm ○○ 

変更なし 

鏡板厚さ mm ○○ 

胴側 
胴内径 mm ○○ 

胴板厚さ mm ○○ 

管板厚さ mm ○○ 

伝熱管外径 mm ○○ 

伝熱管厚さ mm ○○２） 

全高 mm ○○ 

材
料 

管側鏡板 － ○○ 

胴側鏡板 － ○○ 

管板 － ○○ 

伝熱管 － ○○ 

個数 － ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － ○○ 

設置床 － ○○ 

溢水防護上の区画番号 － ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ － ○○ 

注記 １）：重大事故等時における使用時の値を示す。 

   ２）：公称値を示す。 
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③の例 

 

①の例 

 

③の例 

②の例 

 

①の例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

 

 

 

注記 １）：既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は平成 4年

7月 6日付け 4安第 252号にて認可された設工認申請書の添付書類「Ⅰ－3 放射

線による被ばくの防止に関する計算書」による。 

   ２）：既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は平成 4年

7月 6日付け 4安第 252号にて認可された設工認申請書の添付書類「Ⅱ－８ 申

請設備に係る耐震設計の基本方針」による。 

 

 

 

    

 

 変更前 変更後 

名称 貯蔵区域しゃへい １） 

変更なし 

種類（主要構造） － 
鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コ

ンクリート造及び鉄骨造） 

壁
厚
さ 

東壁 mm 205１） 

西壁 mm 195１） 

南壁 mm 185１） 

北壁 mm 205１） 

天井 mm 190 

主要材料 － 鉄筋コンクリート及び鋼材 

個数 － 1１） 
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①の例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名称 

北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建

屋換気筒）（廃棄物管理施設，再処理施

設と共用）１）２） 

変更なし 

種類 
六角鉄塔支持形（制震装置付き[減衰係

数：□□３）]）４） 

仕 
 
 

様 

主
要
寸
法 

内径 ５） m 1.9 

地表上の高さ

６） 
m 75.0 

主要材料 － SMA41BP 

個数 ７） － 1 

 

注記 １）：北換気筒（ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒）の支持構造物は，再処理施設と

共用する。 

２）：記載の適正化を行う。既設工認には「ガラス固化体受入れ・貯蔵建屋換気筒」と記

載。 

３）：オイルダンパの減衰係数を示す。 

４）：記載の適正化を行う。既設工認には「六角鉄塔支持形」と記載。 

５）：記載の適正化を行う。既設工認には「出口内径」と記載。 

６）：記載の適正化を行う。既設工認には「地上の高さ」と記載。 

７）：既設工認の仕様表に記載がないため，記載の適正化を行う。記載内容は設計図書に

よる。 
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②の例 

①の例 

①の例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名称 － 

－ 

中型移送ポンプ 

種類 － うず巻き式 

 

 

核的制限値 L － 

最高使用圧力 MPa ○○ 

最高使用温度 ℃ ○○ 

定格容量 m3／h／個 ○○ 

仕
様 

定格揚程 m ○○ 

主要寸法 全高 mm ○○ 

主要材料 ケーシング － ○○ 

個数 

－ ３（予備として故障時及び待機除外時

のバックアップを２台） 

取付箇所 
－ 

保管場所： 

 ・屋外エリア１ EL.約○m 

 ・屋外エリア２ EL.約○m 

 ・待機除外用保管場所 EL.約○m 

 上記 3箇所のうち，屋外エリア１及び

屋外エリア２にそれぞれ 1台以上，合計

３台以上保管するとともに，残り２台を

３箇所のうちいずれかに保管する。 

 

取付箇所： 

屋外 EL.○m 第 1貯水槽付近 

屋外 EL.○m 可搬型排水受槽付近 

原 

動 

機 

種類 － ○○ 

出力 kW／個 ○○ 

個数 － ○○ 

取付箇所 － ○○ 
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①の例 

②の例 

③の例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変更前 変更後 

名称 ○○ ○○ 

検出器の種類 － ○○検出器 ○○検出器 

表示，操作場所 － 
○○建屋の現場及び中央

制御室 変更なし 
計測範囲 － ○○～○○ ○○～○○ 

警報動作範囲 － ○○ ○○ －１） 変更なし 

個数 － ○○ ○○  

取
付
箇
所 

系統図 
（ライン名） 

－ 

－ 

○○ ○○ 

設置床 － ○○ ○○ 

溢水防護上の 
区画番号 

－ ○○ ○○ 
溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ ○○ ○○ 

注記 １）：警報動作が要求される検出器ではないため，記載の適正化を行う。 
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①の例 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 
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発電炉 工認手続

ガイド 

当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 

 

 

 

変
更
後
 

取
付
箇
所
 

保
管
場
所
：
○
 

取
付
箇
所
：
○
 

 

注
記
 

１
）：

メ
ー

カ
に

て
規

定
す
る
呼

び
径
を

示
す
。

 

 
 

 
２

）：
メ

ー
カ

仕
様

に
よ

る
も
の

と
し
，
完
成
品

と
し

て
一
般
産

 
業
品

の
規
格

及
び

基
準
に
適

合
す

る
も

の
で

あ
っ

て
，
使

用
材

料
の

特
性

を

踏
ま

え
た

上
で

，
重

大
事
故

等
時
に
お
け

る
使
用

圧
力
及

び
使

用
温
度
が

負
荷
さ

れ
た
状

態
に

お
い

て
強

度
が

確
保

で
き

る
も

の
を

使
用

す
る

。
 

材
料
 

ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
，
 

ポ
リ

エ
ス

テ

ル
 

厚
さ
 

(
m
m)
 

－
２
）
 

外
径
 

(
m
m)
 

3
00
A１

）
 

最
高
使

用
温
度

（
℃
）
 

6
0 

最
高

使

用
圧

力

（
M
P
a
）
 

1
.4
 

流 体 の 種 類
 

水
 

名
称
 

放
水

砲
用
 

○
m

ホ

ー
ス
 

〇 〇 設 備 

変
更
前
 

取 付 箇 所
 

－
 

材 料
 

厚
さ
 

(
m
m)
 

外
径
 

(
m
m)
 

最
高

使

用
温

度

(
℃
) 

最
高

使

用
圧

力

(
M
Pa
）
 

流 体 の 種 類 

名 称
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例
 

①
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②
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②
の
例
 

③
の
例
 

 



仕様表　兼用先一覧表 別紙2

101

機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

燃料仮置きラック
使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設

使用済燃料受入れ設備 燃料取出し設備 - - -
使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設

重大事故等対処設備 臨界防止設備 - - -

燃料貯蔵ラック
使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設

使用済燃料貯蔵設備 燃料貯蔵設備 - - -
使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設

重大事故等対処設備 臨界防止設備 - - -

バスケット
使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設

使用済燃料貯蔵設備 燃料送出し設備 - - -
使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設

重大事故等対処設備 臨界防止設備 - - -

バスケット仮置き架台（実入り
用）

使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設

使用済燃料貯蔵設備 燃料送出し設備 - - -
使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設

重大事故等対処設備 臨界防止設備 - - -

可搬型建屋内ホース
使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設

重大事故等対処設備 スプレイ設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

放出抑制設備 注水設備 - - -

セル導出設備

- 代替セル排気系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全圧縮空気系

セル導出設備

- 代替セル排気系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全圧縮空気系

セル導出設備

- 代替セル排気系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全圧縮空気系

セル導出設備

- 代替セル排気系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全圧縮空気系

セル導出設備

- 代替セル排気系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全圧縮空気系

水素掃気配管・弁 再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全圧縮空気系

機器圧縮空気供給配管・弁 再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全圧縮空気系

冷却コイル配管・弁 再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

冷却ジャケット配管・弁 再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁 再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備 - -
代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 臨界事故時水素掃気系

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備 - -
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 臨界事故時水素掃気系

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備 - -
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 臨界事故時水素掃気系

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系配管・弁（エンド
ピース酸洗浄槽用）

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 - - - 再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備 - -
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系配管・弁（ハル・洗
浄槽用）

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 - - - 再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備 - -
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系主配管・弁

再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 - - - 再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備 - -
代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系

冷却ジャケット配管・弁 再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁 再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

セル導出設備

- 代替セル排気系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全圧縮空気系

セル導出設備

- 代替セル排気系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全圧縮空気系

溶解槽A,B 再処理設備本体 溶解施設

- -

ハル洗浄槽A,B 再処理設備本体 溶解施設 溶解設備 - - -

エンドピース酸洗浄槽A,B 再処理設備本体 溶解施設 溶解設備

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

-
放射性廃棄物の廃棄施
設

重大事故等対処設備 代替換気設備

溶解設備 -

清澄・計量設備 -

主たる登録区分

- -

中継槽A,B 再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 - - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

重大事故等対処設備

- - -

代替換気設備 -

計量・調整槽 再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備

代替換気設備 -

- -

放射性廃棄物の廃棄施
設

重大事故等対処設備

計量前中間貯槽A,B 再処理設備本体 溶解施設

代替換気設備 -

計量補助槽 再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 - - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

重大事故等対処設備 代替換気設備 -

- -

放射性廃棄物の廃棄施
設

重大事故等対処設備

計量後中間貯槽 再処理設備本体 溶解施設 清澄・計量設備 -

-

-

溶解液供給槽 再処理設備本体 分離施設 分離設備 - - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

重大事故等対処設備 代替換気設備 -

- -

放射性廃棄物の廃棄施
設

重大事故等対処設備 代替換気設備

溶解液中間貯槽 再処理設備本体 分離施設 分離設備 -
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

水素掃気配管・弁 再処理設備本体 分離施設 分離設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁 再処理設備本体 分離施設 分離設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

冷却コイル配管・弁 再処理設備本体 分離施設 分離設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁 再処理設備本体 分離施設 分離設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

凝縮液回収系 再処理設備本体 分離施設 分離設備 - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

水素掃気配管・弁 再処理設備本体 分離施設 分配設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁 再処理設備本体 分離施設 分配設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器注水配管・弁 再処理設備本体 分離施設 分配設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

水素掃気配管・弁 再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留処理
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁 再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留処理
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

冷却コイル配管・弁 再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留処理
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

冷却ジャケット配管・弁 再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留処理
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁 再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留処理
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

プルトニウム溶液受槽 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備

再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備油水分離槽

再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備プルトニウム濃縮缶供給槽

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留処理
設備

第３一時貯留処理槽

第４一時貯留処理槽

プルトニウム溶液供給槽 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備

再処理設備本体 分離施設 分配設備プルトニウム溶液中間貯槽

第２一時貯留処理槽 再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留処理
設備

再処理設備本体 分離施設
分離建屋一時貯留処理
設備

抽出廃液中間貯槽 再処理設備本体 分離施設 分離設備

抽出廃液供給槽A,B 再処理設備本体 分離施設 分離設備

プルトニウム溶液受槽 再処理設備本体 分離施設 分配設備

抽出廃液受槽 再処理設備本体 分離施設 分離設備
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

計測制御系統施設 計測制御設備
重大事故時プルトニウム
濃縮缶加熱停止設備

- - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 代替安全冷却水系 -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

配管・弁 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備 - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

凝縮液回収系 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備 - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

機器圧縮空気供給配管・弁 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

冷却コイル配管・弁 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

水素掃気配管・弁 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備 - -
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

第２一時貯留処理槽 再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

第３一時貯留処理槽

第７一時貯留処理槽 再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

プルトニウム濃縮液計量槽 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備

再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備プルトニウム濃縮液中間貯槽

第１一時貯留処理槽 再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

リサイクル槽 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備

希釈槽 再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備

再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備プルトニウム濃縮液一時貯槽

再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備プルトニウム溶液一時貯槽

再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備プルトニウム濃縮缶

再処理設備本体 精製施設 プルトニウム精製設備プルトニウム濃縮液受槽
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 臨界事故時水素掃気系
臨界事故の発生を想定
する機器

-

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備 - -
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 臨界事故時水素掃気系
臨界事故の発生を想定
する機器

-

配管・弁 再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

- - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 臨界事故時水素掃気系 圧縮空気設備 -

冷却コイル配管・弁 再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁 再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

水素掃気配管・弁 再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系配管・弁（第5一
時貯留処理槽用）

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

- - - 再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備 - -
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系配管・弁（第7一
時貯留処理槽用）

再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

- - - 再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備 - -
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

配管・弁 再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備

- - 溶液系
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

水素掃気配管・弁 再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備

- - 溶液系
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁 再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備

- - 溶液系
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

冷却ジャケット配管・弁 再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備

- - 溶液系
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁 再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備

- - 溶液系
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

凝縮液回収系 再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備

- -
ウラン・プルトニウム混合
脱硝系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

屋外監視カメラ 計測制御系統施設 中央制御室 - - - - 計測制御系統施設 制御室
使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設の制御
室

- - -

溶解槽圧力計 計測制御系統施設 計測制御設備 - - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

臨界事故の拡大を防止
するために必要な計装
設備

- - -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

臨界事故の拡大を防止
するために必要な計装
設備

- - -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

廃ガス洗浄塔入口圧力計 計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めに必要な計装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

可搬型セル導出ユニットフィ
ルタ差圧計

計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めに必要な計装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

放射線分解により発生
する水素による爆発に対
処するために必要な計

- - -

可搬型フィルタ差圧系 計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めに必要な計装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

放射線分解により発生
する水素による爆発に対
処するために必要な計

- - -

可搬型廃ガス洗浄塔入口圧
力計

計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めに必要な計装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

放射線分解により発生
する水素による爆発に対
処するために必要な計

- - -

可搬型導出先セル圧力計 計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めに必要な計装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

放射線分解により発生
する水素による爆発に対
処するために必要な計

- - -

可搬型貯槽温度計（熱電対） 計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めに必要な計装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

放射線分解により発生
する水素による爆発に対
処するために必要な計

- - -

可搬型貯槽温度計（測温抵
抗体）

計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めに必要な計装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

放射線分解により発生
する水素による爆発に対
処するために必要な計

- - -

可搬型貯槽温度計（テス
ター）

計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めに必要な計装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

放射線分解により発生
する水素による爆発に対
処するために必要な計

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備

混合槽A,B

再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備

一時貯槽

廃ガス洗浄塔入口圧力計 計測制御系統施設 計測制御設備 -

第５一時貯留処理槽 再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

機器圧縮空気供給配管・弁 再処理設備本体 精製施設
精製建屋一時貯留処理
設備

硝酸プルトニウム貯槽 再処理設備本体 脱硝施設
ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

プルトニウム濃縮缶供給槽液
位計

計測制御系統施設 計測制御設備 - - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

プルトニウム濃縮缶供給槽液
位計

計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

冷却機能の喪失による
蒸発乾固に対処するた
めに必要な計装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

供給槽ゲデオン流量計 計測制御系統施設 計測制御設備 - - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

プルトニウム濃縮缶圧力計 計測制御系統施設 計測制御設備 - - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

プルトニウム濃縮缶液相部温
度計

計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

放射線分解により発生
する水素による爆発に対
処するために必要な計

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気
温度計

計測制御系統施設 計測制御設備 - - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

廃ガス貯留設備の圧力計 計測制御系統施設 計測制御設備
臨界事故の拡大を防止
するために必要な計装
設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

廃ガス貯留設備の流量計 計測制御系統施設 計測制御設備
臨界事故の拡大を防止
するために必要な計装
設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

有機溶媒等による火災
又は爆発に対処するた
めに必要な計装設備

- - -

可搬型燃料貯蔵プール等状
態監視カメラ

計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

使用済燃料貯蔵槽の冷
却塔のために必要な計
装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

工場外への放射性物質
の放出を抑制するため
に必要な計装設備

- - -

可搬型燃料貯蔵プール等空
間線量率計

計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

使用済燃料貯蔵槽の冷
却塔のために必要な計
装設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

工場外への放射性物質
の放出を抑制するため
に必要な計装設備

- - -

監視制御盤 計測制御系統施設 制御室 - - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

監視制御盤 計測制御系統施設 制御室 中央制御室 - - - 計測制御系統施設 制御室（重大事故時） - - - -

監視制御盤 計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

制御室（重大事故時） - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

安全系監視制御盤 計測制御系統施設 制御室 - - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

安全系監視制御盤 計測制御系統施設 制御室 中央制御室 - - - 計測制御系統施設 制御室（重大事故時） - - - -

安全系監視制御盤 計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

制御室（重大事故時） - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
常設重大事故等対処設
備

- -

情報把握計装設備用屋内伝
送系統

計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

制御室（重大事故時） - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

建屋間伝送無線装置 計測制御系統施設 制御室 - - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

建屋間伝送無線装置 計測制御系統施設
計測設備（重大事故等
対処設備）

制御室（重大事故時） 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

プルトニウム濃縮缶気相部温
度計

計測制御系統施設 計測制御設備

情報把握計装設備用屋内伝
送系統

計測制御系統施設 制御室

前処理建屋可搬型情報収集
装置

計測制御系統施設 制御室

分離建屋可搬型情報収集装
置

計測制御系統施設 制御室

制御室計測制御系統施設
精製建屋可搬型情報収集装
置

制御室計測制御系統施設
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋可搬型情報収集装置

制御室計測制御系統施設
高レベル廃液ガラス固化建屋
可搬型情報収集装置

制御室計測制御系統施設
制御建屋可搬型情報収集装
置

制御室計測制御系統施設
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報収集装置

制御室計測制御系統施設
制御建屋可搬型情報表示装
置

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
可搬型情報表示装置

計測制御系統施設 制御室

制御室計測制御系統施設
第1保管庫・貯水所可搬型情
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

情報把握計装設備可搬型発
電機

計測制御系統施設 制御室 - - - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

機器圧縮空気供給配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（前処理建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（分離建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（精製建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（高レベル廃液ガラス固
化建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（精製建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（前処理建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 臨界事故時水素掃気系 圧縮空気設備 -

機器圧縮空気供給配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（精製建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 臨界事故時水素掃気系 圧縮空気設備 -

機器注水配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（前処理建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（分離建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁 計測制御系統施設
計測制御設備
（高レベル廃液ガラス固
化建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

データ表示装置 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

緊急時対策所 重大事故等対処設備
緊急時対策建屋情報把
握設備

- -

情報把握計装設備無線装置 計測制御系統施設 制御室 - - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 情報把握計装設備
常設重大事故等対処設
備

- -

北換気筒（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋換気筒）

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 換気設備 北換気筒 - - 放射線管理施設
放射線監視設備（重大
事故等対処設備）

- - - -

放射線管理施設
放射線監視設備（重大
事故等対処設備）

- - - -

放射線管理施設
放射線監視設備（重大
事故等対処設備）

代替モニタリング設備 - - -

配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

-
塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
高レベル廃液ガラス固化
建屋塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル濃縮廃液廃ガ
ス処理系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

隔離弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

隔離弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

隔離弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

-
塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

隔離弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

隔離弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
高レベル廃液ガラス固化
建屋塔槽類廃ガス処理
設備

-
高レベル濃縮廃液廃ガ
ス処理系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

隔離弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
せん断処理・溶解廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
せん断処理・溶解廃ガス
処理設備

- -

隔離弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

-
塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）

水封安全器
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備 - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

凝縮器
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
せん断処理・溶解廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
せん断処理・溶解廃ガス
処理設備

- -

凝縮器
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

-
塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）

高性能粒子フィルタ
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
せん断処理・溶解廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
せん断処理・溶解廃ガス
処理設備

- -

高性能粒子フィルタ
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

-
塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）

排風機
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
せん断処理・溶解廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
せん断処理・溶解廃ガス
処理設備

- -

排風機
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

-
塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）

主配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
せん断処理・溶解廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
せん断処理・溶解廃ガス
処理設備

- -

主配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

-
塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）

- -

- - - -

制御室計測制御系統施設
報収集装置

制御室計測制御系統施設
第2保管庫・貯水所可搬型情
報収集装置

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
換気設備

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 換気設備
使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋換気設備
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

廃ガスポット
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

-
塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）

主配管
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
前処理建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備

- -

主配管
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -

主配管
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備 - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
高レベル廃液ガラス固化
建屋塔槽類廃ガス処理
設備

高レベル濃縮廃液廃ガ
ス処理系

-

機器注水配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備

- -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
分離建屋塔槽類廃ガス
処理設備

- -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 塔槽類廃ガス処理設備
精製建屋塔槽類廃ガス
処理設備

-
塔槽類廃ガス処理系（プ
ルトニウム系）

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

ダクト・ダンパ
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 - - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備 精製建屋換気設備 - -

凝縮液回収系
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 換気設備 前処理建屋換気設備 - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

セル排気フィルタユニット
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 - - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備 精製建屋換気設備 - -

グローブボックス・セル排風機
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 - - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備 精製建屋換気設備 - -

ダクト
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 - - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備

- -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

凝縮液回収系
放射性廃棄物の廃棄施
設

固体廃棄物の廃棄施設
高レベル廃液ガラス固化
設備

- - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

機器圧縮空気供給配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

固体廃棄物の廃棄施設
高レベル廃液ガラス固化
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

冷却コイル配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

固体廃棄物の廃棄施設
高レベル廃液ガラス固化
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

固体廃棄物の廃棄施設
高レベル廃液ガラス固化
設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

分離建屋の高レベル廃液濃
縮缶凝縮器

放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮設備 - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

分離建屋の第1エジェクタ凝
縮器

放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮設備 - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

- -高レベル廃液濃縮設備

- -

- - -

- - -

- - -

- -

- -

- -

- -

前処理建屋換気設備換気設備気体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

ダクト・ダンパ

分離建屋換気設備換気設備気体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

ダクト・ダンパ

精製建屋換気設備換気設備気体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

ダクト・ダンパ

ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備

換気設備気体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

ダクト・ダンパ

高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備

換気設備気体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

ダクト・ダンパ

高レベル廃液ガラス固化
設備

固体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

高レベル廃液混合槽A,B

供給液槽A,B
高レベル廃液ガラス固化
設備

固体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

高レベル廃液ガラス固化
設備

固体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

供給槽A,B

高レベル廃液処理設備液体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

高レベル廃液濃縮缶
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

凝縮液回収系
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮設備 - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮設備 - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - 代替安全冷却水系 -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 代替セル排気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

水素掃気配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮設備 - 高レベル廃液濃縮系
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

水素掃気配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液貯蔵設備 -
高レベル濃縮廃液貯蔵
系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

水素掃気配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液貯蔵設備 - 共用貯蔵系
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮設備 - 高レベル廃液濃縮系
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液貯蔵設備 -
高レベル濃縮廃液貯蔵
系

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液貯蔵設備 - 共用貯蔵系
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

内部ループ配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮設備 - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

冷却コイル配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮設備 - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮設備 - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備
高レベル濃縮廃液貯蔵
設備

-
高レベル濃縮廃液貯蔵
系

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備
高レベル濃縮廃液貯蔵
設備

- 供用貯蔵系
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

冷却水配管・弁（凝縮器）
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 高レベル廃液処理設備 高レベル廃液濃縮設備 - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

第1低レベル廃液処理系
放射性廃棄物の廃棄施
設

液体廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備 低レベル廃液処理設備 - -

主排気筒ガスモニタ 放射線管理施設 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 - - - 放射線管理施設
放射線監視設備（重大
事故等対処設備）

- - - -

排気サンプリング設備
（主排気筒の排気モニタリング
設備）

放射線管理施設 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 - - - 放射線管理施設
放射線監視設備（重大
事故等対処設備）

- - - -

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
換気筒ガスモニタ

放射線管理施設 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 - - - 放射線管理施設
放射線監視設備（重大
事故等対処設備）

- - - -

排気サンプリング設備
（使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋換気筒の排気モニタリング

放射線管理施設 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 - - - 放射線管理施設
放射線監視設備（重大
事故等対処設備）

- - - -

モニタリングポスト 放射線管理施設 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 環境モニタリング設備 - - 放射線管理施設
放射線監視設備（重大
事故等対処設備）

- - - -

ダストモニタ 放射線管理施設 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 環境モニタリング設備 - - 放射線管理施設
放射線監視設備（重大
事故等対処設備）

- - - -

放射能測定装置（ガスフロー
カウンタ）

放射線管理施設 試料分析関係設備 放出管理分析設備 - - - 放射線管理施設
試料分析関係設備（重
大事故等対処設備）

- - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

高レベル廃液処理設備液体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

第１高レベル濃縮廃液貯槽

高レベル廃液処理設備液体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

第１高レベル濃縮廃液貯槽

高レベル廃液処理設備液体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

第２高レベル濃縮廃液貯槽

高レベル廃液処理設備液体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

第１高レベル濃縮廃液一時貯
槽

高レベル廃液処理設備液体廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施
設

第２高レベル濃縮廃液一時貯
槽

高レベル廃液処理設備液体廃棄物の廃棄施設高レベル廃液共用貯槽
放射性廃棄物の廃棄施
設
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

放射能測定装置（液体ｼﾝﾁ
ﾚｰｼｮﾝカウンタ）

放射線管理施設 試料分析関係設備 放出管理分析設備 - - - 放射線管理施設
試料分析関係設備（重
大事故等対処設備）

- - - -

放射線管理施設
試料分析関係設備（重
大事故等対処設備）

- - - -

放射線管理施設
環境試料測定設備（重
大事故等対処設備）

- - - -

気象観測設備（風向風速計，
日射計，放射収支計，雨量
計）

放射線管理施設 環境管理設備 - - - - 放射線管理施設
環境管理設備（重大事
故等対処設備）

- - - -

可搬型データ表示装置 放射線管理施設 代替モニタリング設備 - - - - 放射線管理施設 代替気象観測設備 - - - -

放射線管理施設 代替気象観測設備 - - - -

放射線管理施設
環境モニタリング用代替
電源設備

- - - -

可搬型排気モニタリングデー
タ伝送装置

放射線管理施設 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 代替モニタリング設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

可搬型環境モニタリングデー
タ伝送装置

放射線管理施設 放射線監視設備 屋外モニタリング設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 代替モニタリング設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

可搬型気象観測用データ伝
送装置

放射線管理施設 環境管理設備 - - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 代替気象観測設備
可搬型重大事故等対処
設備

- -

止水板及び蓋
その他再処理設備の附
属施設

溢水防護設備 - - - -
使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設

重大事故等対処設備 漏えい抑制設備 - -

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備
代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系

- -

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

- -

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備
代替可溶性中性子吸収
材緊急供給系

- -

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

- -

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

- -

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備 圧縮空気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 臨界事故時水素掃気系
臨界事故時水素掃気系
に関連する圧縮空気設
備

-

再処理設備本体 溶解施設 重大事故等対処設備
重大事故時可溶性中性
子吸収材供給系

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備 圧縮空気設備 -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 臨界事故時水素掃気系
臨界事故時水素掃気系
に関連する圧縮空気設
備

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備 圧縮空気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 臨界事故時水素掃気系
臨界事故時水素掃気系
に関連する圧縮空気設
備

-

放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備 圧縮空気設備 - -

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 臨界事故時水素掃気系
臨界事故時水素掃気系
に関連する圧縮空気設
備

-

データ収集装置
その他再処理設備の附
属施設

緊急時対策所
緊急時対策建屋情報把
握設備

- - - 計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

計測制御系統施設
計装設備（重大事故等
対処設備）

再処理施設への故意に
よる大型航空機の衝突
その他のテロリズムが発

- - -

凝縮液回収系
その他再処理設備の附
属施設

化学薬品貯蔵供給設備 化学薬品貯蔵供給系 - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 代替換気設備 セル導出設備 - -

冷却水循環ポンプ
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 一般冷却水系 - - -
放射性廃棄物の廃棄施
設

気体廃棄物の廃棄施設 廃ガス貯留設備 冷却水設備 - -

受電開閉設備
その他再処理設備の附
属施設

電気設備 受電開閉設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

受電開閉設備 - -

受電変圧器
その他再処理設備の附
属施設

電気設備 受電開閉設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

受電開閉設備 - -

非常用電源建屋の6.9ｋＶ非
常用主母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運
転予備用主母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ運
転予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常
用主母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

第２ユーティリティ建屋の6.9ｋ
Ｖ運転予備用主母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

第２ユーティリティ建屋の6.9ｋ
Ｖ常用主母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

前処理建屋の6.9ｋＶ非常用
母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

前処理建屋の6.9ｋＶ運転予
備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

分離建屋の6.9ｋＶ運転予備
用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

精製建屋の6.9ｋＶ運転予備
用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

- - - -

- - 一般圧縮空気系

- - 安全圧縮空気系

- - - 一般圧縮空気系

- - -

- - - -

- - -

- - - -代替モニタリング設備放射線管理施設監視測定用運搬車

空気圧縮機
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備

放出管理分析設備試料分析関係設備放射線管理施設核種分析装置

-

圧縮空気設備
その他再処理設備の附
属施設

空気貯槽

安全圧縮空気系圧縮空気設備
その他再処理設備の附
属施設

空気圧縮機

-圧縮空気設備
その他再処理設備の附
属施設

空気貯槽

- - -

圧縮空気設備
その他再処理設備の附
属施設

空気圧縮機

-圧縮空気設備
その他再処理設備の附
属施設

空気貯槽

緊急時対策所（重大事
故等対処設備）

その他再処理設備の附
属施設

情報収集装置
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

制御建屋の6.9ｋＶ非常用母
線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

制御建屋の6.9ｋＶ運転予備
用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋の6.9ｋＶ非常用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋の6.9ｋＶ運転予備用母
線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

高レベル廃液ガラス固化建屋
の6.9ｋＶ運転予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の6.9ｋＶ非常用
母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の6.9ｋＶ常用母
線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

低レベル廃棄物処理建屋の
6.9ｋＶ運転予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内高圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内高圧系統 - -

非常用電源建屋の460Ｖ非常
用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

ユーティリティ建屋の460Ｖ運
転予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

第２ユーティリティ建屋の460
Ｖ運転予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

前処理建屋の460Ⅴ非常用母
線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

前処理建屋の460Ｖ運転予備
用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

分離建屋の460Ⅴ非常用母線
その他再処理設備の附
属施設

電気設備 分離建屋の電気設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

分離建屋の460Ｖ運転予備用
母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

精製建屋の460Ⅴ非常用母線
その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

精製建屋の460Ｖ運転予備用
母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

制御建屋の460Ｖ非常用母線
その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

制御建屋の460Ｖ運転予備用
母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋の460Ｖ非常用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋の460Ｖ運転予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

高レベル廃液ガラス固化建屋
の460Ｖ非常用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

高レベル廃液ガラス固化建屋
の460Ｖ運転予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の460Ｖ非常用母
線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

低レベル廃棄物処理建屋の
460Ｖ運転予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

低レベル廃液処理建屋の460
Ｖ運転予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

ハル・エンドピース貯蔵建屋
の460Ｖ運転予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

ウラン脱硝建屋の460Ｖ運転
予備用母線

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 所内低圧系統 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

所内低圧系統 - -

非常用電源建屋の第２非常
用直流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

ユーティリティ建屋の直流電
源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

第２ユーティリティ建屋の直流
電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

前処理建屋の第２非常用直
流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

前処理建屋の直流電源設備
その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

分離建屋の第２非常用直流
電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

精製建屋の第２非常用直流
電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

制御建屋の第２非常用直流
電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

制御建屋の直流電源設備
その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋の第２非常用直流電源
設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

高レベル廃液ガラス固化建屋
の第２非常用直流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の第１非常用直
流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

低レベル廃棄物処理建屋の
直流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

低レベル廃液処理建屋の直
流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

ハル・エンドピース貯蔵建屋
の直流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

ウラン脱硝建屋の直流電源設
備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備 直流電源設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

直流電源設備 - -

ユーティリティ建屋の計測制
御用交流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

第２ユーティリティ建屋の計測
制御用交流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

前処理建屋の非常用計測制
御用交流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

前処理建屋の計測制御用交
流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

分離建屋の非常用計測制御
用交流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

分離建屋の計測制御用交流
電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

精製建屋の非常用計測制御
用交流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

精製建屋の計測制御用交流
電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

制御建屋の非常用計測制御
用交流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

制御建屋の計測制御用交流
電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋の非常用計測制御用交
流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋の計測制御用交流電源
設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

高レベル廃液ガラス固化建屋
の非常用計測制御用交流電
源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

高レベル廃液ガラス固化建屋
の計測制御用交流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の非常用計測制
御用交流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の計測制御用交
流電源設備

その他再処理設備の附
属施設

電気設備
計測制御用交流電源設
備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

電気設備
全交流動力電源喪失を
要因とせずに発生する
重大事故等に対処する

計測制御用交流電源設
備

- -

水素掃気配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 - - -
安全圧縮空気系
（前処理建屋）

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

水素掃気配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 - - -
安全圧縮空気系
（分離建屋）

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

水素掃気配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 - - -
安全圧縮空気系
（精製建屋）

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

水素掃気配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 - - -
安全圧縮空気系
（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋）

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

水素掃気配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 - - -
安全圧縮空気系
（高レベル廃液ガラス固
化建屋）

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発を未然に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 - - -
安全圧縮空気系
（精製建屋）

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 - - -
安全圧縮空気系
（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋）

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 - - -
安全圧縮空気系
（高レベル廃液ガラス固
化建屋）

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

機器圧縮空気供給配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

分析設備 - - - -
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

可搬型建屋外ホース
その他再処理設備の附
属施設

放出抑制設備 放水設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

放出抑制設備 注水設備 - - -

可搬型建屋内ホース
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - -
代替安全冷却水系
（冷却コイル又は冷却
ジャケットへの通水用の

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

大型移送ポンプ車
その他再処理設備の附
属施設

給水処理設備 重大事故等対処設備 放水設備 - -
その他再処理設備の附
属施設

給水処理設備 重大事故等対処設備 水供給設備 - -

ホース展張車
その他再処理設備の附
属施設

給水処理設備 重大事故等対処設備 放水設備 - -
その他再処理設備の附
属施設

給水処理設備 重大事故等対処設備 水供給設備 - -

運搬車
その他再処理設備の附
属施設

冷却水系 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系
その他再処理設備の附
属施設

給水処理設備 重大事故等対処設備 水供給設備 - -

運搬車
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系
その他再処理設備の附
属施設

放出抑制設備 抑制設備設備 - - -

内部ループ配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 - - -
安全冷却水系
（前処理建屋）

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

内部ループ配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 - - -
安全冷却水系
（分離建屋）

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

内部ループ配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 - - -
安全冷却水系
（精製建屋）

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

内部ループ配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 - - -
安全冷却水系
（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋）

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

内部ループ配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 - - -
安全冷却水系
（高レベル廃液ガラス固
化建屋）

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

冷却コイル配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 - - -
安全冷却水系
（高レベル廃液ガラス固
化建屋）

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

分析設備
（前処理建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

分析設備
（分離建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 - - -
安全圧縮空気系
（精製建屋）

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系
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機器名称 施設区分 系統名 設備別記載事項 施設区分 系統名 設備別記載事項

兼用する登録区分

設備区分 設備区分

主たる登録区分

機器注水配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

分析設備
（精製建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 - - -
安全圧縮空気系
（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋）

その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

化学薬品貯蔵供給設備 - - - 化学薬品貯蔵供給系
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

機器注水配管・弁
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備
（高レベル廃液柄指す固
化建屋）

- - - -
その他再処理設備の附
属施設

冷却水設備 重大事故等対処設備 - - 代替安全冷却水系

大型移送ポンプ
その他再処理設備の附
属施設

放出抑制設備 放水設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

放出抑制設備 注水設備 - - -

可搬型酸素濃度計
その他再処理設備の附
属施設

緊急時対策所
緊急時対策建屋環境測
定設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

緊急時対策所 重大事故等対処設備
緊急時対策建屋環境測
定設備

- -

可搬型二酸化炭素濃度系
その他再処理設備の附
属施設

緊急時対策所
緊急時対策建屋環境測
定設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

緊急時対策所 重大事故等対処設備
緊急時対策建屋環境測
定設備

- -

可搬型窒素酸化物濃度計
その他再処理設備の附
属施設

緊急時対策所
緊急時対策建屋環境測
定設備

- - -
その他再処理設備の附
属施設

緊急時対策所 重大事故等対処設備
緊急時対策建屋環境測
定設備

- -

通信連絡設備
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 - - - -
その他再処理設備の附
属施設

緊急時対策所 重大事故等対処設備 通信連絡設備 - -

ページング装置
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内通信連絡設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

所内携帯電話
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内通信連絡設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

専用回線電話
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内通信連絡設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

プロセス伝送サーバ
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内データ伝送設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内データ伝送設備
常設重大事故等対処設
備

- -

放射線管理用計算機
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内データ伝送設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内データ伝送設備
常設重大事故等対処設
備

- -

環境中継サーバ
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内データ伝送設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内データ伝送設備
常設重大事故等対処設
備

- -

総合防災盤
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内データ伝送設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所内データ伝送設備
常設重大事故等対処設
備

- -

統合原子力防災ネットワークＩ
Ｐ電話

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

統合原子力防災ネットワークＩ
Ｐ－ＦＡＸ

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

統合原子力防災ネットワーク
ＴＶ会議システム

その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

一般加入電話
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

一般携帯電話
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

衛星携帯電話
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

データ伝送設備
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外通信連絡設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外データ伝送設備
常設重大事故等対処設
備

- -

データ伝送設備
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 所外データ伝送設備 - - -
その他再処理設備の附
属施設

通信連絡設備 代替通信連絡設備
常設重大事故等対処設
備

- -

可搬型空気圧縮機 圧縮空気設備 重大事故等対処設備 - - - 代替安全圧縮空気系
その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

その他再処理設備の附
属施設

圧縮空気設備 重大事故等対処設備 代替安全圧縮空気系
水素爆発の再発に防止
するための空気の供給
に使用する設備

-

中央制御室送風機 計測制御系統設備 制御室 中央制御室 - - - 計測制御系統施設 制御室（重大事故時） - - - -

制御建屋の換気ダクト 計測制御系統設備 制御室 中央制御室 - - - 計測制御系統施設 制御室（重大事故時） - - - -

制御室送風機 計測制御系統設備 制御室
使用済燃料受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室

- - - 計測制御系統施設 制御室（重大事故時） - - - -

使用済燃料受入れ施設及び
貯蔵施設の換気ダクト

計測制御系統設備 制御室
使用済燃料受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室

- - - 計測制御系統施設 制御室（重大事故時） - - - -

中央制御室遮蔽 計測制御系統設備 制御室
使用済燃料受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室

- - - 計測制御系統施設 制御室（重大事故時） - - - -

制御室遮蔽 計測制御系統設備 制御室
使用済燃料受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室

- - - 計測制御系統施設 制御室（重大事故時） - - - -

- - -所内通信連絡設備通信連絡設備
その他再処理設備の附
属施設

ファクシミリ

- 代替安全圧縮空気系重大事故等対処設備圧縮空気設備可搬型建屋外ホース - -
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仕様表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 
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 別紙－３ 

 

仕様表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

1. 要旨 

設備に対する要求事項を踏まえ，機器等の「取付箇所」の記載として以下に

記載方針をまとめた。 

 

2. 設工認における取付箇所の記載事項について 

再処理施設及び加工施設においては，仕様表記載事項や記載項目を整理した

原子力規制委員会が定めたガイド類が存在しないため、「発電用原子炉施設の

工事計画に係る手続きガイド」（以下，「手続きガイド」という）の機器等の仕

様に関する記載要求範囲を参照し，記載事項を整理するものとする。 

手続きガイドに記載される「取付箇所」への記載要求は以下の通り。 

 

（抜粋） 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から使用箇所に取り付けて

いる機器等を含む。）については，属する系統の機能の独立性及び位置的分散を

示すために十分な配置を説明する記載とする必要があり，また，溢水防護上の

配慮が必要な機器等については，防護区画との関係及び据付高さ等を記載する

必要がある。 

 

3. 記載方針 

上記，手続きガイドを参考に，仕様表の「取付箇所」記載方針を次に記載す

る。 

なお，火災防護対象機器の取り扱いについても，本資料で明確化する。 

別紙－３ 

 

要目表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

1. 要旨 

別表第二の記載要求事項のうち，機器等の「取付箇所」の記載として以下に

記載方針をまとめた。 

 

2. 発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド記載内容について 

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」（以下，「手続きガイド」

という）の機器等の仕様に関する記載要求範囲として記載される「取付箇所」

への記載要求は以下の通り。 

 

 

 

（抜粋） 

常設の機器等（可搬型の機器等の一部で通常運転時から使用箇所に取り付けて

いる機器等を含む。）については，属する系統の機能の独立性及び位置的分散を

示すために十分な配置を説明する記載とする必要があり，また，溢水防護上の

配慮が必要な機器等については，防護区画との関係及び据付高さ等を記載する

必要がある。 

 

3. 記載方針 

上記，手続きガイドに基づき，要目表の「取付箇所」記載方針を次に記載

する。なお，火災防護対象機器の取り扱いについても，本資料で明確化す

る。 
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 仕様表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

1. 「属する系統の機能の独立性」について 

常設機器等の「属する系統の機能の独立性」については，添付図面の「系統

図」で示す。そのため，仕様表の取付箇所の欄には，当該機器が接続する系統名

（ライン名）の記載欄を設け，その欄に取り付ける系統名（「○○○ライン」等

と表記する。）を記載する。 

また，系統図側には，施設名及び設備系統名が識別できるよう「施設区分名」

と「設備（系統）区分名」を図面名称欄に記載し，仕様表と図面が繋がる記載と

する。 

なお，○○ポンプA，B や○○弁A，B，C などの機器の「個数」が複数個あるも

のについては，その機器毎に「系統名」を記載する。また，系統に接続していな

いもの（例：クレーン等）については「－」で示す。 

（記載例①参照） 

 

2. 「位置的分散」について 

常設機器等の「位置的分散」は，添付図面の「配置図」で示す。 

そのため，仕様表の取付箇所欄には，当該機器を設置する「設置床」の記載欄

を設け，その欄に「建屋の名称」及び機器等の「設置床レベル」を記載する。 

また，「配置図」側には，機器配置が識別できるよう「建屋の名称」及び「設

置床レベル」を図面に記載し，仕様表と図面が繋がる記載とする。 

なお，「設置床レベル」の表記方法については，事業変更許可申請書に準じ

る。 

（記載例②参照） 

 

3. 「溢水防護上の配慮が必要な機器等」について 

3.1 防護区画との関係について 

溢水防護上の配慮を必要とする機器等と溢水防護区画との関係が分かるよう

に仕様表の取付箇所の欄には，その機器が設置される「溢水防護上の区画番

号」を記載する。 

なお，「○○施設の溢水による損傷の防止に関する説明書」に「防護区画番

号」を示した「防護対処設備リスト」と「防護区画図面」を添付することでそ

れらの関係性を示す。 

また，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の

記載方法については図１及び図２に示す。 

（記載例③参照） 

 

仕様表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

1. 「属する系統の機能の独立性」について 

常設機器等の「属する系統の機能の独立性」については，添付図面の「系統

図」で示す。そのため，要目表の取付箇所の欄には，当該機器が接続する系統名

（ライン名）の記載欄を設け，その欄に取り付ける系統名（「○○○ライン」等

と表記する。）を記載する。 

また，系統図側には，施設名及び設備系統名が識別できるよう「施設区分名」

と「設備（系統）区分名」を図面名称欄に記載し，要目表と図面が繋がる記載と

する。 

なお，○○ポンプA，B や○○弁A，B，C などの機器の「個数」が複数個あるも

のについては，その機器毎に「系統名」を記載する。また，系統に接続していな

いもの（例：クレーン等）については「－」で示す。７ 

（記載例①参照） 

 

2. 「位置的分散」について 

常設機器等の「位置的分散」は，添付図面の「配置図」で示す。 

そのため，要目表の取付箇所欄には，当該機器を設置する「設置床」の記載欄

を設け，その欄に「建屋の名称」及び機器等の「設置床レベル」を記載する。 

また，「配置図」側には，機器配置が識別できるよう「建屋の名称」及び「設

置床レベル」を図面に記載し，要目表と図面が繋がる記載とする。 

なお，「設置床レベル」の表記方法については，設置変更許可申請書に準じ

る。 

（記載例②参照） 

 

3. 「溢水防護上の配慮が必要な機器等」について 

3.1 防護区画との関係について 

溢水防護上の配慮を必要とする機器等と溢水防護区画との関係が分かるよう

に要目表の取付箇所の欄には，その機器が設置される「溢水防護上の区画番

号」を記載する。 

なお，「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」に「防護区画番号」

を示した「防護対処設備リスト」と「防護区画図面」を添付することでそれら

の関係性を示す。 

また，「溢水防護上の区画番号」及び「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の

記載方法については図１及び図２に示す。 

（記載例③参照） 
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 １.グランドルールの考え方について 

・現状のグランドルールのうち，「溢水防護上の区画番号」および「溢水防護上

の配慮が必要な高さ」の記載方針の主な個所は以下のとおり。 

 

「溢水防護上の区画番号」について 

 ③ 「○○施設 溢水による損傷の防止に関する説明書」の「防護対象設備リス

ト」及び「防護区画図面」との関連付けを行うため，仕様表へ「溢水防護

上の区画番号」を記載する。 

   なお，溢水防護上の対象設備以外の機器は「－」とする。 

 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」について 

 ④ 溢水防護上の配慮が必要となる機器等について，その機器が設置される

区画のうち，機能喪失高さが最も低いものを選定したうえで，裕度を設定

して仕様表へ「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として記載する。 

   なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

・上記のルールを踏まえた「溢水防護上の区画番号」および「溢水防護上の配慮

が必要な高さを記載するために用いる資料構成と仕様表記載の流れのイメージ

図を第 1図に示す。 

 名称 － A 

種類 － 〇 

設計条件    

仕様    

取付箇所 

系統名 

（ライン名） 
－ ○○○○ 

設置床 － ○○○○ 

溢水防護上の 

区画番号 
－ （１） 

溢水防護上の 

配慮が必要な高さ 
－ 0.9m以上 

１.グランドルールの考え方について 

・現状のグランドルールのうち，「溢水防護上の区画番号」および「溢水防護上

の配慮が必要な高さ」の記載方針の主な個所は以下のとおり。（先行 PWR と同

様） 

「溢水防護上の区画番号」について 

 ③ 「発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」の「防護対象設備リスト

及び「防護区画図面」との関連付けを行うため，要目表へ「溢水防護上の

区画番号」を記載する。 

   なお，溢水防護上の対象設備以外の機器は「－」とする。 

 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」について 

 ④ 溢水防護上の配慮が必要となる機器等について，その機器が設置される

区画のうち，機能喪失高さが最も低いものを選定したうえで，裕度を設定

して要目表へ「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として記載する。 

   なお，溢水防護の対象設備以外の機器は「－」とする。 

・上記のルールを踏まえた「溢水防護上の区画番号」および「溢水防護上の配慮

が必要な高さを記載するために用いる資料構成と要目表記載の流れのイメー

ジ図を第 1図に示す。 

図１「溢水防護上の区画番号」と「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の記載方法 

 

 

 

 

溢水による損傷の防止に関する説明書

（〇-○－〇） 

防護区画図面 防護対象設備リスト

（SA） 

防護対象設備リスト

（DB） 

設備 溢水防護区画 

A （１） 

B （２） 

 

防護対象設備リスト（DB＆SA） 

溢水防護区画 設備 機能喪失高さ 

（１） 
A 3.0m 

C 1.0m 

（２） B 2.0m 

 

除外設備リスト 

（SA） 

除外設備リスト 

（DB） 

設備 

D 

 

区画番号（1）のうち最も低い機能喪失

高さについて裕度を踏まえて記載 

図○  「溢水防護上の区画番号」と「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の記載方法 

防護対象設備リスト（SA＆DB）の

うち仕様表対象の設備が「溢水防

護上の配慮を必要とする機器」に

該当する。 

「溢水防護の対象設備以外の

機器」に該当するため，仕様表

対象設備であった場合でも

「－」を記載する。 

なお，「防護区画図」には，必ず

しも区画番号が記載されていな

い。 
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 ・「溢水防護上の配慮を必要とする機器」と「溢水防護の対象設備以外の機器」の

考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・仕様表の整理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 「溢水防護上の区画番号」 溢水防護上の配慮が必要な高さ 

Ａ 区画番号を記載する。 
区画内で最も低い機能喪失高さを記

載する。 

Ｂ 仕様表記載対象ではない。 

Ｃ 仕様表記載対象ではない。 

Ｄ 「－」を記載する。 「－」を記載する。 

（参考：

Ｅ） 
（「－」を記載する。） （「－」を記載する。） 

図２ 仕様表の整理フロー 

・「溢水防護上の配慮を必要とする機器」と「溢水防護の対象設備以外の機器」

の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・要目表の整理フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 「溢水防護上の区画番号」 溢水防護上の配慮が必要な高さ 

Ａ 区画番号を記載する。 
区画内で最も低い機能喪失高さを記

載する。 

Ｂ 要目表対象ではない。 

Ｃ 要目表対象ではない。 

Ｄ 「－」を記載する。 「－」を記載する。 

（参考：

Ｅ） 
（「－」を記載する。） （「－」を記載する。） 

図２ 要目表の整理フロー 

 

：「溢水防護上の配慮を必要とする機器 

（要目表対象）【A】  
:：要目表対象ではない防護対象設備【B】

（グランドルール上の「溢水防護の対象設備以外の機器」）  
：「溢水防護の対象設備以外の機器」【C】【D】【E】 

※ 別表第二の範囲を示す。 
 

・設置許可基準規則 第 9 条の法令要求対象機器 

・SA 設備 

【A】＋【B】＋【C】＋【D】 

溢水影響評価から 

除外可能。＊１ 

説明書 防護対象設備リスト 記載設備 

【A】＋【B】 

補足説明資料 除外設備リスト 記載設備 

【C】＋【D】 

要目表対象と 

重複していない 

溢水防護上の配慮を必要とする機器 

【A】 
要目表対象ではない防護設備 

【B】 

※１：以下に該当する設備は評価対象外としている。 

①溢水により機能喪失しない。（静的機器等） 

②原子炉格納容器内耐震境使用の設備である。 

③動作機能の喪失により安全機能に影響しな

い。 

④他の設備で代替できる。 

YES 

YES 

NO 

NO 

※２：「溢水源がない区画」とは溢水源となる設備がなく、

かつ消火活動も想定していない区画を指す。 

仕様表記載対象設備【E】 

除外設備リスト 

記載設備【C】 

溢防護対象設備 

リスト記載設備 

【B】        
【A】 【D】 

：「溢水防護上の配慮を必要とする機器 

（仕様表記載対象）【A】  
：仕様表記載対象ではない溢水防護対象設備【B】

（グランドルール上の「溢水防護の対象設備以外の機器」）  

：「溢水防護の対象設備以外の機器」【C】【D】【E】  

・・再処理許可基準規則 第 11条、加工許可基準
規則第 11 条の法令要求対象機器 

・SA 設備 

【A】＋【B】＋【C】＋【D】 

溢水影響評価から 

除外可能。＊１ 

説明書 防護対象設備リスト 記載設備 

【A】＋【B】 

説明書 除外設備リスト 記載設備 

【C】＋【D】 

仕様表記載対象と 

重複していない 

溢水防護上の配慮を必要とする機器 

【A】 

仕様表記載対象ではない防護設備 

【B】 

※１：以下に該当する設備は評価対象外としている。 

①溢水により機能喪失しない。（静的機器等） 

②動作機能の喪失により安全機能に影響しな

い。 

③他の設備で代替できる。 

YES 

YES 

NO 

NO 
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 3.2 据付高さ等 

据付高さ等について，溢水防護上の配慮が必要な機器等については，その機器

等が設置される溢水防護上の区画のうち，機能喪失高さの裕度が最も低いもの

を選定し，その区画の「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として設定する。 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定には，機能喪失高さのマージンを加

えた値で設定し，仕様表の記載としては，そのマージンを加えた値に「以上」を

付記して表記する。 

また，溢水防護上の配慮が必要ない設備については「－」を記載する。 

なお，溢水防護上の配慮が必要な高さについては，追加要求事項として要目表

の「変更後」も欄に記載する。 

（記載例④参照） 

 

 

3.2 据付高さ等 

据付高さ等について，溢水防護上の配慮が必要な機器等については，その機器

等が設置される溢水防護上の区画のうち，機能喪失高さの裕度が最も低いもの

を選定し，その区画の「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として設定する。 

「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定には，機能喪失高さのマージンを加

えた値で設定し，要目表の記載としては，そのマージンを加えた値に「以上」を

付記して表記する。 

また，溢水防護上の配慮が必要ない設備については「－」を記載する。 

なお，溢水防護上の配慮が必要な高さについては，追加要求事項として要目表

の「変更後」も欄に記載する。 

（記載例④参照） 

 

4. 「火災防護対象機器」についての扱い 

火災防護対象機器の設置位置と「火災区域」又は「火災区画」との関係性につ

いて，以下の整理とする。 

(1) 「火災区域」及び「火災区画」の識別として，火災防護設備の要目表に「火

災区域」及び「火災区画」の「名称」と「番号」を記載し，また添付図面にお

いても，図中にそれら区域及び区画の「番号」を記載することで火災防護上

の「区域」及び「区画」を識別する。 

(2) 火災防護対象機器について，添付書類「Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災

防護に関する説明書」に「機器リスト」を添付し，そのリスト中に火災防護

対象機器の「機器名称」と，その機器が設置される「火災区域番号」又は「火

災区画番号」を記載することで，「火災防護対象機器」と「火災区域」及び「火

災区画」との関係性が分かる記載とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・火災防護対象

機器は仕様表

作成対象外の

ため，記載し

ない。 

 



119 

 

発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 

 仕様表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 

 

 

属する系統の機能の独立性 

・独立性は添付図面の系統図にて示す。なお，機器が設置される系統について「設

備（系統名）」で記載し，系統図とリンクさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護区画との関係 

・溢水防護上の配慮を必要とする機器等の仕様表の取付箇所欄には，その機器が

設置される「溢水防護上の区画番号」を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要目表記載のうち機器等の取付箇所の記載方針について 
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据付高さ等 

・溢水防護対象機器等が設置される溢水防護区画のうち，機能喪失高さの裕度が

最も低いものを選定し，その区画の「溢水防護上の配慮が必要な高さ」として設

定する。 

なお，「溢水防護上の配慮が必要な高さ」の設定には，機能喪失高さにマージン

を加えた値で設定し，仕様表の記載としては，そのマージンを加えた値に「以上」

を付記して標記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置的分散 

・常設の機器等の「位置的分散」は，添付図面の「配置図」で示す。 

 仕様表の取付箇所欄には「配置図」とリンクできるよう，当該機器が設置され

る「設置床」の記載欄を設け，その欄に「建屋の名称」及び機器の「設置床レベ

ル」を記載する。 

 また，「配置図」側には，図面中に「建屋の名称」及び「設置床レベル」を記載

する。 
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 変更前 変更後 

名 称 － 
冷却水循環ポ

ンプ A,B 
 

種 類 
－ 

L 

○○ 

変更なし 

設
計
条
件 

ポ
ン
プ 

核 的 制 限 値 ○○ 

最 高 使 用 圧 力 MPa ○○ 

最 高 使 用 温 度 ℃ ○○ 

定 格 容 量 
m3／h／

個 
○○ 

仕
様 

定 格 揚 程 m 
○○ 

○○ 

主 要 寸 法 

吸込口径 mm 

吐出口径 mm ○○ 

全 高 Mm ○○ 

主 要 材 料 ケ ー シ ン グ － ○○ 

個 数 
－ ○○ 

取
付
箇
所 

系統名（ライン名） － 

－ 

○○ ○○ 

設置床 － ○○ ○○ 

溢水防護上の区画番号 － ○○ ○○ 

溢水防護上の配慮が必要な高さ － ○○ ○○ 

原 

動 

機 

種 類 － ○○ 

出 力 kW／個 ○○ 

個 数 － ○○ 

取 付 箇 所 － ○○ 

 

 

 

 

記載例 

①の例 

②の例 

③の例 

④の例 



122 

 

発電炉 工認手続きガイド 当社施設 設工認作成要領（案） 発電炉 工認作成要領 備考 
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別紙４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型主配管の仕様表に記載する「個数」の記載方法と「個数」及び「取付箇所」に 

注記を記載する際の基本的な記載ルールについて 
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 別紙４ 

 

可搬型主配管の仕様表に記載する「個数」の記載方法と「個数」及び「取付箇所」

に注記を記載する際の基本的な記載ルールについて 

 

1. 要旨 

可搬型主配管に係る「個数」の記載方法及び「個数」，「取付箇所」に注記を記

載する際の基本的な記載方法について以下にまとめる。 

 

 

2. 「個数」の記載方法 

2.1 「個数」欄には，「技術基準規則で要求される必要な容量を賄える個数」（以

下「必要数」という。）と「故障時バックアップの個数」を記載する。 

 

その際，必要数は括弧外に記載し，予備は括弧を付し，そのカッコ内に「故

障時バックアップ」の記載と個数を示す。 

例： 

名 称 
最高使用
圧力 

最高使用
温度 

主要寸法 個数 取付箇所 

    ●●（故障時バッ
クアップ□□） 

 

●●：必要数 

□□：故障時バックアップ数 

※…故障時バックアップの表示は括弧内に「故障時バックアップ」の記載と個

数を付す。 

なお，「個数」には，単位を記載しないが，管種を識別するため「取付箇所」

欄に記載する場合は以下の表記とする。 

① 可搬型ホースについては「本」 

② 可搬型鋼管については「台」 

 

2.2可搬型主配管は，使用方法により適用する技術基準規則が異なり，それによ

り必要数及び故障時バックアップ数も変わることから，個々の基本的な記載

パターンを以下に定める。 

2.2.1 基準要求が 2ｎ＋αのもの 

（例：「建屋外」から「建屋内」に水を供給するための可搬型ホース等） 

(1) 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，2ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載する。 

別紙４ 

 

可搬型主配管の要目表に記載する「個数」の記載方法と「個数」及び「取付箇所」

に注記を記載する際の基本的な記載ルールについて 

 

1. 要旨 

別表第二の改正により可搬型主配管の要目表に「個数」が追加されたことを

受け，その「個数」への記載方法及び「個数」，「取付箇所」に注記を記載する際

の基本的な記載方法について以下にまとめる。 

 

2. 「個数」の記載方法 

2.1 「個数」欄には，「技術基準規則で要求される必要な容量を賄える個数」（以

下「必要数」という。）と「バックアップの個数」（以下「予備」という。）を

記載する。 

その際，必要数は括弧外に記載し，予備は括弧を付し，そのカッコ内に「予

備」の記載と個数を示す。 

例： 

名 称 
最高使用
圧力 

最高使用
温度 

主要寸法 個数 取付箇所 

    ●●（予備□□） 
 

 

●●：必要数 

□□：予備数 

※…予備の表示は括弧内に「予備」の記載と個数を付す。 

 

なお，「個数」には，単位を記載しないが，管種を識別するため「取付箇所」

欄に記載する場合は以下の表記とする。 

① 可搬型ホースについては「本」 

② 可搬型鋼管については「台」 

 

2.2 可搬型主配管は，使用方法により適用する技術基準規則が異なり，それによ

り必要数及び予備数も変わることから，個々の基本的な記載パターンを以下

に定める。 

2.2.1 基準要求が 2ｎ＋αのもの 

（例：「建屋外」から「建屋内」に水を供給するための可搬型ホース等） 

(1) 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，2ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。 

・予備数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載する。 

 

 

 

 

 

 

・別表第２に相

当するものが

ないため、記

載見直し。 

 

 

・常設設備にお

ける「予備」の

扱いと区別す

るため、読み

替えは行わな

い。（以降、省

略。） 
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 (2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した値（2ｎ）を括

弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，ホース長さごとの故障時バックアップ本数

を合算した値（α）に括弧を付して記載する。 

 

2.2.2 基準要求がｎ＋αのもの 

（例：「建屋内」のみ使用する可搬型ホース等） 

(1) 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載する。 

(2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した値（ｎ）を括弧

外に記載する。 

・故障時バックアップ数には，ホース長さごとの予備本数を合算した値（α）

に括弧を付して記載する。 

 

3. 「個数」及び「取付箇所」に注記を記載する際の基本的な表記方法 

 

3.1 「個数」への注記方法 

以下に示す「3.1.1」～「3.1.4」の場合には，個数に注記を記載する。 

3.1.1 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

(1) 記載方法 

・複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合は，長さご

とに必要となる数がわかるように注記を記載する。 

例： 

名 称 
最高使用 
圧力 

最高使用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○○用 5m，10m， 
50mホース 

   ●●（故障時バック
アップ□□）＊1 

 

注記 ＊1：必要本数●●本（5m：●本，10m：●本，50m：●本）及び故障時バ

ックアップ各 1本の数量を示す。 

 

 

 

(2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した値（2ｎ）を括

弧外に記載する。 

・予備数には，ホース長さごとの予備本数を合算した値（α）に括弧を付し

て記載する。 

 

2.2.2 基準要求がｎ＋αのもの 

（例：「建屋内」のみ使用する可搬型ホース等） 

(1) 単一の長さの可搬型主配管の場合 

・必要数には，ｎの本数（台数）を括弧外に記載する。 

・予備数には，αの本数（台数）に括弧を付して記載する。 

(2) 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

・必要数には，ホース長さごとに必要となる本数を合算した値（ｎ）を括弧

外に記載する。 

・予備数には，ホース長さごとの予備本数を合算した値（α）に括弧を付し

て記載する。 

 

3. 「個数」及び「取付箇所」に注記を記載する際の基本的な表記方法 

 

3.1 「個数」への注記方法 

以下に示す「3.1.1」～「3.1.4」の場合には，個数に注記を記載する。 

3.1.1 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

(1) 記載方法 

・複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合は，長さご

とに必要となる数がわかるように注記を記載する。 

例： 

名 称 
最高使用 
圧力 

最高使用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○○用 5m，10m， 
50mホース 

   ●●（予備□□）＊1  

注記 ＊1：必要本数●●本（5m：●本，10m：●本，50m：●本）及び予備各 1

本の数量を示す。 
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 3.1.2 設備を兼用する複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する

場合 

(1) 記載方法 

・設備（系統）区分によって，組み合わせる本数（台数）が異なるものは，

各設備（系統）区分で必要となる数がわかるように注記を記載する。 

例： 

名 称 
最高使用 
圧力 

最高使用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○○用 5m，10m， 
50mホース 

   ●●（故障時バック
アップ□□）＊2 

 

注記 ＊2：○○施設のうち△△設備（□□系）としての必要本数●●本（5m：

●本，10m：●本，50m：●本）と●●施設のうち▲▲設備（■■系）

としての必要本数●●本（5m：●本，10m：●本，50m：●本）を合

わせた数量及び故障時バックアップ各 1本の数量を示す。 

 

3.1.3 機器に専属するホースの場合 

(1) 記載方法 

・機器の専属ホースであることがわかるように，専属する機器名が判別可

能なよう注記で記載する。 

例： 

名 称 
最高使用 
圧力 

最高使用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○○用 5mホース    ●●＊3  

注記 ＊3：○○ポンプの保有数と同じ数量を示す。 

 

名 称 
最高使用 
圧力 

最高使用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

△△ 
給油ライン接続用 
19.5mホース 

   ●●＊4  

注記 ＊4：△△1台あたりの数量を示す。 

 

 

3.1.2 設備を兼用する複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する

場合 

(1) 記載方法 

・設備（系統）区分によって，組み合わせる本数（台数）が異なるものは，

各設備（系統）区分で必要となる数がわかるように注記を記載する。 

例： 

名 称 
最高使用 
圧力 

最高使用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○○用 5m，10m， 
50mホース 

   ●●（予備□□）＊2  

注記 ＊2：○○施設のうち△△設備（□□系）としての必要本数●●本（5m：

●本，10m：●本，50m：●本）と●●施設のうち▲▲設備（■■系）

としての必要本数●●本（5m：●本，10m：●本，50m：●本）を合

わせた数量及び予備各 1本の数量を示す。 

 

3.1.3 機器に専属するホースの場合 

(1) 記載方法 

・機器の専属ホースであることがわかるように，専属する機器名が判別可能

なよう注記で記載する。 

例： 

名 称 
最高使用 
圧力 

最高使用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

○○用 5mホース    ●●＊3  

注記 ＊3：○○ポンプの保有数と同じ数量を示す。 

 

名 称 
最高使用 
圧力 

最高使用 
温度 

主要 
寸法 

個数 
取付 
箇所 

△△ 
給油ライン接続用 
19.5mホース 

   ●●＊4  

注記 ＊4：△△1台あたりの数量を示す。 
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 3.1.4  2セットで技術基準規則要求を満たす設備に使用するホースの場合 

(1) 記載方法 

・2セットで基準要求を満たす設備に使用するホースは，1セット分の必要

本数及び故障時バックアップ数と必要なセット数を注記で記載する。 

例： 

名 称 
最高使用 

圧力 

最高使用

温度 

主要 

寸法 
個数 

取付 

箇所 

○○ 

給油ライン

接続用 4 m 

ホース 

   ●●＊5 

（故障時バッ

クアップ□□） 

 

注記 ＊5：必要本数 15 本を 2 セットに故障時バックアップ 1 本の数量を示

す。 

 

3.2 「取付箇所」への注記方法 

以下に示す「3.2.1」の場合には，取付箇所に注記を記載する。 

3.2.1 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

(1) 記載方法 

・最長敷設ルートにおけるホース長さごとの必要本数を記載する。 

例： 

名 称 
最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸

法 
個数 取付箇所 

○○用 

0.5m,1m,2m,3m, 

5m,10m,20m,50m

ホース 

    取付箇所： 

△△～□□接

続口 

（52本 ＊6） 

注記 ＊6：最長のルートである「●●～▲▲」に敷設した場合（0.5m：1本，

1m：2本，2m：5本，3m：1本，5m：3本，10m：8本，50m：32本）

の数量を示す。 

 

4. 各可搬型主配管の個数の内訳 

可搬型主配管のうち，複数の使用方法等により内訳の説明を要する可搬型主

配管は，設定根拠に関する説明書又は設定根拠に関する説明書の補足説明資料

に示す。 

 

3.1.4  2 セットで技術基準規則要求を満たす設備に使用するホースの場合 

(1) 記載方法 

・2 セットで基準要求を満たす設備に使用するホースは，1 セット分の必要

本数及び予備数と必要なセット数を注記で記載する。 

例： 

名 称 
最高使用 

圧力 

最高使用

温度 

主要 

寸法 
個数 

取付 

箇所 

○○ 

給油ライン

接続用 4 m 

ホース 

   ●●＊5 

（予備□□） 

 

注記 ＊5：必要本数 15本を 2セットに予備 1本の数量を示す。 

 

 

3.2 「取付箇所」への注記方法 

以下に示す「3.2.1」の場合には，取付箇所に注記を記載する。 

3.2.1 複数の長さを持つ可搬型ホースを組み合わせて使用する場合 

(1) 記載方法 

・最長敷設ルートにおけるホース長さごとの必要本数を記載する。 

例： 

名 称 
最高使用

圧力 

最高使用

温度 

主要寸

法 
個数 取付箇所 

○○用 

0.5m,1m,2m,3m, 

5m,10m,20m,50m

ホース 

    取付箇所： 

△△～□□接

続口 

（52本 ＊6） 

注記 ＊6：最長のルートである「●●～▲▲」に敷設した場合（0.5m：1本，

1m：2本，2m：5本，3m：1本，5m：3本，10m：8本，50m：32本）

の数量を示す。 

 

4. 各可搬型主配管の個数の内訳 

可搬型主配管のうち，複数の使用方法等により内訳の説明を要する可搬型主

配管は，設定根拠に関する説明書又は設定根拠に関する説明書の補足説明資料

に示す。 
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再処理施設等の設工認における管継手の記載方針について 

 

１．はじめに  

発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド（以下、「工認手続きガイド」とい

う。）では、「本流が流れる箇所の管継手も主配管とし、要目表に記載する必要がある

が、クラス3管、重大事故等クラス3管又は発電用火力設備に関する技術基準を定める省

令を準用する管に接続する管継手であって、JIS規格若しくは設計・建設規格に適合

し、管と同等以上の肉厚を有するもの又はそれらと同等の保安水準の確保が達成できる

ものにあっては、要目表への記載を必要としないこととする。」と記載されている。 

 

２．再処理施設に対する材料及び構造に関する要求について 

  発電炉では、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」におい

て、各機器がその機能を果たすうえで考慮すべき使用条件に応じて設定された機器等の

区分毎に材料及び構造に関する要求が規定されており、通常運転時及び設計基準事故時

における使用条件が高温、高圧となる原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器（ク

ラス1機器）、工学的安全施設のうちの直接系に属する機器等（クラス2機器）について

は、材料及び構造に関する特別な要求が規定されている。 

一方、再処理施設においては、安全機能を有する施設を含む全ての機器の通常運転

時、設計基準事故時における使用条件は、低温、低圧で、各機器に求められる機能に係

わらず有意な差がないことから、「再処理施設の技術基準に関する規則」においても機

器等の区分に応じた構造上の要求はなく、安全機能を有する施設を含む全ての機器は、

当時の「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和55年10月30日 通商産業

省告示第501号）の第4種機器（現行クラス3機器）に対する材料及び構造に関する要求

を考慮し、設計している。（建設時 第2回 設工認にて認可済み）  

また、重大事故等時における各機器の使用条件も設計基準事故時と有意な差はなく、

重大事故等対処施設に対しても発電炉のような特別な要求はない。 

 

３．再処理施設の設工認における管継手の記載方針について  

再処理施設の管継手については、発電炉のクラス3管等に接続する管継手同様、発電

炉のクラス1管及びクラス2管のような材料及び構造に関する特別な要求がないことか

ら、JIS規格等に適合し、管と同等以上の肉厚を有するもの又はそれらと同等の保安水

準の確保が達成できる管継手については、仕様表には記載しないこととする。 

以 上 


